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○ 大学の概要  
 

（１）現況 

 ① 大学名：国立大学法人北海道教育大学 

 

 ② 所在地： 札幌校････北海道札幌市 

        函館校････北海道函館市 

        旭川校････北海道旭川市 

        釧路校････北海道釧路市 

        岩見沢校･･北海道岩見沢市 

 

 ③ 学長名：本間 謙二（平成１９年８月２７日～平成２５年９月３０日） 

   理事数：４人 

   監事数：２人 

 

 ④ 学部等の構成：教育学部 

大学院教育学研究科 

養護教諭特別別科 

附属小学校 

附属中学校 

附属特別支援学校 

附属幼稚園 

 

 ⑤ 学生数及び教職員数 ※（  ）内の数字は，外国人留学生を内数で示す。 

    学生・児童・生徒・園児数 

      教育学部      ５，３１２人 （４人） 

      大学院教育学研究科   ３５６人（２０人） 

      養護教諭特別別科     ２０人 

      附属小学校     １，８０５人 

      附属中学校     １，４７０人 

      附属特別支援学校     ５５人 

      附属幼稚園       １２７人 

    教職員数 

大学教員        ３８０人 

附属学校教員      １８６人 

職員          ２２４人 

 

（２）大学の基本的な目標等 

  

－人が人を育てる北海道教育大学－ 

「北海道教育大学憲章」のもと，第一期中期目標期間の「大学再編」の成果と課題を踏

まえ，学士課程及び修士課程の学位の質を保証する教育体制を実現する。そのために教員

組織の抜本的改革，カリキュラム改革，大学院改革を進め，学校現場や地域の課題につな

がる実践的な研究を推進するとともに，学生支援を充実させ，「常に学生を中心とした

（Students-first）」大学を目指す。 

また，本学は次の５点に重点を置き，教育大学としての特色化を図る。 

 

・教職大学院をはじめとして，教育に関する高度な専門的職業人と人間地域科学・芸術・

スポーツに関する専門的知識技能を持ち幅広い教養を備えた職業人の養成を目指す。 

・へき地・小規模校教育など学校現場や地域の課題の解決となる教育研究を重点的に進め

ることにより，国際的にも意義のある教育研究を実現する。 

・地域の教育研究の拠点として，教育委員会等と連携し，教員免許状更新講習・地域連携

事業等を積極的に推進し，「北海道になくてはならない大学」を目指す。 

・国際化を経営戦略の一つの柱として位置づけ，学生の海外教育プログラムを開発し，留

学生の積極的な受入れ，教育研究交流を組織的に進めるとともに，理数科教育等での国

際協力事業を推進する。 

・大学と一体となった附属学校の運営を推進し，学生の教育研究の場として積極的に活用

するとともに，先導的・実験的な教育研究を実現する。 
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（３）大学の機構 

 ●業務運営体制図（～平成23年８月26日） 

 

 ●業務運営体制図（平成23年８月27日～） 

 

・変更点 副理事の廃止並びに特命担当副学長及び学長特別補佐の設置 

 

●教育研究組織図 
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●事務組織図（平成22年度） 

 
  

●事務組織図（平成23年度） 
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○ 全体的な状況  

国立大学法人北海道教育大学は，第２期中期目標において，「人が人を育てる北海道教育

大学」を目指す 

 

 本学は，第２期中期目標・中期計画期間の「大学の基本的な目標」として，次の5点を揚

げている。 

１．教職大学院をはじめとして，教育に関する高度な専門的職業人と人間地域科学・芸

術・スポーツに関する専門的知識技能を持ち幅広い教養を備えた職業人の養成を目指

す。 

２．へき地・小規模校教育など学校現場や地域の課題の解決となる教育研究を重点的に

進めることにより，国際的にも意義のある教育研究を実現する。 

３．地域の教育研究の拠点として，教育委員会等と連携し，教員免許状更新講習・地域

連携事業等を積極的に推進し，「北海道になくてはならない大学」を目指す。 

４．国際化を経営戦略の一つの柱として位置付け，学生の海外教育プログラムを開発

し，留学生の積極的な受入れ，教育研究交流を組織的に進めるとともに，理数科教育

等での国際協力事業を推進する。 

５．大学と一体となった附属学校の運営を推進し，学生の教育研究の場として積極的に

活用するとともに，先導的・実験的な教育を実現する。 

  

２年目を迎えた平成23年度は，上記の基本的な目標を達成するために，次の事業に重点

的に取組んだ。 

 

第１の目標達成に向けては，複数学部化構想の実現に向け，社会の新たな要請に応える

ために，「国際感覚の涵養」と「新しい文化の創造」を新たに教育理念として掲げ，３学部

体制によって各学部の人材養成の目的に沿った全学一体の教育体制の編成に取り組んだ。 

第２の目標達成に向けては，地域に根ざした研究・貢献プロジェクトとして，「特別支援

教育プロジェクト」・「理科教育プロジェクト」等を推進した。 

第３の目標達成に向けては，北海道教育委員会との連携を発展させた。これにより，本

道の教育の発展に不可欠な存在として教育関係者から認識されている教職大学院の充実に

繋げることができた。 

第４の目標達成に向けては，秋季入学の実施等留学生の積極的な受け入れに取組むとと

もに，「国際化推進基本計画」に基づいて具体的方策をまとめた「国際化に向けてのアクシ

ョンプラン」を制定した。 

第５の目標達成に向けては，附属学校園担当の副学長（特命担当）を配置し，それまで

の課題であった附属学校運営の充実及び効率化に取り組んだ。 

 

１．国立大学の機能強化に向けた取組状況 

複数学部化構想 

本学は従来から「地域人材養成」を大学の基本理念に据えてきた。すなわち，北海道教

育大学憲章に，「先進の人間教育」「行動する教養」「高い志の涵養」という教育理念を

掲げ，教師教育を軸にしつつ，人間と地域に関する学際的研究，芸術とスポーツによる人

間性開発を重ね合わせた先進的な教育研究を推進して，地域の様々な領域で活躍する人材

を輩出してきた。 

 しかしながら，21世紀の社会が求めている人材は，グローバル化した社会において，国

際的な視野とコミュニケーション力を備え，複合化した地域課題に果敢に挑む実行力ある

人材（“グローバル人材”），あるいは，長期にわたる停滞した経済社会に新しい発想を

持って挑み，地域を活性化する創造力豊かな人材である。 

 また，少子高齢化した社会，過疎化に直面している地域において，人々のつながりの希

薄化が社会的な問題となっている。芸術・スポーツ文化が持つ社会包摂機能は，人々の生

きがいの創出・健康づくり・まちづくり等を通じて，その問題を解決へと導く鍵を握るも

のである。加えて，北海道においては，北海道の自然や食材などの豊かさと学術，文化を

結びつけ，新しい価値を創造する人材が今まさに求められている。芸術・スポーツ活動と

環境・観光・ツーリズム・健康・医療など，従来は無関係に思われていたことを新しい発

想で結びつけ，新しい時代の，新しい生き方，新しい文化価値を提案していくのは本学の

重要な使命である。 

 このような社会状況を踏まえ，また，「国立大学の機能強化―国民への約束―」（国立

大学協会，平成23年６月）に述べられた国立大学として強化すべき機能を十分自覚した上

で，本学は，これまでの教員養成（専門職業人の養成）を継承しながら「地域振興の中核

拠点としての貢献」を果たしていくことを確認した。すなわち，「地域人材養成を通じて

地域を活性化していく大学（リージョナル・センター）」を実現する。 

 そのために，上に述べた教育理念を維持するとともに，次に述べる新しい理念を掲げて

社会の要請に応えていくこととした。 

 まず第一に，21世紀の知識基盤グローバル社会においては，地域を担う人材は常に世界

の中での地域を視野に収めていなければならない。従って，地域人材養成の徹底は同時に

世界を担う人材養成に通じるものであり，「地域になくてはならない大学」は同時に「世

界に発信していく大学の実現」である。その意味で本学は一層の国際化を推進するととも

に，｢国際感覚の涵養」を教育理念に掲げる。 

 第二に，本学は従来も学則の中で文化の創造を掲げてきた。このことをさらに強調する

必要がある。グローバル社会・知識基盤社会は，とりもなおさず新しい発想で地域の活性

化を促進する社会でもある。上に述べたように，本学は北海道において新しい文化価値を

提案していく使命を持っている。そうした意味から，本学の教育理念として「新しい文化
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の創造」を新たに掲げる。 

 こうして新たな５つの教育理念を確立した上で，「21世紀の地域社会で活躍する専門的

力量と実践力を備えた人材養成」という，北海道教育大学の機能強化に向けた飛躍を図る

ためには，教育学部の中に「新課程」を維持するのではなく，これまでの学問体系を再構

築して新たな学位を保証する教育研究組織，すなわち新学部を設置しなければならない。

新学部の専門家集団は，適切な学科・講座等を組織し，全体として体系性のある研究組織

を構築する。そのことによって，地域社会に生ずる様々な課題に対して組織的な研究で応

える体制が可能となる。新学部における教育は固有の研究に基づいたものとなり，体系的

な教育と専門的研究指導により社会が求める人材養成に責任を果たすことができる。 

現在，函館校に集約した「人間地域科学課程」を「国際地域学部（仮称）」へ，岩見沢

校に集約した「芸術課程」と「スポーツ教育課程」は「芸術・スポーツ文化学部（仮

称）」へ改組すべく議論を続けている。 

 

２．教育研究等の質の向上の状況 

（１）教育課程編成・実施の方針の策定 

 カリキュラム・ポリシー説明会（カリキュラム開発チームによる検討会）と各キャンパ

スにおけるカリキュラム・ポリシー説明会やシラバス・ワークショップを実施し，各校に

おいてディプロマ・ポリシーを細分化した観点の確定及びカリキュラム・ポリシー確定版

を策定した。 

 また，アドミッション・ポリシーについては，入試企画室において，札幌・旭川・釧路

の教育学部入試制度の課題を含めた検討に着手し，函館・岩見沢の新学部は平成24年５月

を目途に原案を策定できるよう検討を行っている。 

 

（２）共通基礎科目教材等を作成 

 「教養教育全学運営委員会準備会」に設置された「共通基礎科目教材等作成部門会議」

において，ハンドブック，授業用資料集等を作成し，補助教材として授業の際に使用でき

るよう大学教育情報システムに掲載した。 

・情報機器の操作－共通資料集 

・倫理・人権－人権について考える2011 

       －わたしたちのできること 障害者権利条約の話 

       －人権関連法令等一覧 

・アカデミックスキル－北海道教育大学アカデミックスキルテキスト 

 

（３）教職大学院と北海道教育委員会との連携 

１）平成22年度評価結果において，評価委員会は，本学の教職大学院の学生収容定員が

平成21年度から平成22年度において90%を満たしていないことを課題として指摘した。 

これを受け，本学は北海道教育委員会に対して教職大学院への研修派遣の人員増を

強く働きかけ，継続的な協議を重ねた結果，最終的には新たに14人の派遣増が実現し

た。このことにより，平成24年度は学生収容定員を満たすことができた。 

２）平成24年３月に，本学と北海道教育委員会は，「北海道教育委員会『学校力向上に関

する総合事業』と教職大学院との連携に係る覚書」を交わし，北海道教育委員会の

「学校力向上に関する総合事業」の推進に協力することとした。この取組では，事業

の実践指定校を教職大学院の特別連携協力校として教職大学院生の継続的な受け入

れ，特別連携協力校の校長等を本学の特任教授とするなど，より両者の連携が強化さ

れることとなった。また，北海道の教育の発展に不可欠な存在として認識されている

教職大学院への現職派遣枠の増加についても前向きに検討することとなった。 

 

（４）国際化の推進 

１）国際化推進基本計画等の策定 

  本学の国際化にかかる事業においては，大学法人化以前から行われてきた互助・互恵

の精神に基づく視点に加え，大学経営という新たな視点が必要とされている。このよう

な状況を踏まえ，本学における国際化にかかる事業の展開を経営戦略の中に位置づけ，

「国際化推進基本計画」及び基本計画を計画的に実施するための「国際化に向けてのア

クションプラン」を策定した。 

２）外国人留学生を対象とする秋季入学制度の導入 

国際化推進の一環として，留学生を積極的に受け入れるため，外国人留学生を対象と

する秋季入学制度を導入した。姉妹校協定を結んでいる中国の５大学（瀋陽師範大学，

哈爾濱師範大学，山東師範大学，天津外国語大学，四川大学）からの推薦者を対象に，

瀋陽師範大学と天津外国語大学の２大学を会場として現地入試を実施した。４大学から

計11人が受験，７人が合格し，函館校及び旭川校に入学した。 

また，留学生の授業料の負担軽減を考慮して，長期履修学生制度を秋季入学者にも適

用できるようにした。 

 

（５）東日本大震災に関わる学生ボランティア 

 学生が被災地でのボランティア活動を申し出た場合の取扱いとして，２週間以内の活動

期間中の授業については欠席扱いにしない，活動補助として１日あたり2,000円を支給す

るなどの支援を行うため，「東日本大震災の被災地でのボランティア活動を学生が申し出

た場合の取扱い」を定めた。 

 ボランティア活動状況は平成24年３月31日現在報告分集計では，参加学生数（延べ）91

人，活動日数（延べ）370日となっている。 

 原発事故により外で遊ぶことが少なくなった福島県の子どもたちが，北海道で長期休暇

を過ごす事業である「ふくしまキッズ」に，本学は協力大学として，子どもたちの学習指
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導や遊びの支援ボランティアとして学生165人を派遣した。 

 ・ふくしまキッズ「夏季林間学校」   （7/25～8/28）   派遣学生122人 

         「冬のプログラム」（12/24～12/30）        21人 

         「春のプログラム」 （3/25～3/31）        22人 

 

（６）研究・地域貢献プロジェクトの推進 

 文部科学省からの特別経費の採択を受け，以下の取組を行った。 

 １）「特別支援プロジェクト」 

  広大な地域にへき地・小規模学校が多数ある北海道では，地域の特別支援教育をリー

ドしていく人材の養成と地域の特性に合わせた特別支援教育の支援体制を構築する必要

がある。そのため，平成22年度，平成23年度において文部科学省の特別経費 (高度な専

門職業人の養成や専門教育機能の充実)を得て，全学的な研究組織をつくり，附属学校と

ともに調査研究・実践を行ったものである（研究課題：「特別な教育的ニーズ」のある

子どもたちの通常学級における教育支援及び教育方法の開発）。 

  「人材育成部門（札幌・函館に拠点を置く）」では，附属学校と連携し「大学の授業

のあり方」について検討し指導法開発を行った。また，現職教員の研修プログラムの開

発を行い，試行することにより有効性と課題を明確にした。 

  「発達支援ツール作成部門（旭川に拠点を置く）」及び「地域(へき地･小規模)サポー

ト部門（釧路に拠点を置く）」では，特別支援教育に関する情報ネットワークサーバ

（「ほくとくネット」）を構築し，開発した教材など（発達支援ツール：個別の教育支

援計画，インフォーマルアセスメント，デジタル絵カード）を公開することにより特別

支援教育に関わる教師の支援を行っている。また，特別支援教育に関する情報発信の拠

点形成を図った。 

 ２）「理科教育プロジェクト」 

  科学技術創造立国を標榜する我が国において，科学的リテラシーの涵養と科学技術系

人材の育成が強く求められている。学校教育はそのための主要な場であり，教育活動の

直接の担い手である教員が自信を持って理科を指導できることは最低限の条件である。

そこで，本プロジェクトでは，教員養成カリキュラムにおける理科の中核的な教育内容

を解説し，実験・観察を自信を持って行えるようなテキストを開発して学生及び現職教

員に提供することとした。 

  平成23年度は，『新しい北海道の理科』（５分冊：物理・化学・生物・地学・理科教

育編）を完成させ，ワークショップ型のフォーラムを札幌市内で開催し，開発したテキ

ストの利用普及を図った。 

 

（７）附属学校園の改革 

１）附属学校園担当の副学長（特命担当）を配置し，それまでの課題であった附属学校

運営の充実及び効率化を図った。具体的には，各附属学校園を訪問して授業観察する

とともに，正副校園長などから現状や課題についてヒアリングを行った。並行して，

大学教授の校園長兼務に関するアンケートをとり，校園長職の在り方について議論を

重ねた。その結果，校園長の大学における授業及び学内業務を軽減し，附属学校園に

週３日以上出勤し校園長の職務に専念できる体制整備を図った。 

 ２）全国的にも大きな課題である附属学校の存在意義の明確化にかかわって，本学の附

属学校園がどのような特色化を図るかについても，附属学校園運営会議等において議

論を行った。その結果，北海道教育委員会との連携のもとに，道内公立校教員の指導

力向上に貢献する「授業実践交流事業」及び「小学校英語教育の指導力向上プロジェ

クト」を，本学附属学校園の特色事業として平成24年度より実施することとした。さ

らに，附属学校園の在り方を検討して今後の重要な指針とするために，「北海道教育大

学附属学校園の今後の在り方に関する有識者会議」を平成24年度に設置し，本格的な

議論を開始することとした。 

 

３．業務運営・財務内容等の状況 

（１）ガバナンス組織の機能・役割の明確化 

  平成23年度に実施した自己評価「大学運営」において，ガバナンス強化，責任体制の

明確化の観点から，運営体制見直しの必要性が指摘された。さらに加えて，本学を取り

巻く社会的政策課題に迅速かつ適切に対応しつつ，併せて第２期中期目標の達成を強力

に推進するためには，ガバナンス組織の機能強化を図ることは必至である。このような

ことから本学では，平成23年８月の学長再任に合わせ管理運営組織の見直しを図ったも

のである。 

 １）副理事を廃止し，学長が命じる特別な事項について全学的観点から学長を補佐する

ことを目的に，新たに「特命担当副学長」３人を配置し，附属学校，国際交流などの

本学が抱える喫緊の課題や，第１期から引き続き評価意識の醸成，評価手法の合理

化・効率化，評価体制の強化に向けた取組を集中的・戦略的に担うこととした。 

 ２）大学執行部経験者に，学長の大学運営における特定の業務遂行に関してその知見や

経験を活かした助言を求めることを目的として，「学長特別補佐」の名称を付与し，学

長の施策決定の一助となるよう配置した。 

３）本学教員人事規則第９条２項において，「大学教員はその意に反して配置換又は出向

を命ぜられることはない」としていたが，監事からの指摘や，経営協議会委員の意見

を大学として重く受け止め，大学としてのガバナンスの在り方から同規則を改正し，

「教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ，その意に反して配置換又は出向

を命ぜられることはない」とした。 

 ４）大学の経営・教育研究・学生に関する情報をステークホルダー（学生・保護者，卒

業生，教職員，教育関係者など）に積極的に開示するため，メールマガジンの発行，
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保護者に向けた広報として学園情報誌を年２回送付，卒業生へのメールアドレス生涯

付与，ホームページの充実，札幌駅前サテライト（hue pocket）を活用した広報を行

った。 

 

（２）事務組織 

 事務組織における職名とグループ制の運用について検討を行い，事務職員の職名を学

内外に対してわかりやすいものに変更し，併せて，職の役割を明確化するために，事務

局組織規則の職務内容を改正した。また，グループ制の趣旨，留意事項の徹底を図っ

た。 

 

（３）ＳＤ活動の推進 

 １）ＳＤ推進会議要項を制定し，それに基づき事務局長を議長として全学事務職員15人

から成るＳＤ推進会議を設置した。平成24年３月に第１回会議を開催し，事務職員英

語力向上プロジェクトの概要（案）について検討を行った。 

 ２）「北海道教育大学事務系職員人事・業務改善等指針2011」に基づき，採用から５年未

満の職員を対象にフォローアップ研修を実施した。（平成23年11月，受講者26人）内容

は，接遇研修，仕事の進め方と職場内のコミュニケーションの在り方であった。 

 ３）｢これからの大学経営と大学職員の在り方｣をテーマに外部講師を招き，全職員を対

象にしたＳＤ講演会を開催した。 

４）職員の英語によるコミュニケーション能力の向上を目的として， TOIEC-IP試験を希

望した職員（23人）に無料で受験させた。 

 

（４）教育改革推進事業の展開 

 教育及び学生の課外活動充実を図るため，岩見沢校における体育研究施設新営等及び

函館校におけるマルチメディア国際語学センター整備を目的とした教育改革推進事業を

実施することとした。 

事業実施機関は，平成23年度から平成25年度の３ヶ年とし，総事業費は９億円を計画

している。事業経費は，運営費交付金について業務達成基準を適用し，予算の戦略的執

行に努めた。 

 

（５）経費の抑制（管理的経費の削減） 

  全学統合グループウェア「hue-IT」を活用した大学運営における情報伝達の効率化に

より，平成23年９月から給与明細を紙媒体からWebへ移行し，ペーパーレス化を推進し

た。併せて，電気，水道，ガスの使用料金（使用量）を毎月hue-ITに掲載し，教職員に

対して経費削減を働きかけた。また，図書費については，契約担当部署から各部署に対

し，平成23年度の新聞･雑誌･追録類の継続購入の見直しを依頼し，使用頻度の低い雑

誌，追録や新聞等の継続購入をとりやめ，約72万円の削減を行った。 

 

（６）広報活動の充実 

 １）「北海道教育大学メールマガジン」の創刊 

平成23年11月に「北海道教育大学メールマガジン」を創刊し，大学のニュース，各種

講習・イベント情報，入試情報，同窓会などの情報を月１回のペースで配信した。配信

対象者は，在学生・卒業生のみならず保護者，受験生等も加えて広く一般向けとし，情

報発信の強化を行った。 

 ２）札幌駅前サテライト（hue pocket）における広報活動 

  平成23年４月に開設した札幌駅前サテライト（hue pocket）で，開設記念公開講座，

合同進学相談会，学生・教員の作品展などを開催した。中でも本学の教育活動等の成果

を広く一般市民に公表する機会である作品展は14回開催し，入館者数総計3,616人であ

り，地域住民や受験生などに本学の存在をアピールすることができた。また，札幌駅前

サテライト（hue pocket）開設に伴ってホームページも新規に立ち上げ，広報活動の一

層の充実を図った。 

平成23年度 札幌駅前サテライト（hue pocket） イベント開催数 

入試関連（進学相談会等） 26回 

キャリア（就職説明会等） ３回 

作品展 14回 

講演会・講習会 24回 

その他（チャリティーイベント等） ５回 

計 72回 

 

（７）東日本大震災の教訓 

 １）「携帯用大地震対応マニュアル」の作成 

  大規模な地震が発生した際に，必要な情報をコンパクトかつ分かりやすくまとめた

「北海道教育大学携帯用大地震対応マニュアル」を作成した。また，携帯用マニュアル

には地震発生時に学生及び教職員の安否を速やかに確認できるよう，安否報告用のメー

ルアドレスも掲載しており，そのための専用アドレスを関係担当者に新たに付与した。 

 ２）情報システムのデータバックアップ体制の構築  

学籍情報や人事情報等の重要な情報システムのデータが消失した場合の大学としての

事業継続への影響を考慮し，その対策として，他キャンパスでもデータのバックアップ

を保管することとした。検討にあたっては，札幌からある程度の距離が離れていて，地

震が少なく，海沿いでない地域であること，及び建物の２階以上に保管できる場所が確

保でき，施錠管理されて空調設備が完備されていること等を考慮して，旭川キャンパス

を第２のバックアップデータ保管場所とし，平成24年２月21日から運用を開始した。 
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○ 項目別の状況 

1 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ① 組織運営の改善に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 学長のリーダーシップのもとに全学的なガバナンス体制を確立する。 

② 教育研究の目的の効率的・機動的な達成に向けて，全学一体の教員組織を再構築する。 

③ 大学院に関し，目的とする人材が適切に養成されているかどうかを検証し，併せて社会の状況及びニーズを踏まえて必要な組織の見直しを行う。 

④ 経営協議会の運営を活性化し，真に有用な大学経営に資する。 

⑤ 教職員の能力開発を行う。 

⑥ 男女共同参画を積極的に推進すると共に，教員構成の多様化の推進に向けて環境や条件を整備する。 
 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗 

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【40】 

○ 中長期的な見通しの

もと「財政計画」を策

定し，全学的視点に立

ち，評価を踏まえた効

果的・効率的な予算配

分を実施する。 

 

【40】 

○ 学内予算及び概算要求

等について，次年度の予

算編成に向けて，事務局

及び各キャンパスを対象

とした「財務ヒアリン

グ」を実施し，学長裁量

経費等の政策経費の検

証・見直しを行い戦略的

な予算の確保を図ると共

に，次年度の概算要求や

緊急な補正予算への対応

に結びつける。 

 

○ ヒアリングにおいては，

事務局及び各キャンパスか

ら事前に提出された要求書

等に基づき，必要性や緊急

度等の確認と状況を把握す

る。その際，平成24年度概

算要求方針等の周知徹底を

図る。 

○ ヒアリング後は，その実

施結果に基づき，次年度

「予算編成の基本方針」へ

反映させる。特に，学長裁

量経費等の政策的経費につ

いては，評価を踏まえた戦

略的な予算配分を実施す

る。 

○ 平成23年度の予算執行状

況によっては，要求事項の

前倒しなど効率的な予算の

執行を図る。 

 

Ⅲ 

 

○ 各予算部局から，平成24年度以降の予算執行計画案の提出を求

め，ヒアリング（11月16日～18日）による事業内容等の聞き取り

を行い，必要性や緊急度等の状況を確認した。その中で，設備マ

スタープラン経費においては，平成23年度の予算執行状況を勘案

し，一部，物品設備等要求事項を前倒しで予算（約47,000千円の

追加配分）に反映することとした。また，当該ヒアリングにおい

て，平成25年度のプロジェクト分の概算要求に関し，本学の第２

期中期目標・中期計画との整合性に留意しつつ，中央教育審議会

答申など文部科学省の政策に合致したものにする旨の平成25年度

概算要求方針の周知徹底を図り，プロジェクト採択数の増加に向

けて再考を促した。 

○ 学内予算については，新学部化構想に基づいて平成25年度の新

学部設置に向けて，さらなる施設整備等の充実を図るとする平成

24年度の「予算編成の基本方針」を策定し，岩見沢キャンパスに

新たに体育館を設置することを決定した。（平成24年度分予算措

置額250百万円） 

○ 学長裁量経費による学術研究推進経費（プロジェクト研究）の

採択に当たっては，平成22年度に引き続き，教育現場及び地域等

への研究成果還元の期待度を評価し審査を行った。研究終了後

は，研究成果報告書の提出を求め，著書や学術論文の公表状況等

を確認の上，継続申請の場合においては，翌年度採択の際の評価

に反映させている。また，平成24年度の科学研究費補助金への申

請の有無を平成24年度学内予算編成の際の研究費の傾斜配分に反

 

前田理事

（財務課） 
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映させた。 

○ 東日本大震災・原子力災害からの本格的な復興予算等に係る第

３号補正予算「学校施設の防災対策（国立大学等耐震化等）」に

おいて，速やかに対応し，附属特別支援学校（函館）校舎改修

（369,610千円）の補正予算が採択された。 

【41】 

○ 学長裁量の教員枠を

確保し，戦略的な教育

研究に機動的に配置す

る。 

【41】 

○ 学長裁量の教員枠の活

用方法について，大学運

営の状況を踏まえ検討

し，人事計画を策定す

る。 

 

○ 各キャンパス，センター

等にヒアリングを実施した

上で，特に組織の見直し等

臨時緊急の教員採用計画に

ついて学長裁量の教員枠を

活用し，全学の人事計画を

策定する。 

 

Ⅲ 

 

○ 教員人事計画策定に向けて，各校等から提出された採用人事計

画について，８月上旬に学長と各校担当副学長等で人事ヒアリン

グを実施した。ヒアリングの結果を踏まえ，学長は役員会で採用

人事枠を協議･決定し，全学大学教員人事計画会議及び教育研究

評議会で採用計画を審議の上，採用計画を決定した。 

○ 本学における教員配置数の目安を395名と設定し，運用配置数

を378名として，その差の17名を学長裁量枠としているが，新学

部設置が具体化した場合，実教員配置数が教員配置数の目安の39

5名を超える可能性も考えられるため，今後，教員配置数の目安

となる数の見直しや，運用配置数の見直し，学長裁量枠の存在そ

のものの見直しも視野に入れて検討する可能性がある。 

 

前田理事

（人事課） 

【42】 

○ 教育組織の編制方針

を基本としつつ，効率

的・機動的な視点を踏

まえた「教員配置・採

用方針」を策定し，全

学一体の教員組織を再

構築する。 

【42】 

○ 新学部化構想の一環と

して，「教員配置・採用方

針」の再検討を行う。 

 

○ 「将来計画会議」におい

て，新学部構想を踏まえ，

教員の主たる勤務地とそれ

以外のキャンパスへの協力

体制を構築するなど，学位

の質を保証する教育体制を

整備する観点から，「教員配

置・採用方針」の検討を行

う。 

 

Ⅲ 

 

○ 平成24年３月28日開催の「将来計画会議」において，函館校は

新学部を配置するとともに，教育学部教員養成課程として新たに

専攻を置き，岩見沢校は新学部として「音楽文化」，「美術文化」，

「スポーツ文化」の他に「芸術・スポーツビジネス」に関するコ

ースを置くこととする大枠の方針が定まった。この方針に基づ

き，学部・学科及びコースの目的やカリキュラム等の検討を進め

ていくと同時に，学生教育の質を保証するための「教員配置・採

用方針」について検討を行い，併せて岩見沢校の教養科目と教職

に関する科目に全学が協力すること，教育学部４キャンパス間の

必要な協力を行うことなどの協力体制について検討した。 

 

蛇穴理事

（企画課，

人事課） 

【43】 

○ 各課程について専

攻・コースごとに教育

成果を検証し，必要に

応じて機動的な見直し

を行う。 

【43】 

○ 課程再編（平成18～21

年度）の総括を踏まえ，

新学部化構想をまとめ，

公表する。 

 

○ 「将来計画会議」におい

て，教員養成課程ではこれ

まで以上に学校現場に密着

した教育と研究を先導する

という観点，新課程では地

域人材養成機能の今後の充

実・発展という観点から，

新学部構想をまとめ，学外

へ公表する。 

 

Ⅲ 

 

○ 新学部化構想について，平成23年10月22日（土）に開催した第

18回日本教育大学協会新課程連絡協議会・平成23年度国立大学協

会大学改革シンポジウムにおいて，「新課程の現状と課題につい

て」の中で新学部化構想についての公表を行った。 

○ 「人間地域科学課程」では，学際的な専門性と幅広い教養を身

に付けた人材を地域に輩出し，また，「芸術課程」と「スポーツ

教育課程」では高度な専門性と指導力を持った人材を養成してき

たが，教育学部の中の新課程では，グローバル化した社会や，複

合化した課題を背負う地域で活躍する人材を養成することは難し

くなってきている。将来計画会議では，それらの教員組織を抜本

 

蛇穴理事

（企画課，

教務課） 
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的に見直し，新たな学問体系を構築して，新たな学位のもとに高

い専門性を持った人材を養成することが大学の機能強化に繋がる

ものと判断した。 

それを踏まえて，平成24年３月28日開催の「将来計画会議」及

び29日の「教育研究評議会」において，函館校は新学部を配置す

るとともに，教育学部教員養成課程として新たに専攻を置き，岩

見沢校は新学部として「音楽文化」，「美術文化」，「スポーツ文

化」の他に，「芸術・スポーツビジネス」に関するコースを置く

こととする大枠の方針を定めた。今後，北海道教育大学全体の構

想として改めて公表する。 

【44】 

○ 教員組織の再構築に

合わせて，修士課程や

専門職学位課程の専

攻・専修・コースの在

り方等の検討を行い，

学校現場や社会状況，

あるいは社会のニーズ

等にも照らして，必要

に応じた組織の見直し

を行う。 

【44-1】 

○ 新学部化構想をまとめ

る中で，修士課程と専門

職学位課程の専攻・入学

定員等の見直しについて

検討する。併せて，目的

とする人材が養成されて

いるかどうかの情報収集

を行う。 

 

○ 新学部化構想をまとめて

いく中で，「教員養成並びに

大学院に関するワーキング

グループ」において，修士

課程，専門職学位課程の現

状の課題を整理し，見直し

の必要性について検討す

る。また，目的とする人材

が養成されているかどうか

の情報収集については，指

導教員への調査と22年度修

了生に対して付与した生涯

メールアドレスを用いて調

査し，情報収集を行う。 

 

Ⅲ 

 

○ 新学部化構想をまとめる中で，まず，学部の入学定員や専攻の

見直しについて検討した。 

  その結果，将来計画会議では，教員養成課程の入学定員を増や

すこと，及び札幌校の専攻については一部見直しを行うことを決

めた。一方，専門職学位課程では，徐々に志願者が増えて来てい

る傾向が見られ，修士課程については学部の入学定員を増やす方

向であることから新学部の上に立てる研究科の検討と併せて入学

定員と専攻等の見直しを行うことが適当と判断した。 

  目的とする人材が養成されているかどうかについては，生涯メ

ールアドレスのシステムを用いて大学院修了生に対してアンケー

トを実施した。 

 

蛇穴理事

（企画課，

教務課）  

【44-2】 

○ 新学部化構想を見据え

ながら函館校への専門職

学位課程の設置に向け，

指導体制を検討する。 

 

○ 前年度未実施であった道

南地区の教員へのニーズ調

査を本年度５月-６月に行っ

た。その結果を踏まえて，

今後入学者確保に向けての

広報活動，教育委員会との

連携のあり方について検討

する。 

○ 函館校での新学部構想を

見据えながら，専門職学位

課程の設置に向けて，コー

ス，カリキュラム，授業の

方法，担当教員の配置等に

 

Ⅲ 

 

○ 函館地区の教員へのニーズ調査を平成23年５月に実施した結

果，「教職大学院に行ってみたい」，「（函館校に設置した場合）興

味がある」の回答が共に約５割であった。これらの調査結果に基

づき，教職大学院と函館校に検討委員会を設置し，検討していく

予定であったが，新学部化構想の方針変更に伴い，改めて議論す

ることとした。 

 

城後理事

（教職大学

院） 
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ついて，教職大学院と函館

校で検討委員会を設置して

検討する。 

【45】 

○ 連合大学院への参

画，共同大学院の可能

性等の検討を行い，博

士課程の設置を目指

す。 

【45】 

○ 博士課程の設置形態に

関わる調査を継続し，Ed.

D型博士課程の教育・研究

内容等，具体的な将来像

をまとめる。 

 

○ 連合大学院及び共同実施

制度について，昨年度の調

査でわかった課題を踏まえ，

「教員養成並びに大学院に

関するワーキンググルー

プ」で継続して調査を行

う。それを踏まえ，「将来計

画会議」において，Ed.D型

博士課程の教育・研究内容

等の議論を進め，博士課程

設置に向けた将来像をまと

める。  

 

Ⅲ 

 

 

○ 「教員養成並びに大学院に関するワーキンググループ」におい

て，博士課程の設置により養成する人材像として，①教員養成学

部を担う教員，②教育行政を担う者，③学校経営者，④優れた指

導力・実践力を備えた”スーパーティーチャー”が考えられるこ

と，及びその需要について検討し，Ed.D型の博士課程とする方向

性と複数大学との連携により設置していくことの方向性について

確認した。設置形態については，具体的に連携が想定される大学

との間で，検討を進めていくこととした。 

 

蛇穴理事

（企画課） 

【46】 

○ 経営協議会外部委員

の意見を汲み取る工夫

をし，活性化に資す

る。 

【46-1】 

○ 経営協議会外部委員の

意見を汲み取る工夫をす

ると共に，その意見を役

員会及び教育研究評議会

において報告・検討し，

対応状況を経営協議会に

報告する。 

 

○ 前年度に引き続き経営協

議会に協議題や報告事項と

は別に大学運営上の問題や

課題等を懇談事項として設

定し意見交換を行い，出さ

れた意見を役員会及び教育

研究評議会において報告・

検討し，その対応状況を経

営協議会に報告する。ま

た，経営協議会委員と各副

学長との懇談会を開催し，

各キャンパスが抱える課題

等について，意見交換を行

う。 

 

Ⅲ 

 

○ 平成22年度に引き続き，経営協議会において，協議題等とは別

に大学運営上の問題や課題等を懇談事項として設定し，意見交換

を行った。 

○ 平成22年度に開催した経営協議会での学外委員からの意見等の

対応状況を，平成23年度第１回の経営協議会で報告した。 

  平成23年度開催分については，３月開催の経営協議会終了後に

意見の取りまとめを行い，役員会・教育研究評議会で対応状況の

報告・検討を行い，平成24年６月開催予定の経営協議会で対応状

況を報告する予定である。 

○ 学外委員の意見などを各キャンパスに反映できるよう，必要に

応じて，各校担当副学長が会議に陪席することとした。 

また，経営協議会委員と各校担当副学長との懇談会を８月に開

催し，各キャンパスが抱える課題等について意見交換を行った。 

 

前田理事

（総務課） 

【46-2】 

○ 経営協議会外部委員か

らの意見を大学ホームペ

ージ及び大学広報誌によ

り学内外に公表する。 

 

○ 経営協議会議事要旨を公

式ホームページ及び大学広

報誌（hue News）により学

内外に公表する。 

 

Ⅲ 

 

○ 経営協議会の議事要旨を大学広報誌(hue NEWS)に公表し，経営

協議会学外委員の意見を教職員に周知するとともに，大学経営に

対する教職員の意識喚起を図った。 

○ 経営協議会の議事要旨を大学ホームページで公開し，経営協議

会学外委員の意見を活かす大学経営について，広く理解を促進し

た。 

 

【47】 【47-1】     
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○ ＦＤ・ＳＤを効果的

に実施するためのアク

ションプランを策定

し，組織的に能力開発

に取り組む。 

○ ＦＤアクションプラン

に沿って全学的なＦＤ活

動を展開すると共に，Ｆ

Ｄアクションプランを検

証する。 

○ ＦＤアクションプランに

沿って，シラバスの充実な

どの活動を引き続き行う。 

○ AP-2.1に関わり，カリキ

ュラム・ポリシー説明会を

各校と協力して開催する。

（6,7月） 

○ AP-2.1に関わり，８月19

日開催の「学士力」フォー

ラムをＦＤ活動と位置付

け，教員に参加を呼びかけ

る。 

○ AP-2.2に関わり，大学教

育開発センター主催の，シ

ラバス作成ワークショップ

を各校で開催する。（8,9

月） 

○ AP-2.3に関わり，全学で

共通の目標を掲げる科目

（群）に関し，情報交換会

議を開催する。（２月）共通

教材の作成を検討する，（６

月～２月） 

○ AP-2.4に関わり，個々の

教員の自発的授業改善に資

するため，「授業評価アンケ

ート結果」及び「授業評価

アンケート結果を受けた取

り組み」のデータの公表を

検討する。（２月）授業評価

アンケートの結果を授業改

善に結びつけると同時に，

改善の結果を検証する仕組

みを検討する。（６月～２

月） 

○ AP-2.3～2.5に関わり，自

主的なＦＤ活動として「授

業評価アンケート結果への

組織的対応」や「成績分布

Ⅲ ○ 全学的なＦＤ活動を，昨年度に引き続き，「学士力プロジェク

ト」と連携し平成22年度に策定したアクションプランに基づき，

シラバスワークショップや，「教育実績に対する自己評価」の

「授業評価アンケート結果を受けた取り組み」等を実施した。 

○ アクションプランは毎年定期的に見直しを行うとしていること

から，平成23年度の実施状況を踏まえ検証を行い，アクションプ

ランの内容を充実させ，より効果的なＦＤ活動を展開するために

ＦＤアクションプラン2011-2015（2012版）を策定した。 

教育改革

室・前田理

事（人事

課） 
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分析」などを例示し，開催

を呼びかける。（10月～３

月）。 

○ AP-2.6に関わり，移動式

双方向遠隔授業システムを

活用した，全学的な公開授

業と討論を，教育の質の保

証の観点から行う。（１月） 

○ AP-2.9に関わり，各校独

自のＦＤ活動や自主的ＦＤ

活動を充実し，活動成果の

共有と蓄積のために，報告

書を作成する。（３月） 

○ AP-4に関わり，ＦＤアク

ションプランを検証し，見

直しを行う。（３月） 

【47-2】 

○ 本学独自のＳＤ研修を

引き続き実施すると共

に，ＳＤアクションプラ

ンに基づき新規の研修を

実施する。 

 

○ 本学独自のＳＤ研修を昨

年度の内容を踏まえ実施す

るとともに，昨年度ＳＤア

クションプランとして策定

した「北海道教育大学事務

系職員人事・業務改善等指

針2011」に基づき，採用か

ら３年未満の職員を対象と

した研修を新たに実施す

る。 

 

Ⅲ 

 

○ 昨年度策定した「北海道教育大学事務系職員人事・業務改善等

指針2011」に基づき，当初３年未満の職員を参加対象としていた

のを５年未満の職員に対象を拡大し，フォローアップ研修を実施

した。（平成23年11月，受講者26人） 

内容は接遇研修，仕事の進め方研修とし，職員同士のグループ

ワークやロールプレイで進められ，これまでの業務経験，業務の

進め方，職場内のコミュニケーションの在り方を振り返り，｢北

海道教育大学事務系職員人事･業務改善指針2011｣に基づいた業務

改善を意識づけるものとなった。なお，接遇研修に関しては研修

受講対象以外の職員の参加も可能とし，11人が参加した。 

○ ｢これからの大学経営と大学職員の在り方｣をテーマに外部講師

を招き，全職員を対象にしたＳＤ講演会を開催した。（平成23年1

1月テレビ会議システム利用，参加者126人） 

○ 本学におけるＳＤ推進を目的として，ＳＤ推進会議要項を制定

し，それに基づき事務局長を議長とし，全学事務職員15人から成

るＳＤ推進会議を設置した。平成24年３月に第１回会議を開催

し，事務職員英語力向上プロジェクトの概要（案）について検討

を行った。 

○ 職員の英語によるコミュニケーション能力の向上を目的とし

て， TOIEC-IP試験を希望した職員（23人）に無料で受験させ

た。 

 

【48】 【48】     
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○ 人事評価システムに

ついて，検討課題を実

証的に確認し，給与に

反映させるシステムと

して充実させる。 

○ 人事評価システムを点

検し，必要な見直しを行

い，評価を実施する。 

○ 評価項目の入力漏れ防止

等，人事評価システムに起

因する課題を改善し，評価

システムの充実を図る。 

Ⅲ ○ 人事評価システムに起因する課題の一つとして，入力者の入力

漏れ，入力終了時における確認漏れが挙げらていたため，それら

の防止のために未入力箇所については注意を促す画面表示となる

ようシステム改修を行った。 

  また，人事評価システムとは別のシステム(社会貢献に関する

自己評価)が人事評価システムに影響を及ぼすことがあったた

め，その影響を排除するため，データベースの管理方法について

システム改修を行った。 

蛇穴理事

（人事課） 

【49】 

○ 国立大学協会が掲げ

る女性教員の割合２

０％を目指し，女性教

員を着実に増加させる

ことにより，男女共同

参画を推進する。 

【49】 

○ 本学における女性教員

採用促進のためのポジテ

ィブ・アクション原案を

策定する。 

 

○ 昨年度実施した『女性教

員採用促進のためのポジテ

ィブ・アクション導入に関

する調査』対象大学のうち

の数大学に対し，実地調査

を行う。 

○ 昨年度得られた課題及び

実地調査で得られた知見を

もとに，ポジティブ・アク

ション原案を策定する。 

 

Ⅲ 

 

○ ポジティブ・アクション原案策定に向け，平成22年度実施した

「女性教員採用促進のためのポジティブ・アクション導入に関す

る調査」（書面調査）対象大学のうち，特に参考になると考えら

れた２大学（熊本大学，長崎大学）へ平成23年６月に実地調査を

行った。 

○ ２大学の調査結果をもとに，男女共同参画ワーキング・グルー

プにおいて作成したポジティブ・アクションの原案（素案）を，

男女共同参画推進会議において検討を行った結果，女性教員の採

用組織に対するインセンティブの付与，女性研究者個人に対する

研究者支援の重要性が確認されたため，これらを踏まえ，ポジテ

ィブ・アクション原案としてとりまとめた。 

 

前田理事

（人事課） 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ② 事務等の効率化・合理化に関する目標 
 

中
期
目
標 

業務内容の見直しにより，合理化・効率化を行う。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【50】 

○ 事務処理の見直しに

関する基本方針を策

定し，合理化・効率

化を推進する。 

【50】 

○ 「北海道教育大学事務

系職員人事・業務改善等

について（指針）」に基

づき，業務の合理化・効

率化の観点から各課のグ

ループ編成を機動的に見

直す。 

 

○ 平成23年３月に制定した

「北海道教育大学事務系職

員人事・業務改善等指針201

1」に基づき，各部局におい

て，業務の合理化・効率化

について検討するととも

に，グループ編成等につい

ても適宜検討・見直しを行

う。 

 

Ⅲ 

 

○ 事務組織における職名とグループ制の運用について，①学内外

から分かりやすい職名にすること，②グループ制の趣旨を徹底す

ることの２点について検討し，事務局連絡会において，事務組織

の職名変更に係る改正案について了承を得るとともにグループ制

の趣旨，留意事項の徹底を図った。 

○ 国際的な業務の増加や今後の国際化を積極的に推進していくた

め，新たに｢国際課｣を設置し，国際的な事務処理を一元的に掌握

できるよう体制の合理化・効率化を図ることとした。 

○ 平成23年４月から全学統合グループウェア｢hue-IT｣を導入し，

情報伝達の効率化やスケジュール管理等，業務の合理化･効率化

を図った。 

○ 教職員からhue-IT改善のための意見を聴取し，集約した意見を

整理し対応方針を教職員に提示し，対応可能なものから改善を行

った。また，意見のうち，事務による検討を要するものについて

は，事務情報化推進会議に電子事務局プロジェクトチームを設置

し，hue-IT内の電子事務局の運営方針及びコンテンツ構成につい

て検討を行い，利便性を考慮した構成とするため，カテゴリーを

改善した。     

 

前 田 理 事

（総務課） 

【51】 

○ 学長直轄の監査室に

よる計画的な業務及

び会計に関する監査

を実施する。 

【51】 

○ 内部監査組織の運営方

針や監査方法等の在り方

を検証するため，中長期

的監査計画を策定する。 

 

○ 監査の基本方針，監査テ

ーマ及び監査スケジュール

等を掲げた中長期監査計画

を策定し，学長の承認を得

る。 

 

Ⅲ 

 

○ 監査の基本方針，監査視点（観点）及び監査対象事項等を掲げ

た中長期監査計画を策定した。これまでは，規則等で定めていな

い監査の視点（観点）などについての基準がなかったため，これ

をベースに平成24年度の監査を実施していくとともに，内部監査

組織の運営方針や監査方法等の在り方を検証し中期計画達成のた

めPDCAサイクルを含めて実施する目標ともなった。 

 

監査室 
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(1) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等  

  １．特記事項 

● 複数学部化構想 

 複数学部化構想においては、「我が国の高等教育の将来像」（H17.1.28）と「国立大学の

機能強化―国民への約束―」（H23.6）を踏まえ、本学の「個性・特色の明確化」並びに

「大学の機能強化」という点に留意して組織改革に取り組んだ。 

 そのために、本学が地域に根ざした大学であることを確認し、その上で、社会や地域か

ら求められている人材を養成するために、大学憲章に掲げる教育理念に「国際感覚の涵

養」と「新しい文化の創造」を加え、「地域人材養成を通じて地域を活性化していく大学」

という姿勢（個性・特色）を明確に打ち出した。 

 それと同時に、「地域人材養成」を具体に担う教育研究組織として、これまでの教育学部

「新課程」ではなく、「国際地域学部（仮称）」と「芸術・スポーツ文化学部（仮称）」とい

う、独立した教育研究組織を設置することで大学の機能強化を図るべく、教育研究組織の

抜本的見直しを行った。 

これにより本学は３学部体制となるが、従来の「全学大学教員人事計画会議による、全

学一体で行う人事」及び「学長裁量枠人事」のしくみを維持することとし、教育研究上の

目的を効率的・機動的に達成することができるようにした。 

 

● ガバナンス組織の機能・役割の明確化 

平成22年度に実施した自己評価「大学運営」において，ガバナンス強化，責任体制の明

確化の観点から，運営体制見直しの必要性が指摘された。さらに加えて，本学を取り巻く

社会的政策課題に迅速かつ適切に対応しつつ，併せて第２期中期目標の達成を強力に推進

するためには，ガバナンス組織の機能強化を図ることは必至である。このようなことから

本学では，平成23年８月の学長再任に合わせ管理運営組織の見直しを図ったものである。 

① 具体的には，副理事を廃止し，学長が命じる特別な事項について全学的観点から学

長を補佐することを目的に，新たに「特命担当副学長」３人を配置し，附属学校，国

際交流などの本学が抱える喫緊の課題や第１期から引き続く評価意識の醸成，評価手

法の合理化・効率化，評価体制の強化に向けた取組を集中的・戦略的に担うこととし

た。 

② また，大学執行部経験者に，学長の大学運営における特定の業務遂行に対してその

知見や経験を活かした助言を求めることを目的として，「学長特別補佐」の名称を付与

し，学長の施策決定の一助となるよう配置した。 

③ 大学の経営・教育研究・学生に関する情報をステークホルダー（学生・保護者，卒

業生，教職員，教育関係者など）に積極的に開示するため，メールマガジンの発行，

保護者に向けた広報として学園情報誌を年２回送付，卒業生へのメールアドレス生涯

付与，ホームページの充実，札幌駅前サテライト（hue pocket）を活用した広報を行

った。 

 
 

● 業務の合理化・効率化 

 平成23年４月から全学統合グループウェア｢hue-IT｣を導入し，情報伝達の効率化やスケ

ジュール管理等，業務の合理化･効率化を図った。さらに，教職員からグループウェア改善

のための意見を聴取し，利便性を考慮した構成とするため，カテゴリーを改善した。ま

た，事務情報化推進会議に設置した電子事務局プロジェクトチームにより，hue-IT内の電

子事務局の運営方針及びコンテンツ構成について検討した。  

 

● 事務等の組織 

① 国際化関係の業務は，これまで事務組織に「学務部国際交流・協力室」を置き教務

課長が室長を兼任していたが，当該業務の増加や今後の国際化を積極的に推進してい

くため，平成24年度から「学務部国際課」に組織換えし専任の課長を置き，国際化に

向けての更なる機能強化を図ることとした。 

② 事務局連絡会において，事務組織における職名とグループ制の運用について検討を

行い，事務職員の職名を学内外に対してわかりやすいものに変更し，併せて，職の役

割を明確化するために，事務局組織規則の職務内容を改正した。また，グループ制の
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趣旨，留意事項の徹底を図った。 

 

● ＳＤ活動の推進 

① 本学におけるＳＤ推進を目的として，ＳＤ推進会議要項を制定し，それに基づき事

務局長を議長とし，全学事務職員15人から成るＳＤ推進会議を設置した。平成24年３

月に第１回会議を開催し，事務職員英語力向上プロジェクトの概要（案）について検

討を行った。 

② 「北海道教育大学事務系職員人事・業務改善等指針2011」に基づき，採用から５年

未満の職員を対象にフォローアップ研修を実施した。（平成23年11月，受講者26人）内

容は接遇研修，仕事の進め方研修とし，職員同士のグループワークやロールプレイで

進められ，これまでの業務経験，業務の進め方，職場内のコミュニケーションの在り

方を振り返り，｢北海道教育大学事務系職員人事･業務改善指針2011｣に基づいた業務改

善を意識づけるものとなった。なお，接遇研修に関しては研修受講対象以外の職員の

参加も可能とし，11人が参加した。 

  ｢これからの大学経営と大学職員の在り方｣をテーマに外部講師を招き，全職員を対

象にしたＳＤ講演会を開催した。（平成23年11月テレビ会議システム利用，参加者126

人） 

職員の英語によるコミュニケーション能力の向上を目的として， TOIEC-IP試験を希

望した職員（23人）に無料で受験させた。 
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  ２．「共通の観点」に係る取組状況 

（業務運営の改善及び効率化の観点） 

◆ 戦略的・効率的な資源配分，業務運営の効率化を図っているか。 

● 戦略的・効果的な資源配分が行われているか。 

○経費配分の状況 

学長のリーダーシップのもと，戦略的運営を行うべく「教育研究等重点・政策経

費」を予算化し，学長裁量経費による重点的な予算配分や，中期目標・中期計画に基

づく事業実施経費及び大学運営改善のための政策経費を確保している。学長のアクシ

ョンプランとして「常に学生を中心とした（Students-first）大学」の実現に向けた

取組として平成22年度と同様に，学長裁量経費で「本学独自の授業料免除」100名分の

財源を確保した。 

  平成23年度においては，次の事項を重点政策課題として対策を講じた。 

①  経済的理由から修学困難な学生を支援するための本学独自の授業料免除制度（学

長裁量経費） 

②  老朽化した附属函館中学校給水管取替工事（２カ年計画の２年目）を行い，旭川

校・釧路校ボイラー煙突改修工事を行い，教育環境整備を図った。（施設改修・営繕

経費） 

③ 大学及び附属学校（園）の教育研究環境整備として，教育用設備更新等を行った。

（設備マスタープラン経費） 

 

○人的資源の配分状況 

本学における専任教員の総枠395人のうち，各キャンパス・センター毎の配置予定数

とは別に，17人程度を学長裁量の教員枠として確保し，柔軟で戦略的な教員配置を可

能にした。 

 

● 業務運営の効率化を図っているか。 

 ① 平成23年４月の全学統合グループウエア「hue-IT」の導入により，情報伝達の効

率化や日程管理等，業務の合理化・効率化を図るとともに，システム活用のための

意見を募り，業務の効率化に一層取り組む。また，事務情報化推進会議に電子事務

局プロジェクトチームを編成し，電子事務局の運用方針及びコンテンツ構成につい

て検討を行っている。 

 ② 平成23年７月開催の事務局連絡会において，事務組織における職名とグループ制

の運用について検討を行った。平成24年１月開催の同会議において，事務組織の職

名変更に係る改正案について了承を得るとともにグループ制の趣旨，留意事項の徹

底を図った。 

 

◆ 外部有識者の積極的活用や監査機能の充実が図られているか。 

● 外部有識者の積極的活用を行っているか。 

① 平成23年度第１回経営協議会において，平成22年度開催の経営協議会での学外委

員からの意見及び役員会での監事からの意見等に係る対応状況について報告した。 

② 平成23年度第５回経営協議会に協議題や報告事項とは別に大学運営上の問題や課

題等を懇談事項として設定し，意見交換を行った。平成23年度経営協議会で出され

た学外委員からの意見等については，３月開催の経営協議会終了後に取り纏め，役

員会及び教育研究評議会において報告・検討し，その対応状況について平成24年度

第１回経営協議会に報告する。 

③ 経営協議会における学外委員の意見等をより各キャンパスに反映できるよう，必

要に応じて，各校担当副学長が会議に陪席することとした。 

   また，経営協議会委員と各校担当副学長との懇談会を開催し，各担当に係る課題

等について情報交換を行なった。 

 

● 監査機能の充実が図られているか。 

内部監査の組織として監査室が設置されており，年次監査計画に基づいて内部監査を

実施し，監査報告書は平成24年７月に学長に報告する予定である。 

 平成22年度の監事監査結果については，監事から学長に報告（平成23年7月5日監事監

査報告書）するとともに，毎年その結果について学長から運営会議（平成23年7月27日第

８回運営会議報告事項11）及び教育研究評議会（平成23年7月28日第５回教育研究評議会

報告事項７）に報告されている，更に平成23年度から経営協議会に対して学長から監査

結果の報告を行った（平成23年10月17日第三回経営協議会報告事項９）。また，監事にあ

っては役員会，役員連絡会及び経営協議会にオブザーバーとして出席し，その都度意見

を申し述べることができる。平成23年度においては，過去に監事監査で指摘した下記の

事項について改善がなされるなど大学の運営に反映されている。 

① 国立大学法人北海道教育大学教員人事規則の改正 

② 附属学校徴収金取り扱いマニュアルの作成（平成22年度指摘事項の改善） 

③ 建設工事設計変更要領の制定（平成22年度指摘事項の改善） 

④ 東日本大震災を受けての重要データのバックアップ冗長化（平成23年度ヒヤリング

事項に関する取り組み） 

⑤ 危機管理基本方針及び危機管理ガイドラインの制定（平成20年度指摘事項の改善） 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善に関する目標 

 ① 外部研究資金，寄付金その他の自己収入の増加に関する目標 
 

中
期
目
標 

外部研究資金その他の自己収入を増加させるために組織的な取組を行う。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【52】 

○ 科学研究費補助金の

申請率100％を目指し，

採択件数を増加させる

と共に，GP，受託・共

同研究，公募型助成金

等外部資金の増加に向

けて取り組む。 

 

【52】 

○ 科学研究費補助金への

申請率向上のため，研究

支援コーディネーターに

よる支援を充実させると

共に，受託研究や共同研

究等の外部資金受け入れ

の増加に向けた具体的施

策に取り組む。 

 

○ 科研費調書サンプル集

（仮称）の作成や学内グル

ープウェア「hue-IT」のコ

ンテンツ充実，更に教員へ

の個別面談を通じて教員の

外部資金申請書（科研費調

書含む）作成を支援する。

また，本学ホームページ

（「学術研究・GP」ページ）

を見直し，受託研究や共同

研究に関係する外部機関向

けの情報を充実させる。 

 

Ⅲ 

 

○ 「研究計画調書集」・「科研費ガイドブック」・全学統合グルー

プウェア「hue-IT」等を使用した新しい研究支援，科研費説明会

や教員面談などの継続的な研究支援を実施し，平成24年度科研費

の申請率が58.9%に（対前年度比 5.2％増）及び平成23年度科研

費の採択金額が146,263千円（対前年度比 19,476千円増）に向上

した。科研費以外の外部資金については，相談のあった教員個別

に対応した。 

 

 

学術研究推

進室 

【53】 

○ 「北海道教育大学教

育支援基金」（平成１８

年から平成２３年まで

の５年計画で１億円を

目標）の募金活動を，

同窓会及び商工会議所

等の支援を受けて継続

して行う。平成２４年

度以降は基金の在り方

を含めて抜本的な見直

しを図る。 

【53】 

○ 教職員，及び同窓会や

商工会議所への募金活動

に継続的に取り組むと共

に，これまでの基金の運

営について総括し，平成2

4年度以降の基金の在り方

の方針を策定する。 

 

○ 同窓会や商工会議所への

募金活動，昨年度から実施

している教職員への毎月の

給与からの引き落としによ

る募金の依頼を継続して行

う。５年間継続してきた基

金の運営について総括し，

平成24年度以降の基金の在

り方について検討しその方

針を策定する。 

 

Ⅲ 

 

○ 10月末に本学の教職員全員に募金の依頼文書を発送し，３月末

日時点で46件の申込があり，また，２月上旬に，平成23年度末で

定年退職する教職員に改めて文書で依頼したところ，３月末日時

点で８件の申込があった。これらを含め，平成23年度中の教職員

からの寄附受入額計は，2,048,000円となった。 

○ 釧路商工会議所と旭川商工会議所への募金活動を行った結果，

３月末日時点で44社の企業から寄附を受けることができ，平成23

年度中の企業からの寄附受入額計は，2,200,000円となった。 

○ 同窓会から３月末日時点で，３件の寄附があり，平成23年度中

の同窓会からの寄附受入計は，5,412,000円となった。 

○ 平成23年度における寄附受入総額は，9,902,000円となる。 

○ 教育支援基金設立時の平成18年12月から平成23年度末までの寄

 

眞 田 理 事

（総務課） 
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附受入総額は，69,953,000円となっている。 

○ 第２回募金事業推進委員会（平成24年２月）において，奨学金

受給者へのアンケート調査結果等をもとに総括を行った。震災等

の厳しい社会情勢の影響もあり，受入寄附額が目標額である１億

円には届かなかったものの，定期的な協力依頼，毎月給与からの

継続的な寄附方法の導入等の努力が実り，学内教職員等からの寄

附は目標額（1,000万円）を大幅に超える1,890万円の寄附を受け

ることができた。また，同窓会からは2,500万円という非常に多

額の寄附をいただくことができた。これらの寄附金をもとに，平

成19年から平成23年まで継続的に奨学金を支給し，学生の意欲を

喚起する環境づくりに寄与することができ，教育支援基金設立時

の目的をおおむね達成することができた。 

  平成24年度以降においても，学生自身の自発的で積極的な学習

への取組を支援する事業を継続することとし，引き続き教職員及

び一般企業等への募金活動を行うとともに，寄附者への特典を工

夫し，より学生のニーズに対応できるように，奨学金支給時期等

の見直しをすることとしている。また，経済状況等に応じて随

時，事業内容について検討していくこととしている。 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善に関する目標 

 ② 経費の抑制に関する目標  
 

中
期
目
標 

（１）人件費の削減 

  「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第 47号）に基づき，平成 18年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減

を行う。更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成 23 年度まで継続す

る。 

（２）人件費以外の経費の削減 

  管理的経費を削減する。 
 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【54】 

○ 「簡素で効率的な政

府を実現するための行

政改革の推進に関する

法律」（平成18年法律第

47号）に基づき，国家

公務員に準じた人件費

改革に取り組み，平成

18年度からの５年間に

おいて，△５％以上の

人件費削減を行う。更

に，「経済財政運営と構

造改革に関する基本方

針2006」（平成18年７月

７日閣議決定）に基づ

き，国家公務員の改革

を踏まえ，人件費改革

を平成23年度まで継続

する。 

【54】 

○ 平成17年度人件費予算

相当額を基礎として，平

成22年度までの削減額と

合わせ，６％以上を削減

する。 

 

○ 大学教員について，平成

17年（キャンパス再編計画

時）に決定された再編後の

配置教員数415人を見直し，

395人程度を上限として管理

する。 

 

Ⅲ 

 

○ 人件費の８割近くを占める教員人件費について，平成23年10月

現在，大学教員は現員379人，年度内退職等予定人員18人であ

り，34人が採用可能であるところ，平成24年４月１日向け採用計

画を20人に抑制し人事を進めた。なお，選考の結果，さらに９人

少ない11人が採用された。 

  この結果，平成23年度における人件費は平成17年度人件費相当

額から約15.16％減少した。 

 

前 田 理 事

（人事課，

財務課） 

【55】 

○ 管理的経費に関し不

断の見直しを行い，経

費の削減を実現する。 

【55】 

○ 平成22年度に実施した

管理的経費の分析結果を

踏まえ，管理的経費のう

ち，支出金額の多い，消

耗品費（図書費，コピー

 

○ 図書費について，継続図

書等の見直しを行い，経費

の削減を図る。 

 コピー用紙について，両面

コピー，ミスコピー用紙の

 

Ⅲ 

 

○ 図書費については，契約担当部署から各部署に対し，平成23年

度の新聞･雑誌･追録類の継続購入の見直しを依頼し，使用頻度の

低い雑誌，追録や新聞等の継続購入をとりやめ，約72万円の削減

を行った。次年度に向けた見直しについて，改めて照会を行い，

中止が見込まれる図書等の削減を行う予定である。 

 

前 田 理 事

（財務課） 
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用紙等）・複写機使用料

に重点を置いて，削減す

る。 

再利用（裏面コピー）を推

進し，削減を図る。 

○ 全学統合グループウェア

「hue-IT」を活用した，大

学運営における情報の共有

化・情報伝達の効率化によ

るペーパーレス化を推進す

るための周知を図る。 

 また，コピー用紙については，両面コピー，ミスコピー用紙の再

利用（裏面コピー）等の推進により，前年度比，使用枚数（△約

60万枚）4.87％の減となった。平成22年度から実施している北海

道地区11機関による共同調達を実施しているコピー用紙の単価に

ついても前年度比（平均）12.99％減により約109万円の削減とな

った。 

○ 全学統合グループウェア「hue-IT」を活用した大学運営におけ

る情報伝達の効率化によるペーパーレス化の推進として，平成23

年９月からは，給与明細を紙媒体からWebへ移行し，完全実施に

向け運営会議，事務局連絡会を通じ協力依頼を行った。給与明細

のWeb化により印刷を不要とする職員は３月現在，全体の77％を

占め，Webによる用紙代は１ケ月当り９千円（年間ベース約11万

円）の削減となった。 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善に関する目標 

 ③ 資産の運用管理の改善に関する目標  
 

中
期
目
標 

大学の資産を有効活用する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【56】 
○ 施設・設備の使用状
況を点検・評価し，必
要かつ計画的な整備を
実施して資産を有効活
用する。 

【56-1】 
○ 「施設維持管理マニュ

アル」による施設等の点
検結果を踏まえ修繕を計
画的に実施する。 

 
○ 「施設維持管理マニュア
ル」による春期・秋期点検
を実施し，要修理箇所の集
計や優先度を考慮し，予防
保全を行う。また営繕事業
要求等の事業・項目につい
ても，経過年数，安全性・
影響度を客観的に判断して
修繕・改修中期計画のフォ
ローアップを行う。 

 
Ⅲ 

 
○ 「施設維持管理マニュアル」に基づいて平成23年度春･秋期点
検を実施して，点検結果及び各校からの営繕事業要求等を集計し
た後，現場調査を行い，経過年数，安全性・影響度を客観的に判
断して修繕・改修中期計画をフォローアップした。 
平成23年度は，旭川校ボイラー室煙道等改修機械設備工事，旭

川校教育科学棟給水管改修工事，岩見沢校構内外灯更新工事，函
館５号館屋外階段改修工事，釧路校研究棟C給水管改修工事を行
った。 

 

 
前 田 理 事
（経理課，
施設課） 

【56-2】 
○ 平成22年度の調査結果

を踏まえ，備品の有効活
用を促進する指針を策定
する。 

 
○ 教職員を対象としたアン
ケートの分析結果を踏ま
え，共同利用に供する物品
の洗い出しや見直しを行
う。その上で，共用物品の
管理保管方法や利用手続き
の具体的方策について検討
し，指針を策定する。 

 
Ⅲ 

 
○ 教職員を対象としたアンケート分析結果から，教職員が共用を
望む物品は，授業や演習の際に使用する物品が多かった。結果を
踏まえ，各キャンパスで現在運用中の授業用貸出物品と種類・数
量，利用状況ならびに授業用貸出物品の充実や要望について調査
したところ，新規に購入が必要な物品，経年劣化により更新が必
要な物品が洗い出され，各校の実態に則した効率的な方法につい
て検討後，今後の指針として平成24年３月に｢物品の共同利用に
関する指針｣を定め，各キャンパスへ通知した。。 
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(2) 財務内容の改善に関する特記事項等  

  １．特記事項 

● 教育改革推進事業の展開 

教育及び学生の課外活動充実を図るため，岩見沢校における体育研究施設新営等及び函

館校におけるマルチメディア国際語学センター整備を目的とした教育改革推進事業を実施

することとした。事業実施期間は，平成23年度から平成25年度の３ヶ年とし，総事業費は

９億円を計画している。 

事業経費は，運営費交付金について業務達成基準を適用し，予算の戦略的執行に努め

た。 

 

● 科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）申請率の上昇に伴う間接経費の増加 

平成22年度から配置した研究支援コーディネーターにより，教員面談や平成22年度作成

の「科研費ガイドブック」を活用した科研費説明会を開催するなどの研究支援を継続して

実施するとともに，平成23年度は，採択実績のある教員の研究計画調書を新たに「研究計

画調書集」としてとりまとめ，調書作成ノウハウに重点をおき説明会で解説を行った。 

また，全学統合グループウェア｢hue-IT｣で「研究計画調書集」・「科研費ガイドブック」を

公開し，説明会に参加しなかった教員に対しても科研費申請に向けて積極的な研究支援を

行った。 

これらの取り組みにより，平成24年度科研費の申請率（平成23年11月を算定基礎とす

る）が58.9%（対前年度比 5.2％増），平成23年度科研費の採択金額（平成24年３月実績）

が146,263千円（対前年度比 19,476千円増）に向上した。 

科研費の申請・採択状況 

科研費年度 申請件数 申請率 採択件数 採択率 
採択金額 

（新規・継続含
む） 

平成23年度 155件 53.7％ 84 17.4％ 146,263千円 

平成24年度 165件 58.9％ 98 22.4％ 143,460千円 

 

● 自己収入の増加 

学生寮，職員宿舎の改修を行ったことにより居住空間が改善され，入居者が増加したこ

とに伴い，財産貸付料収入が増加した。 

 

● 資金運用 

① 平成18年度より国際交流基金を財源に購入した「10年利付国債」の運用益430万円/

年を，教育研究の充実や学生支援等に充てている。 

② 平成21年度より余裕金を財源とし，北海道地区７国立大学法人による資金の共同運

用（Ｊファンド）を実施している。平成23年度は約22万円の運用益を計上し，その運

用益を授業料免除の一部に充てることにより学生支援を行った。 

 

● 経費の抑制 

○管理的経費の削減 

① 全学統合グループウェア「hue-IT」を活用した大学運営における情報伝達の効率

化により，平成23年９月から給与明細を紙媒体からWebへ移行し，ペーパーレス化を

推進した。併せて，電気，水道，ガスの使用料金（使用量）を毎月hue-ITに掲載

し，教職員に対して経費削減を働きかけた。 

② 図書費については，契約担当部署から各部署に対し，平成23年度の新聞･雑誌･追

録類の継続購入の見直しを依頼し，使用頻度の低い雑誌，追録や新聞等の継続購入

をとりやめ，約72万円の削減を行った。 

 

 ○人件費の削減 

教員の後任採用の抑制，事務系職員の採用の抑制を行った結果，平成23年度における

人件費は，平成17年度人件費予算相当額から約15.16％減少した。 
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２．「共通の観点」に係る取組状況 

（財務内容の改善の観点） 

◆ 財務内容の改善・充実が図られているか。 

● 資金運用 

① 平成18年度より国際交流基金を財源に購入した「10年利付国債」の運用益430万円

/年を教育研究の充実や学生支援等に充てている。 

② 平成２１年度より余裕金を財源とし，北海道地区７国立大学法人による資金の共

同運用（Ｊファンド）を実施している。平成23年度は約22万円の運用益を計上し，

その運用益を授業料免除の一部に充てることにより学生支援を行った。 

 

● 財務分析 

財務諸表の承認後，本学の決算概要や決算の傾向等を掲載した財務レポートを作成

している。役員会，経営協議会等で配付をし大学運営の改善に活用している。 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

① 評価の充実に関する目標 
 

中
期
目
標 

評価の定着を図り，評価活動を大学運営に有用なものとするシステムを実現する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【57】 

○ 評価体制の整備を行

い，評価に関する広報

を充実させ，評価を大

学諸活動と一体的で必

然的な活動として実現

する。 

【57】 

○ 大学構成員の評価の理

解と意識向上を図るため，

「評価広報（仮題）」を定

期的に発行するなど，広

報活動を行う。 

 

○ 評価室報を創刊するとと

もに，発行のサイクル・内

容等についてさらに検討

し，発行体制を確立する。 

○ 教職員を対象とした，評

価に関する講演会の開催に

ついて検討する。 

 

Ⅲ 

 

○ 大学評価に対する大学構成員の理解と意識向上を図るため，

｢評価室ニューズレター｣の発刊に向けた体制づくりとして，大学

計画評価室員の中からニューズレターを編集する担当者を決め，

ニューズレターを２回発行し（平成23年４月，12月），全教職員

に対して大学評価に関する情報提供を行った。 

○ 大学評価の現状と新たな情報，大学教育に関わる情報収集を目

的として，｢大学評価フォーラム｣｢高等教育質保証学会｣｢大学評

価シンポジウム｣に大学計画評価室員を派遣した。 

○ 教職員を対象とした評価に関する講演会について，平成24年度

開催を目処として，｢ゼロからの大学評価(仮題)｣のテーマで独立

行政法人大学評価・学位授与機構の講師による企画を計画した。 

 

大学計画評

価室 

【58】 

○ 自己評価・外部評価

及び認証評価を実施・

受審し，大学運営の改

善に資する。 

【58】 

○ 前年度の自己評価を外

部評価にかけ，大学運営

の改善を図る。 

 

○ 前年度実施した自己評価

に関し，外部評価を実施す

る。 

○ 外部評価の結果を受け，

改善策の取り纏めを行い，

それをも含めた「外部評価

報告書」を完成させる。 

○ 平成24年度の受審に向

け，教職大学院の認証評価

に関する作業を開始する。 

 

Ⅲ 

 

○ 前年度の自己評価をもとに，自己点検評価書｢北海道教育大学

の大学運営｣を完成させ，それをもとに外部評価の訪問調査を実

施した。 

○ 外部評価の結果を受け，外部評価者からの指摘事項に対する改

善策検討を各部局に依頼して取りまとめ，外部評価結果と改善策

を｢外部評価報告書｣として作成した。 

○ 平成24年度教職大学院の認証評価受審に向け，教職大学院の

｢点検評価実施要項｣を作成し，自己評価活動に着手した。 

 

大学計画評

価室 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

②情報公開や情報発信等の推進に関する目標 
 

中
期
目
標 

全学的広報体制を改善し，社会への説明責任を果たすと共に，地域における存在意義を向上させる。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【59】 

○ 全学的な広報体制を

再構築し，全学内で情

報を共有する広報を推

進し，大学運営に資す

る。 

【59】 

○ 広報に関わる各部局間

の連携，全学と各キャン

パスの広報体制及び広報

誌の刊行状況等を検証

し，効率的な学内広報に

ついて改善を図る。ま

た，保護者と卒業生への

広報活動を実施すると共

に改善へ向けた検討を行

う。 

 

○ 広報担当者の会議を企画

し，担当者のスキルアップ

及び連携体制を図る。 

○ 学報等の刊行物の内容を

検証し，効率化を図る。 

○ 学園情報誌を保護者へ送

付する。 

○ 生涯メールアドレスを利

用した広報活動の体制を整

え，卒業生に本学の各種情

報を提供する。  

 

Ⅲ 

 

○ 各校の広報事務担当者を対象に勉強会を開催し，演習，講演，

討議を通して職員のスキルアップと自覚意識を高めるとともに，

全学と各校の協力体制を築いた。全学と各校のさらなる連携に向

けて，平成24年度から必要に応じて，広報企画室会議に各校広報

委員を陪席することとした。 

○ 刊行物の内容を検証するため，広報企画室で｢広報関係刊行物

一覧｣を作成して精査した結果，｢hue-NEWS｣の内容は｢学報｣，全

学ホームページ等で提供している内容と重複しているため廃刊と

し，効率化を図った。また，学内広報をより効果的かつ迅速に行

えるよう全学統合グループウェア「hue-IT」を通して学長室など

の活動状況を閲覧できる仕組みとした。 

○ 保護者に向けた広報として，学園情報誌を年2回送付した。ま

た，メルマガ創刊（平成23年11月）に関わり，当初予定していた

在学生・卒業生を送付対象としていたものを保護者・受験生にも

広げ，毎月送付して広報の充実を図った。 

○ 生涯メールの発信方法等を各課室に通知し，積極的な利用を促

すとともに，生涯メールを利用して在学生・卒業生(H23.3月以降

の卒業)に対して，メルマガや各種案内を配信した。 

 

広報企画室 

【60】 

○ 情報公開・情報発信

体制を充実させ，社会

への説明責任を果たす

と共に，大学のブラン

ド力を高める企画を推

進して，地域における

【60】 

○ 地域における存在意義

の向上を図るため，札幌

駅前サテライト（ hue 

pocket）を活用した広報

活動を実施すると共に，

ホームページの充実や，

 

○ 札幌駅前サテライトにお

いて芸術課程の学生や卒業

生の作品展を行うほか，各

種刊行物の配置を充実さ

せ，本学の特色の情報発信

に努める。 

 

Ⅲ 

 

○ 札幌駅前サテライト(hue pocket)を積極的に活用し，岩見沢校

芸術課程学生・教員の作品展を定期的(平成23年度は11回)に開催

するとともに，その他，進学相談会，北海道地域連携フォーラム

等を催し，地域住民や受験生等に向けてサテライトの認知向上と

本学の教育研究活動を周知した。また，札幌駅前サテライト

（hue pocket）から本学の各種情報を発信するため，全学，各

 

広報企画室 
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存在意義を高める措置

を講ずる。 

ブランディング作業の検

討を行う。 

○ hue pocketのホームペー

ジを立ち上げる。 

○ ブランディングとして，

スクールカラーを検討す

る。  

校，入試，就職情報等の刊行物やリーフレット等約70種類を配置

し，情報発信に努めた。 

○ 広報活動をより充実させるため，札幌駅前サテライト（hue 

pocket）のホームページを新規に立ち上げた。また，ホームペー

ジの充実を図るため，全学ホームページの更新を積極的に行った

(平成22年度55頁，平成23年度972頁更新)とともに，本学の教育

情報を集約したコンテンツ｢教育情報の公表｣を作成する等，本学

の各種情報を積極的に配信した。 

○ 広報企画室でスクールカラーの検討を行ったが，平成25年度か

らの新学部化構想が立ち上がったため，大学マークやキャッチコ

ピーとともに，平成24年度以降に再度検討することとした。 
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(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等  

  １．特記事項 

● 中期計画・年度計画の進捗管理 

中期目標期間の評価については，着実な自己点検・評価のため第１期の評価手順を踏襲

し，５月に具体的方策（年度計画を具体的にどのように実行していくのかをまとめたも

の）の策定，10月～11月に進捗状況の中間報告，１月に暫定的な当該年度の実施状況の報

告を求め，４月上旬に最終的な評価結果を確定させている。これらの一連の作業を大学評

価システムにより行い，年度計画の進捗管理を行っている。 

また，平成22年度からは新たに，評価に対する相互理解を深め，改善・向上に結びつけ

るため，学内ヒアリングを実施したうえで，より確実な進捗状況の管理，実施状況の把握

を行うため「学内自己評価書」を作成した。 

また，情報の収集・蓄積と評価作業の効率化を図るため，大学情報集積システムを導入

し，データ集積を行っている。 

 

● 評価に関する情報発信の充実 

学内に対しては，教職員が大学評価に対する理解と意識向上を図ることを目的に，評価

室ニューズレターを２回（平成23年４月，12月）発行した。 

また，学外に対しては，本学ホームページの評価関連ページを見やすい構成に改善する

とともに，新たに大学紹介ページにリンクを設定するなど，より積極的に本学の評価に関

する情報提供を行った。 

 

● 外部評価の実施 

教育研究活動等の一層の改善や充実に資するために，平成22年度に実施した自己評価

「大学運営」について，大学関係者，教育委員会関係者などからなる外部の有識者４人に

よる外部評価を実施した。 

外部評価者からの指摘事項は，各部局に改善策の検討を依頼し，その改善策を外部評価

結果と併せて役員会等において報告した。なお，改善策の実施状況は今後２年間にわたっ

て，確認することとしている。 

また，これらの結果は外部評価報告書として発行するとともに，本学ホームページにお

いて公表した。 

 

● メールマガジン，札幌駅前サテライト（hue pocket）を活用した広報活動 

① 平成23年11月に「北海道教育大学メールマガジン」を創刊し，大学のニュース，各

種講習・イベント情報，入試情報，同窓会などの情報を月１回のペースで配信した。

配信対象者は，在学生・卒業生のみならず保護者，受験生等も加えて広く一般向けと

し，情報発信の強化を行った。 

② 平成23年４月に開設した札幌駅前サテライト（hue pocket）で，開設記念公開講

座，合同進学相談会，学生・教員の作品展などを開催した。中でも本学の教育活動等

の成果を広く一般市民に公表する機会である作品展においては，平成23年度は14回開

催し，入館者数総計3,616人であり，地域住民や受験生などに本学の存在をアピールす

ることができた。また，札幌駅前サテライト（hue pocket）開設に伴ってホームペー

ジも新規に立ち上げ，広報活動の一層の充実を図った。 

平成23年度 札幌駅前サテライト（hue pocket） イベント開催数 

入試関連（進学相談会等） 26回 

キャリア（就職説明会等） ３回 

作品展 14回 

講演会・講習会 24回 

その他（チャリティーイベント等） ５回 

計 72回 
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２．「共通の観点」に係る取組状況 

（自己点検・評価及び情報提供の観点） 

◆ 中期計画・年度計画の進捗管理，自己点検・評価の着実な取組及びその結果の法人運

営への活用が図られているか。 

中期目標期間の評価については，着実な自己点検・評価のため第１期の評価手順を踏

襲し，５月に具体的方策（年度計画を具体的にどのように実行していくのかをまとめた

もの），10月～11月に進捗状況の中間報告，１月に暫定的な当該年度の実施状況の報告を

求め，４月上旬に最終的な評価結果を確定させている。これらの一連の作業を大学評価

システムにより行い，年度計画の進捗管理を行っている。また，情報の収集・蓄積と評

価作業の効率化を図るため，大学情報集積システムを導入し，データ集積を行ってい

る。 

平成22年度から，評価に対する相互理解を深め，改善・向上に結びつけるため，学内

ヒアリングを新たに実施し，確実な進捗状況の管理，実施状況の把握を行うため「学内

自己評価書」を作成した。 

 

◆ 情報公開の促進が図られているか。 

①ホームページ 

学校教育法施行規則第172条の2の新設に伴い，トップページに「教育情報の公表」と

いうバナーを設け，分散して公表されていた情報を一括して，見やすく公表する工夫を

した。また，本学の教育研究活動等を「WHAT’s NEW」（ニュースのバナー）からの積極

的な配信に努め，平成23年度は211件（前年度の1.5倍）の情報を掲載した。 

②メールマガジン 

平成23年度から「北海道教育大学メールマガジン」を月1回程度のペースで配信し，配

信対象者を学生・卒業生のみならず広く一般向けとし，本学の各種情報の提供に努め

た。メルマガにはホームページのURLを掲載し，ホームページへのアクセスに導く工夫を

した。 

③札幌駅前サテライト（hue pocket） 

平成23年4月1日に開設した札幌駅前サテライト（hue pocket）で，本学の教育研究活

動等の成果として，各種作品展を開催し，広く一般市民等に公表した。作品展は全14回

開催し，入館者数も総計3,616人となった。平成24年3月～4月に行われた「北海道教育大

学収蔵“書”展」は，本学が収蔵する芸術作品を一般公開することにより，広く一般市

民に芸術作品を鑑賞する機会の提供と芸術への理解を深め，文化の向上に貢献すること

を目的に開催し，特に好評を得た。 

 

 

 



北海道教育大学 

- 31 - 

 

1 業務運営・財務内容等の状況 

(4) その他業務運営に関する重要目標 

① 施設設備の整備・活用等に関する目標 
 

中
期
目
標 

自然との調和を図り持続可能なキャンパスと快適な生活環境を形成する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【61】 

○ 「北海道教育大学に

おける地球温暖化対策

に関する実施計画」に

基づき，環境負荷低減

を推進する。 

【61】 

○ 施設整備事業等におい

て省エネ工法や省エネ機

器の導入及び評価を実施

し，その結果を踏まえた

省エネを推進する。 

 

○ 施設整備費事業・目的積

立金等の大規模な工事にお

いて省エネを考慮した設計

施工及び機器の設置による

エネルギー削減効果，CO２

削減効果等の確認を実施す

る。 

 

Ⅲ 

 

○ 省エネルギー機器導入時のエネルギー削減効果及びCO２削減効

果評価検討するにあたり，エネルギー使用量の多い札幌校で，体

育館のLED化照明のデモ，附属図書館のLED化シミュレーション，

CO２削減推進としてボイラー天然ガス化のシミュレーションを行

った。 

また，函館校マルチメディア国際語学センター改修事業設計に

おいて，省エネ機器(LED照明，人感センサー，節水型便器等)を

積極的に採用した。導入後の評価･検証は平成24年度完成後に行

う。 

○ 札幌キャンパスの最大電力低減のためのデマンド監視（警報）

装置を導入し，装置からの警報により，電力カットの対応を行っ

た。 

○ 各キャンパスの毎月の光熱水使用料を全学統合グループウェア

「hue-IT」に掲載し，省エネの意識向上を図った。 

 

前 田 理 事

（財務課，

施設課） 

【62】 

○ 学生・教職員が快適

に生活できるようにキ

ャンパス環境を向上さ

せるため，学生・教職

員が協働して構内美化

を進めると共に，施設

の整備を推進する。 

【62-1】 

○ 平成22年度作成した

「キャンパスマスタープ

ラン」にエネルギーに関

する計画を加えるなど，

充実を図る。 

 

○ キャンパスマスタープラ

ンの付属資料として電気・

給水・ガス等の現況及び将

来計画のインフラ整備図面

を作成する。 

また，札幌キャンパスに

おける津波避難場所図，各

キャンパスにおける指定避

難施設図等のハザードマッ

プも作成し付属資料を充実

 

Ⅲ 

 

○ キャンパスマスタープランの付属資料として，エネルギー管理

図を作成し，キャンパスの環境向上に向けたステップとした。 

○ 札幌あいの里地区における津波避難場所を定めたキャンパス防

災マップを作成した。 

  また，函館，釧路，旭川の３キャンパスは各市から指定避難施

設に指定されているため，市町村のハザードマップの策定状況を

見ながら引き続き作成する。 

 

前 田 理 事

（経理課，

施設課） 
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する。 

【62-2】 

○ 学生寮の居住環境を改

善するため，引き続き改

修整備を図ると共に，キ

ャンパス内の未利用地の

環境整備を図る。 

 

○ 学生寮の居住環境を改善

するため，暖房設備・給水

（湯）設備の更新，外灯・

囲障等の防犯施設の整備を

行う。 

また，キャンパス内の未

利用地の活用のため，環境

整備計画の立案・景観施設

の設置などの整備を実施す

る。 

 

Ⅲ 

 

○ 学生寮の居住環境改善を図るため，暖房，給水設備の改修及び

防犯施設等の工事を行った(暖房設備の改修：旭川女子寮，給水

設備の改修：釧路学生寮･函館男子寮，自転車置き場の設置：旭

川女子寮，函館男子寮，囲障の新設･更新：旭川･函館女子寮，防

犯設備の新設･更新：全学生寮，ＡＥＤの新設：全学生寮)。 

○ キャンパス未利用地の環境整備として，岩見沢キャンパスにお

いてiパーク(仮称)整備計画のための現地調査(測量)を行った。 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(4) その他業務運営に関する重要目標 

② 安全管理に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 日常的なリスク管理を徹底し，より安心・安全なキャンパスづくりを行う。 

② 適正な環境で就労及び修学ができるようする。 

③ ＩＣＴの利用・活用によって発生しうる脅威に対応し，大学の全構成員が安心・安全に情報機器を利用できるよう，情報セキュリティを高める。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【63】 

○ 「危機管理は日常か

ら」を踏まえ，安全で

安心なキャンパス環境

を絶えず目指し，危機

管理体制を充実させ

る。 

【63】 

○ 本学に内在する危機を

リストアップし評価及び

査定を行い，それに基づ

き「危機管理基本マニュ

アル」と個別マニュアル

の見直しを行い，必要に

応じ更新する。 

 

○ 各課（室）が，担当する

業務において発生が想定さ

れる危機について，その被

害の大小にかかわらず内在

する危機をリストアップ

し，それらの危機レベルを

評価する。 

○ 危機管理委員会が各課

（室）が評価した危機の査

定を行ない，危機管理基本

マニュアルにおいて管理す

べき危機とその責任部署を

定める。 

○ これらの結果に基づき，

危機管理基本マニュアルの

見直しと個別マニュアルの

見直しを行い必要に応じて

改訂を行う。また，大規模

地震を想定した携帯用のマ

ニュアルを作成する。 

 

Ⅲ 

 

○ 危機管理基本マニュアルは大枠として①危機管理の基本方針，

②本学において危機管理の対象とする危機事象，③危機管理組

織，④平常時・緊急時の対応等が定められていたが，危機管理全

体の基本的な考え方をまとめたものであることから，マニュアル

からガイドラインという名称に変更し，危機管理事象の改訂を行

った。併せて，危機管理の基本方針が危機管理基本マニュアルの

中に記載されわかりにくかったものを，独立した形で明確にし，

内容も大学全体の基本方針としてよりふさわしい内容として策定

した。 

○ 各課（室）が担当する業務において発生が想定される危機の発

生頻度及び影響度について評価した危機について，危機管理委員

会が査定を行い，本学が危機管理の対象とする危機及び担当課

（室）をあらためて定め，「危機管理ガイドライン」（「危機管

理基本マニュアル」から移行）に掲載した。 

○ 東日本大震災を教訓に，震度６弱以上の大規模地震発生を想定

した学生及び教職員に配布する携帯用「大震災対応マニュアル」

を作成した。 

 

前 田 理 事

（総務課） 

【64】 

○ 人権侵害防止に取り

組み，教職員の行動規

範を周知徹底すると共

に，メンタルケアを含

【64-1】 

○ ハラスメントに関する

講演会，及び行動規範に

関する周知・啓発・相談

活動を継続して実施す

 

○ ハラスメントに関して，

講演会を実施するほか，相

談活動を継続して実施す

る。また，服務規律に関す

 

Ⅲ 

 

○ 大学特有のハラスメントに関する職員への知識・理解を深める

ため，アカデミック・ハラスメントを題材とする講演会を開催し

た。（平成24年３月），  

○ ハラスメントを含めた人権相談に関する相談活動を継続して実

 

前 田 理 事

（人事課） 
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む安全衛生管理を強化

する。 

る。 る通知等を行い，周知徹底

を図る。 

 さらに，昨年度及び今年度

に学生に対して実施したア

ンケート調査の集計・分析

を行い，課題等を抽出す

る。 

施し，半期毎の相談件数について人権委員会に報告を行った。 

○ 服務規律に関して，平成23年10月及び12月に教職員に対して通

知を行い，周知徹底を図った。 

○ 平成22年度に本学に在学する全学部学生・大学院生に対して実

施したアンケート調査を集計・分析し，人権委員会として取り組

むべき課題及び今後の対策案をとりまとめた。 

【64-2】 

○ 職員のメンタルケアに

ついて，より有効的な支

援体制等を検討する。 

 

○ 職員のメンタルケアのう

ち，特に「予防」に関し

て，関係機関等から情報収

集を行い，「予防」に関する

方策を検討する。 

   また，精神疾患につい

て，職員の知識・理解を深

めるため，講演会等を実施

する。 
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○ 職員のメンタルケアに関し，保健管理センターと意見交換を行

った結果，メンタル不調の初期症状の発見及びそれへの対処は比

較的行えるが，不調に至る前の「予防」に関しては有効な手段が

とりにくく，監督者等による日頃の観察及び健康管理担当部署へ

の情報提供，職員自身によるメンタル不調への気づき，相談が重

要であるとのことから，平成23年12月の安全衛生管理委員会にお

いて，相談窓口としてのメンタルヘルス推進担当者の設置を検討

した。今後，衛生管理者資格を有する労務管理担当者を中心に，

メンタルヘルス推進担当者研修等を行うなど，設置に向けた取り

組みを行う予定である。 

  また，予防の一環として，職員自身によるストレスへの気づ

き，ストレスへの対処，精神疾患について職員の知識・理解を深

めるため，メンタルヘルスケアに関する講演会を開催した。（平

成24年２月） 

 

【65】 

○ 情報セキュリティ基

盤を定期的，段階的に

見直し，情報の安全性

に対する新たな脅威に

常に対応できる情報セ

キュリティ体制を整え

ると共に，情報セキュ

リティに関する新たな

教育プログラムを整備

して利用者教育を実施

する。 

【65】 

○ 「情報セキュリティ対

策の基本となる計画」に

基づき，利用者教育及び

情報セキュリティ基盤整

備について計画の策定を

行うと共に，「情報セキ

ュリティ対策の基本とな

る計画」の点検を行う。 

 

○ 「情報セキュリティ対策

の基本となる計画」に基づ

き，学生，児童・生徒，教

職員それぞれを対象とし

た，利用者教育についての

本中期計画期間における計

画を策定する 

○ 「情報セキュリティ対策

の基本となる計画」に基づ

き，本中期計画期間におけ

る情報セキュリティ基盤整

備についての計画を策定す

る。 

○ 情報セキュリティの質の

向上のため，新たな技術等

を勘案した上で今年度新た
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○ 本中期計画期間における情報セキュリティに係る利用者教育計

画を策定し，併せて教育に必要となる情報セキュリティ教育ガイ

ドラインを作成した。 

○ 情報関係規則等の見直しを行い，新たに整備した。また，本中

期計画期間における情報セキュリティ基盤整備計画を策定した。 

○ 「情報セキュリティ対策の基本となる計画」の点検を実施し，

コンピュータウイルス対策について，新たに整備した「国立大学

法人北海道教育大学情報システムの利用に関する要項」に明記し

た。 

○ CIOの権限を見直し，情報化統括責任者から最高情報責任者へ

位置づけた。これに併せて，必要事項を「国立大学法人北海道教

育大学情報システム基本規則」（以下「基本規則」という。）に定

め，「国立大学法人北海道教育大学情報化統括責任者（CIO）等に

関する要項」を廃止した。 

○ CISO（最高情報セキュリティ責任者）を設置し，必要事項を基

本規則に定めた。 

 

総合情報企

画室 
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に認識できた脅威に対する

必要な施策を検討し，新た

な脅威に対応できるように

「情報セキュリティ対策の

基本となる計画」の点検を

行う。 

○ CIOの権限の見直しを行

い，「国立大学法人北海道教

育大学情報化統括責任者

（CIO）等に関する要項」を

改正する。 

○ CISO（最高情報セキュリ

ティ責任者）について検討

し，年度内に設置する。 
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1 業務運営・財務内容等の状況 

(4) その他業務運営に関する重要目標 

③ 法令遵守に関する目標 
 

中
期
目
標 

法令遵守（コンプライアンス）の体制を確立する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【66】 

○ 監査機能の強化並び

に公益通報者保護規則

の周知徹底に取り組

む。 

【66】 

○ 監査に関する情報発信

と公益通報にグループウ

ェアを活用し，それぞれ

の充実強化を図る。 

 

○ 監査に関する情報発信

は，内部監査年次計画書や

内部監査報告書を掲載し行

う。公益通報に関しては通

報票を掲載して通報しやす

い環境を整備する。 
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○ 監査に関する情報発信として，全学統合グループウェア｢hue-

IT｣に監査室の掲示板を作成した。 

○ 公益通報については，以前から本学ホームページに公益通報の

通報先を掲載するなどして，周知徹底を図っているが，全学統合

グループウェア「hue-IT」の導入に伴い，教職員が公益通報窓口

を利用しやすくするために，その機能の一部であるワークフロー

を利用した公益通報の通報票を作成した。なお，学外者向けの公

益通報窓口については，現行のままであり，システム化等につい

ては費用対効果を勘案し，実施予定はない。 

 

監査室 

 

  



北海道教育大学 

- 37 - 

 

(4) その他業務運営に関する特記事項等  

  １．特記事項 

● 東日本大震災の教訓 

○ 「携帯用大地震対応マニュアル」の作成 

   平成23年３月11日に発生した東日本大震災を教訓として，大規模な地震が発生した

際に，各学生，教職員ひとりひとりが自分の身を守るため，慌てずに適切な行動をと

れるよう，地震発生時の適切な避難フロー，各キャンパスにおける避難ルート及び避

難場所，日頃からの準備，非常用アイテム，家族等への連絡方法など，必要な情報を

コンパクトかつ分かりやすくまとめた「北海道教育大学携帯用大地震対応マニュア

ル」を平成24年３月に作成した。この携帯用マニュアルは，丈夫で耐水性に優れてい

るストーンペーパーを使用し，全学生及び教職員が常に携帯するよう名刺サイズの大

きさとなっている。 

また，携帯用マニュアルには地震発生時に学生及び教職員の安否を速やかに確認で

きるよう，安否報告用のメールアドレスも掲載しており，そのための専用アドレスを

関係担当者に新たに付与した。 

 

○ 情報システムのデータバックアップ体制の構築  

東日本大震災を教訓に，本学においても学籍情報や人事情報等の重要な情報システ

ムのデータが消失した場合の大学としての事業継続への影響を考慮し，その対策につ

いて検討を行ったところ，対応策の第一歩として，バックアップデータの取り扱いの

重要性が取り上げられた。 

これまでは，情報システムのデータ及びバックアップデータは主に札幌キャンパス

の同一室内（１階）にのみ保管されており，また，札幌キャンパスの立地条件も，札

幌市のハザードマップによると，河川の氾濫時には「浸水深0.5m未満」及び「浸水深

1.0m～2.0m未満」のあたりに位置していることが確認された。 

このままでは震災等が発生した場合の事業継続への影響が大きいと判断されるた

め，５キャンパスを有する本学の特性を活かして，札幌キャンパスの他，他キャンパ

スへもデータのバックアップを保管することとした。検討にあたっては，札幌からあ

る程度の距離が離れていて，地震が少なく，海沿いでない地域であること及び建物の

２階以上に保管できる場所が確保でき，施錠管理されて空調設備が完備されているこ

と等を考慮して，旭川キャンパスを第２のバックアップデータ保管場所とし，平成24

年２月21日から運用を開始した。 

 

 

 

● 法令遵守（コンプライアンス） 

○ 研究費の不正使用防止に向けた取組 

取引業者への預け金による不正経理の疑いに関する新聞報道等をうけて，平成24年度

から新たに，購入物品の納品検収時に「検収印」の押印または「検収シール」を貼付

し，購入物品の返品による架空請求や水増し請求ができないようにするなど，納品検収

体制の強化を図ることとした。 

 

 



北海道教育大学 

- 38 - 

 

 

  

２．「共通の観点」に係る取組状況 

（その他の業務運営の観点） 

◆ 法令遵守（コンプライアンス）及び危機管理体制が確保されているか。 

● 法令遵守（コンプライアンス）に関する体制・規程等が適切に整備・運用されてい

るか。 

国立大学北海道教育大学公益通報者保護規則（平成20年規則第24号）を制定し，本学

における組織又は役職員について，法令違反行為が生じ，又は生じようとしている旨を

通報する体制を整備，運用し，法令違反などの不正行為の早期発見と是正を図ってい

る。 

平成23年度には，教職員からの通報をよりしやすくするために，従前の書面，口頭，

電話又は電子メールに加え，教職員用グループウェアシステム（hue-IT「ヒューイッ

ト」）のワークフロー機能を利用した通報入力システムを導入，運用を開始した。 

また，国立大学法人北海道教育大学内部監査実施に関する細則（平成21年細則第１

号）により実施する内部監査（業務監査及び会計監査）においては，合規性の観点を含

め監査を実施している。 

 

 ● 災害，事件・事故，薬品管理等に関する危機管理の体制・規程等が適切に整備・運

用されているか。 

平成19年３月に「危機管理基本マニュアル」（現在，「危機管理ガイドライン」に移

行）を策定し，本学が危機管理の対象とする危機及びそれを担当する課（室）を定め

た。また，本基本マニュアルにおいて，平常時の危機管理対策として前述の担当課

（室）が関連部署と協議，調整のうえ，各種危機を管理するための個別マニュアルを

必要に応じて策定するものとしている。 

これに従い，各課（室）は，災害，事件・事故，薬品管理等に関する危機管理個別

マニュアル（規則・内規・細則等を含む）を定めている。 
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2 教育研究等の質の向上の状況 

 (1) 教育に関する重要目標 

 ①教育内容及び教育の成果等に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 学位授与の方針を明確にし，それに基づいた教育を実施する。  

② 特色ある多様な教育内容・方法を実現する。 

③  入学者受入の方針に基づくより適切な入試を実現し，安定的に入学学生を確保する。 

④ 国際化推進の一環として，留学生を積極的に受け入れる。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【1】 

○ 入学者受入の方針，

学位授与の方針，教育

課程編成・実施の方針

を確立し，明確な成績

評価基準に基づいた教

育を実施し，学位を授

与する。 

【1-1】 

○ 学士課程において，教

育課程編成・実施の方針

（暫定版）の確定版を策

定する。 

 

○ シラバスにおける到達目

標と，DPやカリキュラムマ

ップの記述との整合性・一

貫性をチェックする(実施主

体：各専攻・コース：９月

末まで)。 

○ CP説明会（カリキュラム

開発チーム全員による検討

会）（6月10日），各キャンパ

スにおけるCP説明会やシラ

バスWS（９月末まで）を実

施し，DPを細分化した 観点

の確定及びCP確定版の策定

をおこなう（実施主体；大 

学教育開発センター・教育

改革室・各校，１月末ま

で） 

○ APについて，DPの確定版

との整合性という視点から

修正上の課題を整理する。

（実施主体：入試企画室及

び教育改革室：３月末ま

で）。 
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○ 各専攻・コースにおいて，シラバスにおける到達目標と，DPや

カリキュラムマップの記述との整合性・一貫性をチェックした。 

○ CP説明会（カリキュラム開発チームによる検討会）と各キャン

パスにおけるCP説明会やシラバスWS（９月末まで順次）を実施

し，各校においてDPを細分化した観点の確定及びCP確定版を策定

した。 

○ APについては，入試企画室において，教育学部は入試制度の課

題を含めた検討に着手し，新学部は来年５月を目途に原案を策定

できるよう検討を行っているので，それにあわせて検討を進める

こととした。 

 

教 育 改 革

室，城後理

事（教職大

学院） 

 【1-2】 

○ 専門職学位課程におい

 

○ MOBの在り方の検討をテー
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○ MOBのあり方を検討するために，各キャンパスから２人ずつMOB
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て，学位授与及び教育課

程編成の方針を策定す

る。また，研究成果であ

る「マイオリジナルブッ

ク」の統一的な評価基準

について平成24年度作成

に向け検討を行う。 

マとするプロジェクト研究

委員会を発足する。 

○ プロジェクト研究会のテ

ーマを「修了研究としてのM

OBの意義と特長」とし，３

キャンパスの特長をいかし

つつ，研究テーマの在り

方，研究方法論，記述の方

法等について統一的な理解

を深める。 

○ プロジェクト研究委員会

では，MOBの統一的な評価基

準の平成24年度作成に向け

て試案を作成する。 

プロジェクト委員を選出し，MOBプロジェクト委員会を発足し

た。  

○ MOBのプロジェクト委員会で，修了研究及びMOBのあり方に関し

て，研究協議を重ねた。その成果として，『教職大学院研究紀要

第２号』でMOBの特集を組んだ。研究紀要は，2012年３月に刊行

された。 

○ MOBの評価基準の基盤として，教育科学研究における実践研究

の位置づけをとらえた。これを含めて評価基準のキャンパス間の

重点の置き方の違いを比較した。 

○ 専門職学位課程における学位授与及び教育課程編成の方針の策

定については，研究企画・紀要編集委員会が担当し，学位授与の

方針は，入学者受入方針及び北海道教育大学大学院における人材

の養成に関する目的等に関する規則に基づき，今後，その細分化

を行い策定することを決定し，教育課程編成の方針は，教育実践

力形成における知識注入型モデルだけではなく，世界的な教員養

成の潮流となっている専門家の反省的実践家モデルを含めて策定

することを決定した。なお，両方針とも具体的な策定は平成24年

度に実施することとした。 

【2】 

○ 教養教育を改善し，

入学前教育，補習教

育，初年次教育と共に

体系的に実施する。 

【2-1】 

○ 教養教育見直し答申を

基に，教養教育，初年

次・導入教育の新たな教

育課程等を体系的に編成

し，平成24年度導入に向

けて，教養教育を担当す

る全学組織を設置する。 

 

○ 前年度策定した教養教育

見直し答申のもとで，教養

教育運営を担当する全学組

織（「北海道教育大学教養教

育全学運営委員会・準備

会」）を設置し（５月），運

営体制を確立する（２月）。 

○ 教養教育，初年次・導入

教育の教育課程編成基準を

改定し（６月），新たな教育

課程を編成する（１月）。 

○ 初年次・導入教育のうち，

「共通基礎科目教材等作成

部門」を設置し（５月），共

通基礎科目教材等を作成す

る（３月）。 
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○ 前年度策定した教養教育見直し答申のもとで，教養教育運営を

担当する全学組織を設置する計画であったが，函館校及び岩見沢

校の学部化に伴い，カリキュラムの大幅な見直しが行われること

から，やむを得ず，函館校及び岩見沢校の「教育課程編成基準」

が確定される平成24年度を待ってから全学組織の設置について検

討することとした。 

○ 教養教育（初年次・導入教育を含む。）について，平成25年度

に向けて教員養成課程３キャンパス（札幌・旭川・釧路）におけ

る教育課程編成基準を改編することについて第５回教育研究委員

会で了承した。教員養成課程については，編成基準の原案を策定

した。なお，新課程（函館・岩見沢）については，学部化に伴

い，新しい学部の編成基準により策定する。 

○ 「教養教育全学運営委員会準備会」の下位部門として設置され

た「共通基礎科目教材等作成部門会議（情報機器の操作）（英語）

（倫理・人権）（アカデミックスキル）」において，ハンドブッ

ク，授業用資料集等の作成を行ない，教養教育全学運営委員会準

備会全体会（第４回）で検討結果・作成内容について報告した。 

 

教育改革室 

 【2-2】 

○ 全学的組織を設け入学

前教育の改善を行うと共

 

○ 入学前教育を担当する組

織を設立し，入学前教育の

 

Ⅲ 

 

○ 従来の入学前教育の実施体制について検討し，新たに全学的組

織である入学前教育実施部を設置した。 
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に，補習教育を試行す

る。 

改善について検討するとと

もに（９月），出された改善

案をもとに入学前教育を実

施する（11月～３月）。 

○ 補習教育の必要性，実施

状況及び体制について調査

を行い，各校の事情に応じ

た補習教育のあり方を検討

する（２月）。 

○ 補習教育の試みとして，

釧路校において，入学前教

育の課題を利用した補習教

育を実施する（５月）。 

○ 入学前教育実施部のもと，新たに課題作成のための組織を立ち

上げた。課題５教科は，平成22年度よりも更に入学前教育に相応

しい内容となるよう，各教科専門の元中学校長ほかの協力を得て

作成し，改善を図った。 

○ 入学前教育実施部において入学前教育のスケジュールの見直し

が行われた。本実施部のもと入学前教育を実施した。 

○ 補習教育の実施状況についてのアンケートを実施するととも

に，補習教育の必要性・あり方に関しての各校の意見を集約し

た。 

○ 補習教育の試みとして，釧路校において地理の補習教育を実施

した。実施結果について学士力フォーラムにおいて報告された。 

【3】 

○ 単位の実質化を実現

するために，CAP制，GP

A制度，シラバスの作成

と活用，厳格な成績評

価等の一体的運用を推

進する。 

【3】 

○ 単位の実質化のため

に，厳格な成績評価を推

進し，出欠管理システム

を導入する。 

 

○ 学修サポートルームが中

心となり，キャンパスごと

に漸次，教員免許取得に関

わる同一名称の複数開講科

目の成績評価の実態把握

と，共通の成績評価指標の

策定に取り組む（各校：前

期５月・後期10月）。 

○ 学修サポートルームを機

能させて厳格な成績評価に

取り組む（各校：前期５

月・後期10月）。 

○ 出欠管理システムを導入

し，大教室等の受講生につ

いて厳格で簡便な出席管理

を行い，授業時間を有効に

利用する（10月）。 

○ 各期16週の授業期間を設

定し，15回の授業時間を確

保する。 

○ GPA制度，CAP制の報告書

（完成版）を作成し，問題

点を明らかにする。 
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○ 学修サポートルームが中心となり，キャンパスごとにデータを

提供し，各専攻・コース等において，教員免許取得に関わる同一

名称の複数開講科目の成績評価の実態把握と，共通の成績評価基

準・基準の策定の取組方法について検討した。 

○ 学修サポートルームを機能させて厳格な成績評価の取組を行

い，平成22年度後期の実態は翌平成23年５月に，平成23年度前期

は同年10月に実施した。また，過去２年間の学修サポートルーム

の取組について現状と課題を整理した。 

○ 平成23年度後期から出欠管理システムを導入し，大教室等の受

講生につて厳格で簡便な出席管理を行うことにより，授業時間の

有効利用に資した。 

○ 各期16週の授業期間を設定し，15回の授業時間を確保した。 

○ GPA制度・CAP制の報告書（完成版）を作成した。 

 

教育改革室 

【4】 

○ 学士課程において，

【4-1】 

○ 前年度検証した，学士

 

◯ 中期計画にある特色ある
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○ 中期計画にある『特色ある教育内容』に関して全学的に行なわ

 

教 育 改 革
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へき地・小規模校教

育，特別支援教育，食

育，理数科教育，環境

教育，小学校外国語活

動，地域支援実践等，

北海道の特色を活かし

ながら特色ある教育内

容を重点的に推進する

と共に，専門職学位課

程及び学校臨床心理専

攻を中心に，教育現場

のニーズを反映した教

育内容・方法を実現す

る。 

課程において重点的に推

進すべき教育内容をもと

に，教育課程を充実させ

る方策を立てる。 

教育内容をより充実させる

ため，キャンパス間の情報

交流を推進する。具体的に

は，これらのうちこれまで

の先進的な取組に関するこ

れまでの成果を可視化し，

新規導入される全学統合グ

ループウェア「hue-IT」や

大学ホームページ等を使用

して全学での成果の共有化

を開始する（２月）。 

◯ 各専攻・コースにおい

て，北海道の特色を活かし

ながら実践する教育内容の

継続的な向上を図るため，

教育研究委員会を通じて，

新規活動内容や修正項目の

現状を把握する（１月まで

に集約する。教育研究委員

会）。 

○ 中期計画等実施経費によ

る事業「教科指導科目と連

携した教科内容研究科目の

改善」を実施し，関係科目

のシラバスの改善，本学教

員養成課程全体における教

科内容研究科目のあり方へ

の提案を行う（教育改革室

３月）。 

れている取組を調査した。その結果，７つの先進的取組が進めら

れていることが明らかになり，これら活動を全学的に可視化する

ため，当該Webサイトに関する情報を集約し全学統合グループウ

ェア「hue-IT」及び本学ホームページにそのWebサイトへのリン

クを含む情報の集積を完了した。 

○ 各専攻・コースにおいて，『北海道の特色を活かしながら実践

する授業科目の実施状況及び課題調査』に関する協力を求めたと

ころ，各校から回答が寄せられ１月に集約を完了した。その調査

結果を分析した結果，札幌校からは12授業，函館校からは13授

業，旭川校からは４授業，釧路校からは36授業，岩見沢校からは

33授業，計98の授業が当該授業として報告された。内16授業がH2

2年以降の新規活動であることが明らかとなった。その中で，北

海道の特色を活かした教育については既にある程度充実したもの

となっていることを明らかにできた。一方，今回の調査で，教育

内容や教育課程をさらに充実する上での課題も明らかになった。 

○ 学長裁量経費（中期計画等実施経費）により『教科内容研究改

善プロジェクト』を立ち上げ参加教員を募り，教科内容研究科目

（小中学校の各教科に関わる基礎的な知識を学ぶ）の目的の確認

と現状分析を行なった。 

室，城後理

事（教職大

学院） 

 【4-2】 

○ 専門職学位課程におい

て，教育現場のニーズに

応じたカリキュラムの実

現のため，現職教員や教

育委員会職員を授業協力

者として招聘すると共

に，カリキュラムの検証

を行い，教育内容・方法

の改善案を作成する。 

 

○ 専門職学位課程におい

て，教育現場のニーズを反

映する１つの方法として，

教育委員会職員や小・中学

校，高等学校の現職教員を

授業協力者として招聘し，

教育現場の現状，課題，そ

れらに対する対応等につい

て講義する。 
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○ 授業協力者を招聘した授業は， 

・「学校教育の課題と教員」：道立教育研究所企画研修部長等２人 

・「『生きる力』を育む学級・学年経営の実際と課題」：小学校教頭

等２人 

・「教科教育の実践と課題」：小学校長１人 

・「学校と家庭・地域との連携における成果と課題」：市教委指導室

参事等２人 

・「児童生徒理解とその指導方法」：小学校教頭１人 

・「教師に求められるリーダーシップと同僚性の今日的課題」：特別
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○ 教育現場のニーズに応じ

たカリキュラムの実現のた

め，授業評価を生かしたカ

リキュラムの検証を行い，

改善案を作成する。 

支援コーディネーター教諭等３人 

・「へき地・小規模校の経営と課題」：町村教育長等４人 

・「授業と学習の評価」：中学校教頭等２人 

○ 「カリキュラムの検証」と「教育内容・方法の改善案の作成」

については，授業改善・ＦＤ委員会及びカリキュラム委員会で担

当し，院生への「授業評価」，「アンケート」をもとにカリキュラ

ムの検証と授業改善がなされ，その取組のまとめが出された。 

 【4-3】 

○ 学校臨床心理専攻にお

いて，具体的な現場のニ

ーズに応じたカリキュラ

ム改善案，及び学生評価

に基づいた授業改善案を

作成する。 

 

○ 大学院生の授業評価（質

問紙による調査）の対象と

する抽出科目を拡げ，初年

度に検証された教育臨床的

アプローチ（学校現場の臨

床的・実践的なニーズに応

じるケース検討，エピソー

ド・カンファレンス，リサ

ーチ・メンタリング等）の

有効性の検証範囲を拡大す

る（学校臨床心理専攻；12

月末，教育改革室；１月

末）。 

○ インタビュー調査による

大学院生の授業評価を実施

し，個別具体の事例に対す

る教育臨床的アプローチの

有効性を検証する（学校臨

床心理専攻；12月末，教育

改革室；１月末）。 

○ 教育臨床的アプローチの

有効性を授業・カリキュラ

ム全体に反映させた改善案

を作成するため全学専任教

員会議を開催する(学校臨床

心理専攻；５・７月(TV会

議 )・９・２月 (対面会

議))。 

○ 検証結果にもとづいて，

大学院における授業・カリ

キュラム改善策を作成する
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○ 大学院生評価を質問紙による聞き取り調査とインタビューによ

る面接調査により行った。 

聞き取り調査の対象科目は，『臨床心理事例研究法特別演習』

（平成24年２月に調査対象者10人に実施）（平成22年度からの継

続調査）と，『臨床教育学質的研究法』（平成24年２月に調査対象

者８人に実施）（平成23年度新規開講科目）である。いずれも，

臨床的メソッドを代表する科目である。聞き取り調査により，初

年度に検証した教育臨床的アプローチの有効性の検証範囲を拡大

した。 

  インタビューによる面接調査を３人の大学院１年生（教職年数

21年・小学校教諭，教職年数18年・小学校教諭，20歳代・ストレ

ートマスター，平成24年２月実施）に実施し，個別具体の多様な

実践者の学習過程から教育臨床的アプローチの有効性を検証し

た。 

○ 教育臨床的アプローチの有効性を授業・カリキュラム全体に反

映させた改善案を作成するために，全学学校臨床心理専攻専任教

員会議を計画通り４回実施し，専攻で共通理解を図った。 

○ 聞き取り調査と面接調査の検証結果を，２月から３月に開催し

た講座会議で検討し，カリキュラム及び授業改善案を作成した。 

○ 年度計画に関して残された問題点として，カリキュラム，授業

の改善策について議論した。 
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（学校臨床心理専攻；２月

末，教育改革室；３月上

旬）。 

【5】 

○ 本学独自の広域圏授

業をはじめとするＩＣ

Ｔ等を活用する教育方

法を改善し，実践す

る。 

【5】 

○ 大学教育情報システム

を授業改善のために有効

活用すると共に，専門職

学位課程等において双方

向遠隔授業システムを利

用した授業公開を行う。 

 

○ 教員を対象に，各キャン

パスにおいて大学教育情報

システムの具体的な使い方

（課題管理，授業資料，Q&A

等）のワークショップを開

催する。（大学教育開発セン

ター（10月）） 

○ 大学教育情報システムを

使い，携帯電話による授業

評価アンケートを引き続き

実施し，回答率などの問題

点を改善する。（各校：学期

中間及び学期末） 

○ 授業評価アンケートにつ

いては，実施時期を早め迅

速な授業改善に努める。 

○ 平成21年度に更新した専

門職学位課程の双方向遠隔

授業システムを利用した授

業公開を行う。（専門職学位

課程） 
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○ 平成23年８月22日に双方向遠隔授業システムにより，各キャン

パス教員・事務職員を対象とした出席確認用ICカードリーダー導

入説明会を開催した。なお，その際に小テスト等の使用説明を行

ったほか，併せて，大学教育情報システムの使い方説明会も行っ

た。 

○ 大学教育情報システムを使い，携帯電話による授業評価アンケ

ートを前期（中間評価・期末評価），後期（中間評価）に実施し

た。平成24年１月に後期（期末評価）を行い，その後，回答率な

どの問題点を整理した。なお，アンケートについては，実施時期

を早めることを検討したが，授業日程等の関係から早めることは

難しく，例年同様の日程により実施した。 

○ 教職大学院の第１回ＦＤ研修会にて，双方向遠隔授業システム

の効果的な活用に関する研修を実施した。 

○ 授業公開，参観を実施し，双方向遠隔授業システムを活用した

授業の在り方を協議した。 

 

教 育 改 革

室，城後理

事（教職大

学院） 

【6】 

○ 質の高い入学学生を

確保するために，現行

入試制度全般を検証

し，改善すると共に，

学部・大学院の課程・

専攻に即したきめ細か

い入試広報を実施す

る。 

【6-1】 

○ 入試制度の課題につい

て引き続き検討を行い，

改善を図る。また，入学

者受入方針に基づき受験

生に求める具体的な事項

を検討する。 

 

○ 昨年度，入試企画室にお

いて検討してきた，（センタ

ー試験の科目指定，後期面

接試験の配点の統一化等）

諸課題について，一定の結

論を出し，新学部化構想の

検討状況を踏まえつつ，改

善を図る。 

○ ディプロマ・ポリシーや

カリキュラム・ポリシーを

踏まえたアドミッション・

ポリシーの見直しに着手

し，求める学生像の具体的
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○ 新学習指導要領に対応した平成27年度からの大学入試センター

試験の数学・理科の科目について，本学における利用科目の検討

を行い，決定・公表した。 

○ 新学部化構想に伴う入学者選抜方法の策定スケジュールを作成

し，新学部が置かれるキャンパスにおいて検討に着手した。ま

た，教育学部はWGを組織し，前年度までの入試制度の課題を含め

て検討し，入試企画室において原案を策定した。 

○ 教育学部のアドミッション・ポリシーについて，現行の求める

学生像に加え，高等学校で身につけておくべき学力についても追

加することとし，他大学のアドミッション・ポリシーを参考に，

原案を作成した。 
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な内容について検討する。 

 【6-2】 

○ 質の高い入学学生を確

保するため，高校生を対

象に，札幌駅前サテライ

ト（hue pocket）を活用

した新しい形の相談会，

個別進学相談会などを開

催すると共に，ホームペ

ージの内容について検討

し，入試広報の改善・充

実を図る。 

 

○ 札幌駅前サテライトを活

用し，ウィークリー進学相

談会を開催する。 

○ ホームページの受験生向

け情報の内容及び構造を見

直し，改善を図る。 

○ 学部再編の進捗状況に応

じ，大学案内及びキャンパ

ス案内の統一化を検討す

る。 
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○ 札幌駅前サテライト（hue pocket）を会場に，毎週金曜日に

「ウィークリー進学相談会」を22回開催し，また，５キャンパス

合同進学相談会を同会場にて２回開催した。これらの相談会にお

ける総参加者数は，計164人となった。 

○ ５キャンパス合同進学相談会を，サテライトでの２回を含め，

計６回開催し，総参加者数は333人となった。 

○ 本学に入学を希望する受験生に対するホームページ掲載内容に

ついて，これまでの入試関係の情報に加え，大学の紹介や学生生

活の内容にも直接リンクできるよう見直し，受験者により配慮し

た情報提供に努めた。 

○ 大学案内及びキャンパス案内の統一化について検討したが，キ

ャンパス案内は各校の特徴をよく出して作成されているため，当

面は現行のままとすることとした。 

 

【7】 

○ エデュケーション・

カフェや出前授業等を

通じて中・高校生の教

育・研究への関心を喚

起するなど，キャリア

教育を支援するため

中・高等学校との連携

を深める。 

【7】 

○ 高等学校との情報交換

を積極的に行い，連携を

深めると共に，高校生の

教育・研究への関心の喚

起や，高等学校に対する

教育支援の方策について

検討・実施する。 

 

○ 進路指導担当者との懇談

会の開催及び高校訪問によ

り，高等学校との連携を深

める。 

○ 合同進学相談会に合わせ

てエデュケーション・カフ

ェを開催し，高等学校への

教育支援を行う。 

○ 窓口の一本化等の出前授

業の課題について，地域連

携推進室と検討する。  
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○ キャンパス所在の５都市及び帯広市において，進路指導担当者

との懇談会を開催し，本学の入試状況，教育内容，就職状況につ

いて情報交換を行った。平成23年度からは，道内全ての高等学校

に案内し，参加校が平成22年度の65校から91校に増加した。 

○ 入試アドバイザーを中心に，道内98校，道外110校の高等学校

を訪問し，高等学校からの聞き取り調査の内容を四半期ごとに

「入試アドバイザー報告」としてまとめた。 

○ 受験産業が主催する進学説明会から，高等学校との連携のも

と，高等学校が主催する進学説明会に参加する方針に変更し，参

加者数が平成22年度の2,072人から2,768人に増加した。 

○ エデュケーションカフェを各校で（札幌校１回，旭川校２回，

釧路校１回）開催し，高校生が学校の先生になり模擬授業を体験

するといったプログラムを通して，教師の仕事についてより理解

を深めてもらった。参加者数は，札幌校89人，旭川校１回目11

人，２回目49人，釧路校32人の計181人であり，札幌校と旭川校

（２回目）においては，エデュケーションカフェと同時に進学相

談会を開催した。参加者181人のうち，高校３年生は55人おり，

そのうち47人（約85％）が本学に出願した。 

○ 出前授業，講師派遣について，各キャンパスの状況を調査し，

平成22年度においては61件の出前授業，講師派遣があった。ま

た，窓口の一本化について検討した結果，各キャンパスにおいて

それぞれ実施組織が確立しており，役割が異なることから，出前

授業については広報企画室，出前授業以外の講師派遣に関わるこ
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とは地域連携推進室を窓口とし，役割分担を明確にした。 

【8】 

○ 修士課程で秋季入学

制度を導入し，大学院

生の受入れに関して，

現地での入学試験の体

制，留学生が行うＴＡ

制度，日本語教育の体

制を充実させると共

に，英語による授業・

指導体制を導入する。 

【8-1】 

○ 修士課程において，外

国人留学生の秋季入学制

度を導入し，現地での入

試を実施する。 

 

○ 平成23年度秋季入学につ

いては，協定を結んでいる

中国の５大学（瀋陽師範大

学，哈爾濱師範大学，山東

師範大学，天津外国語大

学，四川大学）から推薦の

ある者とし，瀋陽師範大学

と天津外国語大学の２大学

を会場に現地入試を実施す

る。 

○ 事前準備及び打ち合わせ

のため，実際の経路・交通

機関を利用し，試験会場と

なる瀋陽師範大学と天津外

国語大学を訪問し，試験室

やトラブル発生時の対応，

また，来年度の試験の実施

時期等について事前打ち合

わせを行う。 

○ 事前打ち合わせの結果を

もとに，実際に試験監督等

を行う教員を対象に事前説

明会を開催する。 
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○ 試験会場となる瀋陽師範大学及び天津外国語大学を訪問し，試

験室やトラブル発生時の対応について事前打ち合わせを行った。 

○ 試験監督で現地入試に携わる教員を対象に事前説明会を開催

し，実施要項，スケジュール，試験会場となる大学の状況等につ

いて説明を行った。 

○ 協定を結んでいる中国の５大学（瀋陽師範大学，哈爾濱師範大

学，山東師範大学，天津外国語大学，四川大学）からの推薦者を

対象に，瀋陽師範大学と天津外国語大学の２大学を会場に現地入

試を実施した。４大学から計11人が受験，７人が合格し，函館校

及び旭川校に入学した。 

○ 試験終了後，各校から試験の実施に関して意見を求め，その意

見を踏まえ，秋季入学者に対しても長期履修制度を適用できるよ

うにするとともに，募集要項の一部見直しを行った。 

○ 次年度の実施に向け，スカイプの導入により旅費の削減，監督

者の負担軽減を極力図ることとした。また，受験者獲得のため，

試験日前後に入試広報も併せて行うこととした。 

 

教育改革室 

入試企画室 

 【8-2】 

○ 平成24年度から修士課

程に留学生（英語）特別

コース（仮称）を設置す

るため，入試方法及び教

育課程等の整備を行う。 

 

○ 平成24年度から修士課程

に留学生（英語）特別コー

ス（仮称）を設置するため

に，同コースのあり様につ

いて整理し，実施組織を整

備した上で，選抜方法，授

業科目及び履修基準を策定

する。 
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○ 修士課程に留学生（英語）特別コース（仮称）を設置するため

に，各校に英語で実施可能な授業科目について調査依頼し，同コ

ースの授業科目一覧及び履修基準モデル（案）を作成した。ま

た，英語で実施できる授業科目については，平成24年度在学して

いる留学生に周知し，受講を希望する場合は，試行的に実施する

よう文書にて依頼した。 

○ 平成23年度第９回教育改革室会議において，同コースを設置す

る場合の実施年度を平成25年度とした。しかしながら，平成23年

度第10回教育改革室会議において，再度，同コースの設置につて

検討した結果，「コース設置」から本来の中期計画である「英語

による授業・指導体制の導入」に方向を見直した。見直した理由

としては，実施可能と思われる校・専修は，函館校・理科教育専

修のみであり，それでも必修である理科教育を開設することがで
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きなく，また，学校教育に関する科目についても選択する余地が

ない。検討の結果，大学院設置基準に規定する教育上の目的を達

成するために必要な授業科目を自ら開設することができないと判

断し，見直しを行った。ただし，各教員の授業科目については，

専門性のある質の高い授業が行われているので，引き続き，英語

による授業の開設を推進していく。 

 

  



北海道教育大学 

- 48 - 

 

2 教育研究等の質の向上の状況 

 (1) 教育に関する重要目標 

 ②教育の実施体制等に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 各課程の人材養成の目的に沿った全学一体の教育組織を編制する。 

② 教員の教授能力を高める活動を組織的に展開して，教育の質を改善する。 

③ 自学・自習環境を中心に教育環境を充実させる。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【9】 

○ 各課程の人材養成の

目的を達成するため

に，全学一体の教育組

織の編制方針を定め，

責任ある教育組織を構

築する。 

【9】 

○ 新学部化構想をまとめ

ると共に，全学的観点か

ら全学一体の教育組織の

編制方針を再検討し，必

要に応じ改定する。 

 

○ 「将来計画会議」におい

て新学部構想をまとめ，教

養教育及び専門教育を担う

全学組織等，学位の質を保

証する観点から見た全学一

体の教育組織の編制方針に

ついて検討する。 
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○ 平成24年３月28日開催の「将来計画会議」及び29日の「教育研

究評議会」において，函館校は新学部を設置するとともに教育学

部教員養成課程として新たに専攻を置き，岩見沢校は新学部とし

て「音楽文化」，「美術文化」，「スポーツ文化」の他に「芸術・ス

ポーツビジネス」に関するコースを置くこととする大枠の方針が

定まった。この方針を踏まえ，岩見沢校の教養科目と教職に関す

る科目に全学が協力すること，教育学部各キャンパス間の必要な

協力を行うことなど，学生教育の質を保証するための教育組織の

編制方針について検討した。 

 

蛇 穴 理 事

（企画課） 

【10】 

○ 教育活動の評価の利

用を含め，全教員によ

る授業改善の実施体制

を充実させ，教育の質

の恒常的改善を行う。 

【10】 

○ 「教育課程編成・実施

の方針(確定版）」の策定

作業のなかでシラバスを

充実させると共に，授業

評価アンケート及び教育

実績自己評価の授業改善

への連動を一層強化す

る。 

 

○ カリキュラムマップにお

ける各科目の位置づけの明

確化という視点から引き続

きシラバスの充実を行う（1

0月）。 

○ 授業評価アンケートに関

し，さらなる改善に取り組

む（９月）。 

○ 授業評価アンケートの結

果を授業改善に結びつけ

る。改善の成果を検証する

仕組みを検討する（２月）。 

○ 移動式双方向遠隔授業シ

ステムを活用した，全学的

な公開授業と討論を行う
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○ カリキュラムマップにおける各科目の位置づけの明確化という

視点からシラバスの充実を行うため，平成22年度に引き続き各キ

ャンパスにおいて，シラバスワークショップを実施した。 

○ 教育実績に対する自己評価と，授業評価アンケートの結果，及

びアンケート結果に対するコメントを，表にまとめて12月26日付

けでWeb（http://www.hokkyodai.ac.jp/centerdue/edu_pdca/）

で公表した。このことを通じて，教育実績に対する自己評価の周

知と記載率向上に取り組んだ。アンケート調査回答数は146で，

一部は非公開を選択していた。授業評価アンケートの結果や教育

実績に対する自己評価が，一連のPDCAサイクルを形成していない

ことが判明し，授業改善にはあまり結びついていないと分析し

た。 

○ 移動式双方向遠隔授業システムによる全学的な公開授業に代わ

り，「学生参加型授業」に関するＦＤ講演会を平成24年２月22日

に開催した。 
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（１月）。 

○ 教育実績自己評価に基づ

き授業改善を行い，評価内

容を公開する。 

○ 教育実績自己評価の非公

開項目を原則公開とする議

論や，授業評価アンケート

の案内，教育実績自己評価

分析結果の公表などを通じ

て，教育実績自己評価の周

知と記載率向上に取り組

む。 

○ 教育実績に対する自己評価の非公開項目を原則公開とすること

や，授業評価アンケートの案内，教育実績に対する自己評価の分

析結果の公表に関し，教員の間で共通認識が形成されていない。 

○ 授業評価アンケートのデータや，教育実績に対する自己評価の

データに関し，必要な形式での取り出しが不可能であるため，デ

ータの公開が難しい状態にある。また，それぞれのデータの管轄

が異なることもあり，評価と改善のPDCAサイクルを形成すること

が非常に難しい。 

【11】 

○ ICTを活用できる環境

及び自学・自習環境

等，教育環境を整備す

る。 

【11】 

○ ICTを活用できる環境を

充実させるなど，教育環

境の改善案を作成する。 

 

○ 附属学校，公立学校にお

ける電子黒板などの導入状

況を調査し，電子黒板を用

いた講義方法導入に関する

問題点を整理する(大学教育

開発センター10月）。 

○ CALLシステムの導入につ

いて問題点を整理する。 

○ 整理された問題点を踏ま

え，電子黒板，CALLシステ

ムの実現可能な改善案を作

成する（１月）。 

○ 引き続き，各校の自学・

自習環境の整備状況を調査

する。 
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○ 附属学校，公立学校における電子黒板などの導入状況について

調査した。なお，電子黒板を用いた講義方法導入に関する問題点

については，教職大学院に導入されている電子黒板のマニュアル

を参考として，問題点等を整理した。 

○ CALLシステムの導入については，英語教材作成部門会議が導入

の有無，問題点等の検討を行い，平成24年３月末に導入し，平成

24年４月から各校で利用することが可能となった。また，函館校

で使用しているアルクのe-learningシステムを全学で使用できる

ようサーバの移動を行った。 

○ 各校の自学・自習環境の整備状況について，現在具体的な調査

を行った。 

 

教育改革室 

【12】 

○ 学生の自学・自習を

推進するため，図書館

の蔵書・学習環境等を

整備し，学習支援の場

としての図書館を充実

させる。  

【12】 

○ 図書館学生サポーター

制度を設け，図書館によ

る学習支援を充実させ

る。 

 

○ 図書館利用促進に関する

企画や運営補助，学生の目

でみた図書館サービスの改

善アイデアの提案等を行う

図書館学生サポーター制度

を設けることにより学習支

援の充実を図る。また，昨

年度の施策に基づき各構成

館で収書方針を定め，収書

委員会で図書館に備え付け
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○ 図書館学生サポーターを導入し，｢選書ツアー｣，｢お薦め本｣の

展示，｢ブックカフェ｣等，学生の視点を反映させた企画，イベン

トを実施した。 

○ 学生の図書館利用促進に向け，図書館学生サポーターと職員と

の意見交流等を実施した。利用促進に向けた改善案として資料配

置・館内の案内表示の工夫，パソコンの貸し出し等の意見があっ

た。一部の構成館では，これらの改善案に対する取組として案内

表示の一部変更，館内持ち込みパソコンの電源用の延長コードを

導入し，学習支援の充実を図った。 

○ 平成22年度策定した全館共通の資料収書方針を基本にして，各

 

附属図書館 
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る図書を選定することによ

り学習支援の場としての図

書館の充実を図る。 

構成館で定めた収書方針を策定した。札幌館では｢表象文化論｣

｢英語教材｣等の特定テーマについての選書，函館館では各専攻及

び幅広い分野からの選定，釧路館では釧路校で積極的に取り組ま

れている環境教育に役立つ図書を中心に選書する等，各構成館で

特色を持たせた選書を行い，学習支援の場としての図書館の充実

を図った。 

 

  



北海道教育大学 

- 51 - 

 

2 教育研究等の質の向上の状況 

 (1) 教育に関する重要目標 

 ③学生への支援に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 学生に対する学習支援，自主的活動支援及び経済支援を充実させる。 

② 快適で安全な学生生活環境を整備する。 

③ 就職率を向上させるために就職支援を拡充する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【13】 

○ 電子ポートフォリオ

の活用を含め指導教員

（アカデミック・アド

バイザー）による学習

支援体制を充実させ

る。 

【13】 

○ 教職実践演習を念頭に

置き，電子ポートフォリ

オシステムを活用した指

導教員等による学習支

援・修学支援を充実させ

る。                     

 

○ 教職実践演習全学運営委

員会の基本計画・体制をも

とに，各キャンパスの教職

実践演習運営委員会は，指

導教員を中心として，資質

目標をもとにして，電子ポ

ートフォリオなどを活用し

ながら，学生の振り返り機

会を設定し，学習履歴を活

用して学生指導を実施す

る。 

 

Ⅲ 

 

○ 各キャンパスにおける教職実践演習の実施体制と内容に即し

て，電子ポートフォリオなどの活用方法について具体的に検討し

実施計画案を作成した。 

○ 電子ポートフォリオの使用マニュアルとチェックリストの改訂

版を兼ねた冊子を作成した。 

 

教育改革室 

【14】 

○ 授業料免除基準枠に

とらわれず，必要に応

じて学長裁量により，

経済的理由から就学困

難な学生を支援する。 

【14-1】 

○ 前年度に実施した本学

独自の授業料免除枠につ

いて見直しを行うと共

に，修学困難学生に対す

る支援に関する具体的支

援策を検討する。 

 

○ 前年度実施した本学独自

の授業料免除措置を財源と

効果の双方から検証する。

検証結果を踏まえ，本学独

自の授業料免除措置のあり

方や免除枠を再検討する。

また，前年度まとめた「経

済的理由による就学困難学

生の経済支援に関するアク

ションプラン（2011-2015）」

（素案）を見直し・修正

し，早期に確定した上で，

困窮学生に対する長期的な

 

Ⅱ 

 

○ 前年度実施した本学独自の授業料免除が学生の経済的援助に有

効であることから，継続して本学独自の経費による授業料免除を

実施し，経済的困窮度の高い学生の授業料全額免除を行った。 

（本学独自の経費による授業料全額免除枠の「経済的困窮度の高い

者90人及び災害等の被災者10人程度」計100人のうち，前期は25

人を，後期は28人を東日本大震災被災者分に充てた。） 

○ 「経済的理由による修学困難学生の経済的支援に関するアクシ

ョンプラン（2011-2015）」（素案）の策定について，具体的な検

討のためのたたき台を作成するにとどまり，関係委員会で検討す

るまでには至らず，引き続き検討することとした。 

 

城 後 理 事

（学生課） 
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経済支援策を検討する。  

【14-2】 

○ 平成23年３月に発生し

た東日本大震災により授業

料等の納付が困難となった

学生に対し，経済的理由に

より修学を断念することが

ないよう，授業料等免除等

の経済的支援に関する制度

の充実を図る。 

 

【平成23年度補正予算（第３

号）の成立に伴い，追加し

た年度計画】 

 

Ⅳ 

 

○ 東日本大震災の被災者（学資負担者行方不明，自宅が全壊・半

壊・床上浸水のもの）の入学料を全額免除するとともに，前期分

及び後期分授業料を全額免除した。 

なお，震災発生前に入学料を納入済の上記被災者にあっては，事情

を考慮し特例として，入学料を全額返還した。 

○ 上記の授業料全額免除は，本学独自の経費による授業料全額免

除枠の「経済的困窮度の高い者90人及び災害等の被災者10人程

度」計100人分のうち，前後期各々該当者を東日本大震災被災者

分に充てた。 

○ 教職員・学生等から義援金を募り，総額610万円を，保護者死

亡，自宅が全壊・半壊・床上浸水の学生27人へ奨学金として配分

した。 

○ 平成24年度入学者の東日本大震災被災者に係る入学料免除実施

方法を検討し，入学料を全額免除することとした。 

【15】 

○ 課外活動等の学生の

自主的な活動を支援す

る。 

【15-1】 

○ 前年度に実施したリー

ダーシップ研修会を点検

し，必要に応じて見直し

を行い研修会を実施す

る。  

 

○ 前年度実施したリーダー

シップ研修会参加者アンケ

ート結果等に基づき，研修

会実施プログラム及び運営

面の問題点を探り，見直し

を行った上で研修会を実施

する。  

 

Ⅲ 

 

○ 前年度研修会の問題点把握として参加者が少なかったことか

ら，広報充実を目的として，意義のある研修会であることを広く

学生向けに周知するため，主任講師が広報映像用ＤＶＤを作成

し，対象学生向けに周知した。 

○ 実施面では，前年度参加学生数（30人）を上回る参加者数を予

定（50人）したので，安全配慮及び適切な研修実施のため，講師

等の人数及び使用機材を増やすこととし，以下のとおり実施し

た。 

１．日時  平成２３年２月２１日（月）～２４日（木） 

２．場所  国立日高青少年自然の家 

３．対象者 本学学生で運動部，体育系サークル活動のリーダ

ー又はこれに準ずる学生 

４．参加者 ２０名 

○前年度に引き続き，法令遵守について講義した。 

 

城 後 理 事

（学生課） 

【15-2】 

○ 前年度に実施した学生

の自主的な活動を支援す

る事業を継続して実施す

ると共に，新たな支援策

について検討する。 

 

○ 学生の自主的活動を支援

する課外活動用設備の整備を

継続するとともに，自主的活

動支援事業に対する学生のニ

ーズを把握するため，学内学

 

Ⅲ 

 

○ 東日本大震災被災地への学生ボランティア活動の支援を行うた

め学長裁定を定めた。（平成23年4月12日） 

（支援内容） 

・修学支援として，２週間以内の活動期間中の授業については欠席

扱いにしないこととし，履修期間の不足分については，補講・レ
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生団体向けにアンケート調査

を実施する。その結果に基づ

き，学内学生団体等の表彰制

度の見直し及び経済的支援を

含む支援策を検討する。 

○ 平成22年度まで実施した

チャレンジプロジェクト等の

事業を見直した結果に基づ

き，３事業を統合した「hue学

生プロジェクト'11」を実施す

る。  

ポート等で補完する。 

・経済的支援として，活動経費＠2,000円/日を補助する。 

（ボランティア活動状況）平成24.3.31現在報告分集計 

・参加学生数（延べ） 91人，活動日数（延べ） 370日 

○ ふくしまキッズ「夏季林間学校」（7/25～8/28）へ協力大学と

してボランティア学生を計 122人派遣した。 

○ ふくしまキッズ「冬のプログラム」（12/24～12/30）へ協力大

学としてボランティア学生を計21人派遣した。 

○ ふくしまキッズ「春のプログラム」（3/25～3/31）へ協力大学

としてボランティア学生を計22人派遣した。 

○ 東日本大震災被災者のためのボランティア活動を行う学内学生

団体へ活動支援を行った。 

○ 宮城教育大学教育復興支援センターの復興支援塾事業に学生ボ

ランティアを募り学生を派遣した。 

○ （財）国立大学協会が募集した平成23年度「震災復興・日本再

生支援事業」に宮城教育大学教育復興支援センターの復興支援塾

事業に協力する事業計画で応募し，学生ボランティアを募り学生

を派遣した。 

○ 宮城教育大学が開催した震災復興支援ボランティア報告会

（11/12開催）に学生を派遣した。 

○ 課外活動用設備整備のための予算を各校へ配分し，整備を図っ

た。 

○ 国際的又は全国的規模スポーツ競技会又は芸術文化活動で優秀

な成績をあげた学内学生団体又は学生個人を表彰した。 

○ 学内学生団体向けのアンケート調査（予備調査）を実施した。

（全学学生リーダーシップ研修会アンケート調査に併せて実施し

た。） 

○ hue学生プロジェクト'11の一般部門及び環境部門を募集し，採

択・配分した。 

○ hue学生プロジェクト'11のものづくり部門及び教材開発部門を

募集し，採択・配分した。 

【16】 

○ 学生寮を整備し，管

理運営体制を見直す。 

【16】 

○ 改修後の学生寮の実情

を把握し，管理運営体制

を中心に更なる改善を図

る。 

 

○ 改修後の学生寮において

前年度から開始した施設管

理人の業務が，学生寮の管

理運営に適切に機能してい

るか検証し，必要な見直し

を行う。また，学生寮の安

全面に配慮した管理運営の

 

Ⅲ 

 

○ 施設管理人業務を見直し，清掃回数の増減を含め，平成23年８

月から年間契約に移行した。 

○ 女子寮の安全・安心な生活のため，録画機能付き防犯カメラを

設置するとともに，必要な外灯を設置・改修した。 

○ 寄宿料の見直し（値上げ改定）を検討した結果，役員連絡会に

改定案を提案したが，算出方法を見直す旨再検討することとな

り，平成24年４月からの改定は見送ることとし，光熱水費の負担

 

城 後 理 事

（学生課） 
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改善方策を検討する。 

○ 大学の管理運営費負担と

学生負担の適切化に基づい

た寄宿料の見直しを行う。  

区分，徴収方法の在り方を含めて引き続き検討することとした。 

【17】 

○ 学生の生活上及び心

身の健康上の問題の解

決に向けて，学生相談

体制を充実させると共

に，教育大学生として

の倫理観，遵法精神，

人権侵害及び薬物使用

の防止等に関する教

育・広報活動を徹底す

る。 

【17-1】 

○ 教養教育において，倫

理・人権教育を全学的に

実施すると共に，次年度

に向けて教育方法等の改

善案を作成する。 

 

○ 教養教育において「倫

理・人権」を各校で開講す

る（４月）。 

○ 「倫理・人権」コーディ

ネータ会議を開催し，教育

方法等の改善のための情報

交換を行い，改善案を作成

する（９月，２月）。 

○ 共通教材等の必要性を検

討し，必要があれば24年度

に向けて共通教材等を作成

する（３月）。 

 

Ⅲ 

 

○ 教養教育において「倫理・人権」を各校(函館・旭川・釧路・

岩見沢は，前期開講済，札幌は後期に開講）で開講した。 

○ 「倫理・人権」コーディネータ会議を９月９日（事務局第２会

議室）にて開催し，教育方法等の改善のための情報交換を行っ

た。第二回コーディネータ会議を，２月16日に開催した。受講生

のアンケートを分析し，「倫理・人権」コーディネータ会議で報

告した。 

○ 「教養教育全学運営委員会準備会」の下位部門として設置され

た「共通基礎科目教材等作成部門会議（倫理・人権）」におい

て，共通教材を作成し，第二回コーディネータ会議において，検

討結果・作成内容について報告した。 

 

城 後 理 事

（学生課）・

教育改革室 

【17-2】 

○ 学生相談体制について

検証し，より充実した相

談体制の在り方を検討す

る。 

 

○ 学生生活実態調査及びハ

ラスメントに関する調査の

結果等に基づき，学生支援

委員会において，より充実

した相談体制の在り方を検

討する。  

 

Ⅲ 

 

○ 学生生活実態調査（平成21年度調査分）において，学生なんで

も相談室の認知度が低いこと及び相談の仕方がわからないとの回

答が多いことから「学生なんでも相談室」周知用パンフレットを

作成し，平成23年度当初，学生に配付した。 

○ 第５回学生支援委員会（1/20開催）において，より充実した相

談体制の在り方を審議し，各キャンパスの学生なんでも相談室の

相談体制の実施状況を踏まえ，問題点を整理した上で，今後，検

討を続けることとした。 

【18】 

○ キャリア支援員によ

る学生の就職支援や学生

の就職意識向上のための

施策を充実させ，指導教

員（アカデミック・アド

バイザー）による継続的

な就職支援を行う。 

【18】 

○ アカデミック・アドバ

イザーを中心にして，大

学教員，キャリア支援員

及びキャリアセンターの

連携を高め，入学から卒

業・就職までの一貫した

キャリア教育の質的改善

を行う。また，札幌駅前

サ テ ラ イ ト （ hue 

pocket）を活用し，各校

の連携を強め，就職率向

上に向けた就職支援を行

 

○ キャリアセンターでは，

キャリアセンター会議，副

センター長会議，専門委員

会等で，各校での就職指導

内容，就職指導企画，授

業，セミナー等の実施状況

等の情報交換を行い，各校

の実情に合わせ，質的改善

に向け取り組む。 

○ 進路意向調査，各種セミ

ナーアンケート等をもと

に，指導教員（アカデミッ

 

Ⅲ 

 

○ 就職支援セミナーを受講した学生及び，進路意向調査の結果か

ら，多くの企業・業種の解説をして欲しいとの希望があることか

ら，就職支援セミナーの開催形態を，企業単独による解説講座か

ら，企業・業種精通者を講師に招き，一度の開催で数十社の企

業・業界の解説を行う講座へ講座内容を改善し，幅を持った企業

選択，就職活動ができるよう指導を行った。 

○ アカデミック・アドバイザーマニュアルについて，社会人基礎

力や自己分析についての内容を盛り込み，学生がアドバイザーと

ともに進路について考えられる内容に改訂し，従来別冊であった

教務関係版と合冊にして作成した。新年度に配布予定である。 

○ 札幌駅前サテライト（hue pocket）を活用し，４年生未就職者

を対象とした学内合同企業説明会（８月30日～31日開催，参加者

 

城 後 理 事

（キャリア

セ ン タ ー

室） 
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う。 ク・アドバイザー），キャリ

ア相談員等が就職相談，就

職指導を行い，学生のニー

ズに対応した企画を立て，

キャリア教育の質的改善に

取り組み，就職率向上に役

立てる。 

○ 指導教員（アカデミッ

ク・アドバイザー）向け

の，キャリア形成・就職支

援マニュアルを改訂し，キ

ャリア教育の質的改善を図

る。 

○ 札幌駅前サテライトを活

用し，企業説明会，就職相

談等を実施し，キャリア教

育の質的改善を図り就職活

動を支援する。 

数53人，参加企業30社），保護者を対象とした就職説明会（10月

２日開催，参加保護者47人）等を開催した。 
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2 教育研究等の質の向上の状況 

(2) 研究に関する重要目標 

①研究水準及び研究の成果等に関する目標 
 

中
期
目
標 

学校現場や地域の課題解決につながる研究を推進し，成果を地域社会のみならず世界に発信できる水準を目指す。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【19】 

○ 必要な資源を重点的

に投入し，学校現場や

地域の課題解決につな

がる研究プロジェクト

を推進する。 

【19】 

○ 前年度開始の研究プロ

ジェクトの進捗状況や成

果還元の見通しを把握す

ると共に，新たなプロジ

ェクトの発掘や公募を行

う。 

 

○ 前年度開始した３つのプ

ロジェクトについて，その

進捗状況，期待される成

果，本年度の計画について

報告を求め，初年度の成果

について検討するととも

に，さらにプロジェクトを

推進する。 

○ 全教員に対して「学校現

場の課題解決」，「地域の課

題解決」につながるテーマ

を提示して新たな研究プロ

ジェクトの公募（８～９

月）を行う。 

○ 教育大学として重点的に

取組む研究プロジェクトの

推進について検討を開始す

る。 
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○ 学長裁量経費を配分し，以下の「開かれた学校」「小学校外国

語活動」「金融教育」に関するプロジェクトを推進した。 

「開かれた学校」 

・ 平成23年11月23日に開催された「新たな学力観の創造を目指し

て」－「開かれた学校」像への接近－のフォーラムにて，これま

での取組をもとに成果を公表し，平成24年３月には平成23年度の

研究活動を総まとめとして「研究紀要」を刊行した。 

「小学校外国語活動」 

・ 本学に設置している小学校外国語活動支援サイト（CELENET）

に，教材・指導方法事例集や，前年度に開催した小学校外国語活

動実践交流会での講師の講演，発表された授業の実践事例等を掲

載するなど，現職教員の授業実施に必要な「指導力」と「英語運

用能力」の向上に有効な情報提供を行った。 

・ 北海道教育委員会，札幌市教育委員会と小学校外国語活動支援

サイト（CELENET）のより効果的な運用について協議を行った。 

・ 小学校外国語活動実践交流会（平成24年２月）で小学校外国語

活動支援サイトの成果について研究報告を行った。また，平成23

年度の研究活動の総まとめとして，「小学校外国語活動研究紀

要」を平成24年３月に刊行した。 

「金融教育」 

・ 平成23年10月22・23日に開催された，日本社会科教育学会第61

回全国研究大会において，「教員養成課程における金融教育実践

者育成のためのカリキュラム開発－北海道教育大学「金融教育」

の場合」と題してこれまでの研究成果に関する研究発表を行っ

た。 
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○ 「学校現場の課題解決」「地域の課題解決」につながる新たな

研究テーマについては，平成24年３月に公募した。 

○ 教育大学として重点的に取り組む研究プロジェクトの推進につ

いて，検討し，教員養成学部が共通に解決すべき課題について，

今後４教育大学（北海道教育大学，東京学芸大学，愛知教育大

学，大阪教育大学）が協働でプロジェクトを進めていくこととし

た。 

【20】 

○ 「へき地・小規模校

教育」をはじめ，「食

育」，「環境教育」，

「特別支援教育」に関

する研究を重点的に支

援して，本学の特徴的

な研究を創造する。 

【20】 

○ 前年度開始の研究プロ

ジェクトの進捗状況や成

果還元の見通しを把握す

ると共に，新たなプロジ

ェクトの発掘や公募を行

う。 

 

○ 以下の３つのプロジェク

トについては，１１月を目

途に中間報告書の提出を求

め，進捗状況や成果還元の

見通しを把握する。 

・「へき地・小規模校教育」に

関しては，学校・地域教育

研究支援センターのへき地

教育研究支援部門。また，

「環境教育」に関しては，

ＥＳＤ推進センター及びユ

ネスコスクールに指定され

ている附属学校（附属釧路

小学校，附属札幌中学校）

を中心としたプロジェクト

に対し，学長裁量経費を配

分し研究を推進する。 

・「食育」については，北海道

の小・中学生の諸問題（体

力向上，食生活における問

題等）及び健康との関わり

に重点をおいた研究を推進

する。 

・「特別支援」については，特

別支援プロジェクトの取組

としてホームページを開設

し，教材やツールを公開す

る等の情報提供を行う，ま

た，プロジェクトの報告会

などを随時開催する。 
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○ 以下の「へき地・小規模校教育」「環境教育」「食育」について

は，学長裁量経費を配分し，また，「特別支援教育」に関しては

特別経費（概算要求プロジェクト経費）により，研究を推進し

た。新たなプロジェクトの公募については，中期計画実施等経費

として，「遠隔地域を包括する特別な教育的ニーズのある子ども

の発達支援システムの構築―地域特性に応じた教育資源と情報シ

ステムの活用を目指して―」がある。 

「へき地・小規模教育」 

・ 「へき地・小規模校における国語・体育・算数の授業研究」を

テーマに，十勝へき地・複式連盟との共同研究を実施した。ま

た，標茶町立磯分内小学校との協働による「複式授業・少人数教

育のあり方」の研究を深めるなど，北海道の教育現場に対応した

取り組みを実施した。 

・ 北海道立教育研究所と連携し，「複式学級における学習指導の

在り方」の改訂版を刊行し（10月），第60回全国へき地教育研究

大会北海道大会等で配付するなど，成果の普及を図った。 

・ 全学的に公募して採択した６件のへき地教育研究の成果をベー

スに，研究紀要「へき地教育研究」第66号を刊行した（平成24年

1月）。 

・ 平成24年３月３日（土）には，平成23年度へき地・小規模校教

育フォーラムを札幌市で開催し，センターでの研究成果の普及を

図った。 

・ センターとへき地教育実践との連携・協力による現職教員研修

の充実を図った。その中で，第60回全国へき地教育研究大会北海

道大会の運営など，全国規模の事業の運営を行った。 

「環境教育」 

・ ＥＳＤ推進センターが釧路市教育委員会と共催で，「ＥＳＤ・

ユネスコスクール研修会」を開催（平成23年10月18日（火），釧

路市立山花小中学校）し，研究成果を地域に還元した。 

・ 第5回ＨＥＳＤ（持続可能な開発のための高等環境教育）フォ

ーラムで，ＥＳＤ推進センターの研究活動報告（平成23年11月1
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9・20日，徳島大学）を行った。 

・ ＥＳＤ推進センターが釧路ユネスコ協会と共催して，「釧路ユ

ネスコ子どもキャンプin2011」を開催（平成23年９月17日（土）

～19日（月）），それを環境教育に関する実践研究の場とした。 

・ ＥＳＤ推進センターの研究成果を，紀要『ＥＳＤ・環境教育研

究』として刊行した（平成24年３月）。 

・ 附属札幌中学校での環境教育の一環として，生徒に対するＥＳ

Ｄの解説や海外研修報告を学校だより『藤房』に連載し，ユネス

コスクールとして韓国ソウルの中学校とのインターネット交流，

中国江蘇省の中学校との相互訪問を行なった。 

「食育」 

・ 北海道の子どもの学力や体力向上，食育の推進等に関する課題

の解決を図るため，及び北海道の子どもたちの健全育成を図るこ

とを目的として，４者（北海道教育大学，北海道教育委員会，北

海道フットボールクラブ，ＪＡグループ北海道）による相互協力

協定を締結し（平成23年10月１日（土）），「がんばれ東北・元気

米プロジェクト」を開催した。また３月22日には同じく上記四者

相互協力協定に基づき，「食と農をつなぐ教育フォーラム～食か

ら見る命の大切さ～」（KKR札幌）を開催した。 

・ 上記，４者連携の取り組みである「輝け☆北海道の子どもたち

プロジェクト」の一環として，北海道の小・中学生の体力向上，

食生活における問題等に重点をおいた研究を推進した。 

「特別支援」 

・ 特別支援教育プロジェクトの取組として，ホームページ（「ほ

くとくネット」）を開設し，教材やデジタル絵カード等のツール

を公開する等，プロジェクトの成果を踏まえた情報提供を行っ

た。 

・ プロジェクトの一環として，平成23年７月10日（日）札幌校に

おいて「特別な教育的ニーズのある子ども達の教育支援・教育方

法の開発」シンポジウム，また，平成23年８月28日（日）釧路校

において，「インクルーシブ教育に向けた授業づくり」をテーマ

に講演会を開催し，研究成果の普及を図った。更に平成24年１月

６日（金）に障害児支援及び心理検査研修会を開催した。 

【21】 

○ 小・中学校の理数科

教育について，教育内

容・方法を研究・開発

し，その成果を現職教

員研修など学校教育支

【21】 

○ 各研究プロジェクトに

おいて，シンポジウムや

教員研修等を通じて成果

を地域に還元すると共

に，研究計画に基づいた

 

○ 小・中学校の理数科教育

については，平成22年度か

ら３ヶ年計画で実施してい

る。その中で，理科プロジ

ェクトの中間報告等に係る

 

Ⅲ 

 

○ 以下の「理科」については特別経費（概算要求プロジェクト経

費），「数学」に関しては学長裁量経費により研究プロジェクトの

推進を支援した。 

「理科」 

・ 学生及び現職教員向けの「理科実験・解説書」を刊行し（平成
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援や国際協力に活か

す。 

プロジェクトを継続して

実施する。 

シンポジウムを教員養成大

学教員・小中学校の現職教

員及び学生を対象としたシ

ンポジウムを開催する。 

○ 「理科」については， 

・『解説・解説書』について

は，平成23年度の完成を目

指す。 

・学生に対する意識調査を実

施し，調査結果をもとに教

員養成課程におけるカリキ

ュラム開発に取組む。 

・現職教員のための研修・指

導プログラムの開発に着手

する。 

○ 「数学」については 

・「算数・数学の授業づくりに

関する研究」のテーマのも

と，３回程度の研究会（Ｔ

Ｖ会議を含む）でプロジェ

クトの経過と進捗状況を確

認しながら 

 ①教科専門科目（小学校算

数・中学校数学）の指導内

容・方法について検討す

る。 

 ②各地区の附属小・中学校

それぞれの授業者による特

徴を活かした実践・具体例

をもとに，教材研究を行

う。 

24年３月），その普及を図るために，ワークショップ型のフォー

ラムを札幌で開催した（かでる2.7，平成24年３月24日（土））。 

・ プロジェクト研究の一環として，現職教員等に向けた研修を札

幌校（平成24年１月），釧路校（平成24年３月）において開催

し，それぞれ現職教員等14人，６人の参加があり，プロジェクト

で開発した理科教材についてその普及を図ることができた。 

・ 教員養成３キャンパスにおいて，学生に対する意識調査のアン

ケートを実施した（平成23年５・６月）。アンケート結果につい

ては，平成24年３月のフォーラムにおいて公表し，参加者（現職

教員，道教委関係者等）と大学との間で，養成段階における課題

とその解決策について，理解を共有した。 

「数学」 

・ 教員養成キャンパスの数学教員と附属小学校・中学校の算数・

数学教員とで，３回のプロジェクト会議と（平成23年７月14日，

平成23年12月６日，平成24年２月20日）各プロジェクトメンバー

による附属学校での実践等をもとに，これまでの指導内容・方法

等について検討を行って，数学教育上の課題を整理し，学生・現

職教員向けのテキストとして含めるべき内容の方向性を定めた。 
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【22】 

○ 研究成果の社会への

還元のため，シンポジ

ウム，研究成果報告会

を積極的に開催すると

共に，国際会議等の開

催・出席に積極的に関

わる。 

【22-1】 

○ 専門職学位課程の「マ

イオリジナルブック」の

成果発表会を行う。ま

た，専門職学位課程の成

果を発表するためにシン

ポジウムを開催する。 

 

○ 専門職学位課程の「マイ

オリジナルブック」の成果

発表会を行い，道教委，関

係市教委，校長会等から出

席を求め，成果を広く還元

する。  

○ 専門職学位課程の成果を

発表するためにシンポジウ

ムを開催し，実践・研究の

深化・発展を図る。 
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○ ＭＯＢ発表会は，各キャンパスとも外部の方が出席しやすい週

末に開催（釧路２/19，，旭川３/３，札幌３/10）し，在院生，大

学院教員の他，教育委員会，連携協力校，学部教員，学部生など

の出席を得た。参加人数は，札幌60人（学外３人），旭川55人

（学外22人），釧路34人（学外12人）。 

平成23年度にシンポジウムは開催できなかった。これは，過去

の実施状況によりシンポジウムのみでは参加する者も少なく，本

来の目的を達成できないと判断したことによる。今後の予定とし

ては，札幌駅前サテライト（hue pocket）を活用した，実践発

表・交流会，公開授業やＭＯＢ発表会などを統合した企画を検討

する。 

 

学術研究推

進室 

【22-2】 

○ 大学として重点的に進

めている研究プロジェク

トや教員の自発的な研究

活動に対して，学長裁量

経費で支援を行い成果還

元のためのシンポジウ

ム，及び国際会議等での

発表を推進する。 

 

○ 「理科プロジェクト」「特

別支援教育プロジェクト」

「金融教育」「小学校外国語

活動」については，実践交

流会やワークショップを開

催し研究成果を広く公開す

る。 

○ 教員海外派遣経費（学長

裁量経費）を使って教員の

国際会議等への出席を促す

とともに，新たに教員在外

研究支援経費（長期）の制

度を設ける。 

○ 第６回東アジア教員養成

国際シンポジウムをはじ

め，大学が重点的に進めて

いる研究プロジェクトに関

わる国際会議等に積極的に

参加し，研究成果を発表す

る。 

○ 学長裁量経費で行った海

外発表等の成果を大学のホ

ームページで発信できるよ

うにする。 

○ 研究活動アンケートを９

月末までに実施し，本学の
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○ 年度計画番号19・20・21・22-1に記したとおり，各プロジェク

トの研究成果を広く公開するための活動を順調に実施した。 

○ 学長裁量経費における研究成果報告会（平成23年８月）を開催

するとともに，大学のホームページで公開した。 

○ 国際会議等での研究発表を推進するために，教員海外派遣経費

（学長裁量経費）の採択課題数を例年の５～10件から14件に増や

した。 

○ 第６回東アジア教員養成国際シンポジウムに，学長裁量経費の

支援によって教員を派遣し研究成果を発表した。 

○ 研究活動アンケートを実施し，研究会誌の発行等，研究活動面

で資金面の支援を必要とする研究会が多いことなどがわかった。 

  また，学生教育や現職教員への研究成果の還元という観点か

ら，大学として各研究会の活動を活性化する方策を考える必要が

あるなど，今後の検討課題について示唆を得た。 
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教員が自主的に関わる研究

会等の成果を調査・分析す

るとともに，それに基づ

き，学長裁量経費での具体

的支援策を検討する。（前年

度未実施分）。 
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2 教育研究等の質の向上の状況 

(2) 研究に関する重要目標 

②研究実施体制等に関する目標 
 

中
期
目
標 

中期目標期間の研究を機動的に推進し，研究環境を整備するために学術研究推進室を中心としたマネジメント体制を確立する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【23】 

○ 学術研究推進室に，

「研究支援コーディネ

ータ（仮称）」を配置

し，各種研究助成や研

究動向に関わる情報，

研究環境改善に資する

情報等を専門的に収集

して，本学の研究を推

進する。 

【23】 

○ 前年度の成果を踏ま

え，地域・社会から求め

られている研究テーマや

ニーズ等の調査・把握に

努め，教員に情報を提供

すると共に，科学研究費

補助金等の外部資金獲得

へ向けて継続的な申請の

サポートを行う。 

 

○ 全学統合グループウェア

「hue-IT」のコンテンツを

充実させ，研究支援に係る

情報を教員に提供する。ま

た，教員や地域等のニーズ

に対し，研究支援コーディ

ネーターが中心となって，

各校毎に科研費説明会を開

催するとともに，教員面談

を行うなどきめ細かく対応

する。 

 

Ⅲ 

 

○ 全学統合グループウェア「hue-IT」の「研究支援のお知らせ」

において130件以上の情報を教員に提供した。科研費に関する情

報は，「科研費のお知らせ」掲示板を新たに設置した。 

○ 科研費説明会を各キャンパスで開催し（岩見沢８/24，旭川８

/25，釧路９/２，函館９/９，札幌９/16），教員150人の参加があ

った。平成23年度は，基金化の制度説明と研究計画書作成ノウハ

ウの解説に重点を置き，科研費を活用した研究を推進した。 

○ 科研費説明会の前後で教員面談を行い，教員73人と面談した。

平成23年度は，科研費に申請しているが採択に至っていない教員

を中心に面談を行い，個々の研究の現状や本学の研究支援等につ

いて意見交換を行った。 

○ 「動物実験（10/25）」「安全保障貿易管理（10/６,28）」「リサ

ーチ・アドミニストレーター（２/16-17）」等に関する外部の説

明会に参加して情報収集を行い，本学の研究関係規則や研究環境

の整備・検討を行った。 

 

学術研究推

進室 

【24】 

○ 学術研究推進室が中

期計画に関わる研究チ

ームを統轄し，研究費

を戦略的に配分して研

究を推進する。 

【24】 

○ 学長裁量経費等を，中

期計画との関連性や前年

度の科学研究費補助金へ

の申請状況等に基づいて

重点的に配分し，戦略的

に研究を推進する。 

 

○ 昨年度の学長裁量経費配

分の基準を採択者の報告と

照らし合わせその妥当性を

検討する。さらに，本年度

の予算額に応じた配分基準

を定め，それに基づいた研

究費の配分を行う。 

○ 学長裁量経費並びに中期

計画等実施経費による研究

 

Ⅲ 

 

○ 平成22年度の学長裁量経費採択者の報告をとりまとめ，科研費

への申請状況等を確認した。平成23年度の学長裁量経費は，予算

総額と各募集区分への申請状況を考慮し，配分基準に基づいて研

究費の配分を行った。 

○ 学長裁量経費採択者の報告及び中期計画等実施経費による研究

プロジェクトの報告をとりまとめ，それらをもとにして，大学を

代表する研究を組織的に遂行するために必要な情報について検討

し，報告書に「当該研究テーマに関する政策や提言等」，「当該研

究テーマに深く関わる最近の研究動向」，「当該研究で残された課

 

学術研究推

進室 



北海道教育大学 

- 63 - 

 

プロジェクトをもとに，大

学を代表する研究を組織的

に遂行するために必要な情

報を得るための報告書を作

成する。 

題と今後の展望」などについてポンチ絵などのわかりやすい資料

を１枚添付することとし，平成23年度の研究報告から実施するこ

ととした。それをもとに学術研究推進室で次年度の概算要求（プ

ロジェクト経費）等で推進すべき研究の原案を作成する。 

【25】 

○ 研究専念制度の活用

を促進するため，研究

時間確保や研究費支援

等の方策と併せて制度

の見直しを行い，必要

に応じて改善する。 

【25】 

○ 長期研究専念制度活用

のため，「教員在外研究

支援経費（長期）」に基

づく研究の公募を開始す

ると共に，短期研究専念

制度活用の促進に向けて

４学期制のシミュレーシ

ョンを行うなど，具体的

な検討を行う。 

 

○ 昨年度採択者へのインタ

ビュー及び報告会を企画

し，利用促進を図る。 

○ 長期研究専念制度活用の

ため，「教員在外研究支援経

費（長期）」に基づく研究の

公募する。 

○ 短期研究専念制度（３ヶ

月）活用の促進に向けて，

教員養成課程における４学

期制の導入が可能かどうか

の判断を行うためのシミュ

レーションを実施し，本学

への導入の可否について判

断を行う。 
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○ 研究専念制度の利用促進に向けて，他大学から情報を収集し

た。 

○ 教員在外研究支援経費<長期〉については，学術研究推進室会

議において制度と財源の確保についての検討を行った。 

○ ４学期制の導入に向けて，旭川校でシミュレーションを実施

し，導入の可否について検討し，教科教育等の必修科目のクラス

数によっては，教員の複数配置が必須であるなど，課題があるこ

とがわかった。 

 

学術研究推

進室 
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【26】 

○ 研究の質の向上のた

め，研究活動の自己点

検評価を実施し，評価

結果を踏まえて研究活

動の見直しを行う。 

【26】 

○ 前年度実施した研究活

動の自己点検評価の分析

結果により明らかになっ

た諸課題等について，そ

の解決に向けた検討と，

平成22年度～平成24年度

の研究計画について点検

を行う。 

 

○ 前年度実施の研究活動の

自己点検評価における分析

から，「未達成」の教員にお

ける課題の共通性・特異性

の詳細な分析を実施し，課

題解決に向けた具体的な方

策を検討する（前年度未実

施分）。 

○ 自己点検評価書及び入力

システムの見直しを行い，

より自己評価書を分析し易

くするとともに，点検の実

施に際し，データのより詳

細な分析を行う。 
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○ 新たな３カ年（平成22～24年度）の研究計画の提出を依頼し

た。「研究活動に対する目標計画ならびに達成状況票」の入力状

況は全学で52.51%であった。今後，入力率向上を図るため全教員

に通知（平成24年１月）を行った。 

○ 自己点検評価の分析を行い，「未達成」の教員に共通する事項

として，①各種委員会等の業務が多い，②課程再編に基づく教育

負担が大きい等の理由が明らかとなり，個別の理由については，

「子育て」「病気」等，不測の事態があったことなどがわかっ

た。この結果を踏まえ，特に共通事項である各キャンパスにおけ

る各種委員会や全学委員会の数，及び各委員会の構成員の数とキ

ャンパスの教員数との関係などの，課題解決に向けた事実把握の

ための調査が今後必要である。 

○ 現在の自己点検評価書にある自由記述欄について，記述率が低

く，そのため分析時のカテゴリー分けなどが困難となり，評価に

有効に働いていないことがわかった。そのため，「専門分野に関

する研究の達成度」ならびに「学部の教育及び大学院教育の目的

の沿った研究の達成度」に関して，自由記述部分のカテゴリー化

を行い，研究活動の自己点検評価に反映するよう見直しをするこ

とにした。また，自由記述部分は，公表にそぐわないプライベー

トな内容が含まれているため，公表データの精選を行っている。 

 

学術研究推

進室 
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2 教育研究等の質の向上の状況 

(3) その他の目標 

①社会との連携や社会貢献に関する目標 
 

中
期
目
標 

①  北海道の実態を踏まえた社会貢献を一層効果的に進める。 

② 現職教員の資質能力の向上と，子どもがよりよく育つ環境づくりに貢献する。 

③ 本学教員の教育研究活動に基づく学習の場を積極的に提供するなど，地域社会の発展に貢献する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【27】 

○ 「北海道地域教育連

携推進協議会」を積極

的に活用し，北海道の

教育課題に，より具体

的・継続的に取り組

み，その成果を普及さ

せると共に，各校長

会・教育関係団体との

連携を推進する。 

【27-1】 

○ 北海道地域教育連携推

進協議会の幹事会を北海

道の教育課題に対応して

柔軟に運用するなど，教

育行政機関との連携を強

化すると共に，北海道の

教育課題に対応した「北

海道地域教育連携フォー

ラム」を開催する。 

 

○ 北海道地域教育連携推進

協議会の幹事会において，

学生ボランティアによる学

校の教育活動への支援の拡

大や，小学校外国語活動に

おける取組など，北海道の

教育課題に連携して取り組

むための協議を行う。 

○ 北海道地域教育連携推進

協議会の主催事業として，

北海道の緊要な教育課題に

対応した「北海道地域教育

連携フォーラム」開催す

る。 

 

Ⅲ 

○ 北海道地域教育連携推進協議会幹事会の実施 

 北海道の緊要な教育課題である「子どもの学力向上」，「へき地・

複式教育の充実」などのテーマで会議を運営し，学生ボランティア

による学校の教育活動への支援，小学校外国語活動に携わる現職教

員への支援を推し進めていくこととし，また，新たに，防災教育に

ついて連携して取り組んでいくことを確認した。（第１回７月28

日，第２回９月29日に開催） 

なお，幹事会の協議による成果は，次のとおり。 

・ 北海道立教育研究所との連携による「複式学級における学習

指導の在り方」（改訂版）を刊行した。（平成23年10月） 

・ 北海道立教育研究所主催の研修講座に講師を派遣（食育，小

学校外国語活動，防災教育，生徒指導論等）した。また，同研

究所が主催する北海道教育の日「教育講演会」に講師を派遣し

た。 

・ 北海道教育委員会との連携による「学生ボランティア派遣事

業」をさらに推進し,234名の学生が参加した。（平成22年度は1

60人が参加） 

・ 札幌市教育委員会との連携による学校支援ボランティアの取

り組みを推進し，延べ203名の学生を派遣した。 

・ 北海道教育委員会，札幌市教育委員会の協力を得て本学が運

営している小学校外国語活動支援サイトＣＥＬＥＮＥＴの登録

者数が1,077人となった。(平成24年２月) 

・ 北海道教育委員会と連携し「防災に関するリーフレット」を

作成し，北海道内全小・中・高校，特別支援学校に配付した。 

 

地域連携推

進室 
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・ 北海道教育委員会と連携し「全道防災教育研究フォーラム」

を開催した。（平成23年10月26日） 

・ 北海道教委育委員会が主催する北海道イングリッシュキャン

プに，24人の学生ボランティアとして派遣し，運営を支援し

た。（１月７日～14日） 

○  北海道地域教育連携推進協議会の実施 

協議会の主催事業及び本学が協議会の協力を得て実施している

地域貢献事業について，今後，連携を強化して取り組んでいくこ

とを確認した。また，本学が進める学部化構想について理解を図

るとともに，教職大学院の充実について連携して取り組んでいく

こととした。さらに，北海道の緊要な教育課題である子どもの学

力向上，防災教育について，連携して取り組んでいくことを確認

した。（平成24年３月14日開催） 

○ 北海道地域教育連携フォーラムの実施 

幹事会での議論を踏まえ，北海道の緊要な教育課題である「子

どもの学力向上」に対応するフォーラム「学習に意欲を持ち，自

ら学ぶ子どもを育てるために」を札幌駅前サテライトで開催し，

現職教員ら62人が参加した。（平成24年１月26日） 

アンケートによれば，本フォーラムには，参加者の８割が内容

を評価しており，教育現場への成果の普及の面で成果があった。 

【27-2】 

○ 校長会や，教育関係団

体との協議の場を設ける

と共に，北海道の教育課

題に対応し，柔軟に連携

していけるよう関係を深

める。                                   

 

○ 学校や教育行政等が抱え

る教育課題を率直に話し合

う機会として，校長会や教

育関係団体との意見交換会

を実施し，相互に理解を図

る。 

○ 学校や教育行政等に対

し，子どもの学力向上に対

応した「現職教員への応援」

「学校の教育活動への応援」

「家庭や地域への応援」を

観点とした本学の各種事業

への理解を涵養し，連携し

て取り組めるよう関係を深

める。 
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○ 校長会と北海道教育大学との意見交換会 

北海道小学校長会，北海道中学校長会，北海道特別支援学校長

会，札幌市中学校長会，石狩管内小中学校長会と，本学の学長，

理事，教員養成３キャンパスの副学長との意見交換会を開催し

（１月 11日），本学の教育，研究，地域貢献の取組について理解

を図るとともに，北海道の緊要な教育課題に対して連携して取り

組んでいくことを確認した。 

○ 教育関係団体との協議 

旭川校において，「地域連携フォーラム」を開催し（11 月 23

日），学生ボランティア派遣事業や，北海道立旭川美術館との連

携による「旭川地域連携アートプロジェクト」の取組などの報告

や，地域連携についての意見交換を通して，今後も教育関係団体

との連携を深めていくことを確認した。 

○ 北海道の子どもの学力向上を応援するプロジェクトの実施 
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教育委員会，校長会，同窓会等と連携し，「北海道の学力向上

を応援するプロジェクト」を推進し，「現職教員への応援」，「学

校の教育活動への応援」，「家庭や地域への応援」を柱とした学生

ボランティア派遣事業，教員免許状更新講習，小学校外国語活動

に関する事業を実施した。 

関連して，平成 23 年度新規に，学力観をテーマとした「学

校・地域教育研究支援センターフォーラム 2011 函館」を実施し

た。（11 月 23 日）。さらに，フォーラムの成果を報告書にまとめ

刊行し，普及を図った。（400部） 

○ 松前町との相互協力協定の締結 

新たに松前町と，教育，文化，学術及び地域振興に関する協力

関係を深め，両者の発展と充実に寄与するため，相互協力協定を

締結した。（９月１日） 

  併せて，本協定に基づき，松前町と岩見沢校で，「相互協力協

定に関する覚書」を締結した。 

○ JA グループ北海道，北海道フットボールクラブ，北海道教育

委員会，本学の４者による相互協力協定の締結 

北海道の子どもの学力や体力の向上，食育の推進等に関する課

題の解決を図り，北海道の子どもたちの健全育成を図るため，４

者による相互協力協定を締結した。（平成 23 年 10 月１日） な

お，教育全般について，教育委員会（北海道教育委員会），大学

（本学），スポーツ団体（北海道フットボールクラブ），農業協同

組合（JA グループ北海道）が連携協定を締結するのは全国で初

めてのことである。 

○ 第33回全国国立大学生涯学習系センター研究協議会の開催 

全国の国立大学の生涯学習系センターの唯一の研究協議会であ

る「全国国立生涯学習系センター研究協議会」を当番校として開

催し（10 月 20 日～21 日），国立生涯学習系センターへの期待と

応答をテーマに，協議を行った。 

また，本協議会の成果を報告書にまとめ刊行し，普及を図っ

た。（800部） 

【27-3】 

○ 北海道地域教育連携推

進協議会，校長会，教育

関係団体から出された北

海道の教育課題について

 

○ 前年度設置した「学内連

絡調整会議」の機能を生か

し，北海道地域教育連携推

進協議会，校長会や教育関

 

Ⅲ 

 

○ 全理事で構成する「学内連絡調整会議」において，前年度，北

海道地域教育連携推進協議会，校長会との意見交換会で出された

課題への対応に関する進捗状況を確認し，北海道地域教育連携推

進協議会幹事会及び校長会と北海道教育大学との意見交換会で報
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学内連絡調整会議で整理

し，検討を行う。                                          

係団体との意見交換会等で

出される課題に担当部局が

円滑に取り組むことができ

るよう課題を整理する。 

告した。 

  また，平成23年度の「北海道地域教育連携推進協議会幹事会」

や，「校長会と北海道教育大学との意見交換会」で出された課題

を整理し，学内連絡調整会議において，各担当理事に対応を依頼

した。 

  なお，今後開催する北海道地域教育連携推進協議会で出される

課題についても，学内連絡調整会議で課題を整理し，情報の共有

を図るとともに，各担当理事に適切に課題の内容を伝え，改善を

付託することで，外部からの要望に対応していくこととしてい

る。 

【28】 

○ 相互協力協定先や地

域コンソーシアムとの

活動を深め，学校支

援・地域教育支援など

の諸事業を展開し，社

会貢献に関わる事業を

体系化し，事業の成果

を普及させる。 

【28-1】 

○ 子どもの学力向上や，

地域のスポーツ，文化活

動に対応した事業の実施

について，その一層の充

実を図る。                                             

 

○ 地域貢献推進経費（学長

裁量経費）などにより，子

どもの学力向上や，地域の

スポーツ，文化活動に対応

した各種事業に重点的に取

り組むなど，一層の充実を

図る。 
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○ 北海道の緊要な教育課題や，生涯学習の充実等に対応するた

め，地域貢献推進経費（学長裁量経費）によるプロジェクトに，

「子どもの学力向上」，「子どもの体力向上」，「地域の芸術，文化

活動の推進」といった重点対象を設け学内での公募を行い，29件

のプロジェクトを採択・実施した。 

  なお，それぞれの重点対象に関する主なプロジェクトは次のと

おり。 

「子どもの学力向上」に対応した主な事業 

・ へき地・小規模校教育における授業力向上を図る研究推進事

業 

・ 道北地域における学校支援実践プロジェクト 

・ 学力向上支援実践プロジェクト 

・ 北海道教育大学を要とした学校・地域連携モデル「教育の鶴

居」プロジェクト 

・ 相互協力協定に基づく「弟子屈プロジェクト2011」 

「子どもの体力向上に対応した主な事業 

・ 相互協力協定に基づく地方自治体及び連携・協力機関との連

携事業 

・ 北海道教育大学学長杯争奪第３回中学校剣道錬成大会 

・ 中学校指導者（中学年代）と大学による総合的なサッカー指

導システムの構築 

・ 子どもたちが活き活き活動する武道授業の普及に向けて「地

域の芸術，文化活動の推進」に対応した主な事業 

・ 教養セミナー ベートーベンとヨーロッパ文化史 

・ 北海道教育大学オペラワークショップVOL.７ 

・ 市民と教大生による「合同イコン」展 

・ 小中高等学校・特別支援学校の音楽授業，または，芸術鑑賞

会に，プロの生演奏を提供するプロジェクト 

 

地域連携推

進室 
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○ 北海道教育の日協賛事業の実施 

  北海道教育の日（11月１日）に協賛し，６件の協賛事業を実施

した。 

【28-2】 

○ 学長裁量経費による地

域貢献についてのプロジ

ェクトの課題を整理し，

改善を図る。                                           

 

○ 前年度のプロジェクトの

課題を整理し，「子どもの学

力向上」など，北海道の緊

要な教育課題に対応した事

業をさらに推進できるよう

重点対象を設ける。 

○ 事業の成果の普及が図れ

るよう成果の発表の場を設

けるなどの工夫を行う。 
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○ 地域貢献推進経費（学長裁量経費）の改善 

 これまでの地域貢献推進経費（学長裁量経費）によるプロジェ

クトの課題を整理・検討し，公募の趣旨に加え，①地域貢献をイ

ベントで終わらせないために継続性があるか，②プロジェクトが

単なる研究目的でないか，③地域社会との連携により行われてい

るか等の観点で，地域連携推進室がプロジェクト代表者に確認を

行うなど，さらに地域への貢献が図られるよう採択までの手続き

の改善を図った。結果，「子どもの学力向上」など，北海道の教

育課題への対応及び地域の芸術・文化・スポーツへの支援に繋が

る事業２９件を実施した。 

  また，重点対象とした「子どもの学力の向上」に対応する事業

５件を採択した。 

（子どもの学力の向上に対応した事業） 

・ へき地・小規模校教育における授業力向上を図る研究推進事

業 

・ 道北地域における学校支援実践プロジェクト 

・ 学力向上支援実践プロジェクト 

・ 北海道教育大学を要とした学校・地域連携モデル「教育の鶴

居」プロジェクト 

・ 相互協力協定に基づく「弟子屈プロジェクト2011」 

○ 地域貢献推進経費（学長裁量経費）によるプロジェクトの成果

の普及 

  事業の成果の普及のため，北海道地域教育連携推進協議会の幹

事会でプロジェクトの詳細について説明し，理解を図った。 

  また，事業の成果の普及が図られるよう報道機関への情報提供

を行った。プロジェクトの成果の発表として，新学習指導要領に

対応した武道の出前講座，公開講座「ベートーベンとヨーロッパ

文化史」（２回シリーズ），標津町教育委員会との連携による「サ

イエンスフェア」，公開シンポジウム「日本の難民受け入れ～難

民の子どもの体験から考える」などを実施した。 

  なお，今後，「北海道教育大学における地域貢献の概要」（平成

23年度版）を刊行し（平成24年２月），関係機関等や，地域住民

への配付等を通して広く成果の普及を図るとともに，各種フォー

ラムなどの機会に成果の普及を図る。 

【28-3】    
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○ 社会貢献についてのプ

ロジェクト事業の成果を

普及させるため，報告書

の一層の充実を図ると共

に，ホームページを有効

に活用し，積極的な情報

提供を行う。 

○ 地域貢献に関する報告書

において，プロジェクト事

業の概要に関する記載を充

実させる。 

○ 各種事業に関する情報を

迅速にホームページに掲載

するなど，積極的な情報提

供を行う。 

○ プレスリリースなどによ

り，報道機関への積極的な

情報提供を行う。 

Ⅲ ○ 社会貢献におけるプロジェクト事業の普及を図るため，「北海

道教育大学における地域貢献の概要」（平成23年度版）を刊行（5

00部）し，関係機関へ送付する。（平成24年２月） 

○ 本学が刊行する学報や，本学ホームページに各種事業に関する

PRや，実施内容の詳細を掲載し，成果の普及を図った。このこと

により，本学が重点として実施している「小学校外国語活動」に

ついて，当該支援サイトであるCELENETへの登録者数が1077人と

なった。また，「子ども・地域と防災（防犯）教育プロジェク

ト」に関わり，大阪市会文教教育委員会や，留萌管内市町村教育

委員会委員研修会の開催などが行われた。 

○ 北海道教育委員会が中心となり実施している「北海道教育の

日」や，文部科学省の実施する「教育・文化週間」において，本

学の地域貢献に関する事業を協賛事業として実施し，幅広い普及

を図った。 

○ より迅速に各種事業の情報や，事業実施後の成果の普及が図ら

れるよう広報担当者との連携を図り，全学ホームページの更新頻

度を高めるとともに，より分かりやすく内容が伝わるようレイア

ウトを改善した。 

○ プレスリリース等により，報道機関への適切な情報提供を行

い，多くのメディアを通して，地域への情報発信を行った。 

○ 「学校・地域教育研究支援センターリーフレット」の刊行し，

センターの研究や事業について，学内外に広く周知を図った。（8

00部） 

○ 地域への積極的な情報提供を図るため，本学が主催する各種事

業の概要を報道機関へ情報提供し，多くのメディアを通して，情

報発信を行った。（新聞等に163件掲載された。） 

○ 本学のホームページに，地域貢献に関する事業等の情報を適宜

掲載するとともに，当該事業の実施内容等を即日掲載し，広く周

知を図った。（54件掲載） 

【29】 

○ 教員免許状更新講習

を積極的に実施すると

共に，教育委員会や他

大学と連携し，北海道

の教員免許状更新講習

の連絡・調整におい

て，積極的な役割を果

たす。 

【29-1】 

○ 教員免許状更新講習実

施事務センターのホーム

ページに開設講習情報を

早期に掲載するなど，受

講生の利便性の向上を図

る。                                    

 

○ 講習案内を掲載している

「教員免許状更新講習実施

事務センター」のHPによ

り，年度当初に第Ⅰ期（夏

期）に加え，第Ⅱ期（冬

期）の開設情報を掲載し，

情報提供の充実を図る。 

○ 他大学と連携し，新たに

札幌駅前サテライト，小樽
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○ 受講者が年間の受講計画を立てやすくなるように，「教員免許

状更新講習実施事務センター」のホームページに，第Ⅰ期（夏

期）に加え，第Ⅱ期（冬期）の開設情報も掲載し，情報提供の充

実を図った。さらに，Ⅰ期の講習の暑さ対策として各会場に扇風

機を配備するとともに，学生のTAや補助員を配置し，受講環境の

整備を図った。また，Webでの申込みが殺到し，アクセスしづら

いとの意見を受けて，教員免許状更新講習システムの許容受講者

数を平成24年度から増やすこととした。 

○ 平成23年度の道内６国立大学の講習実施状況は，Ⅰ期，Ⅱ期合

 

教員免許状
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商科大学札幌サテライト(小

樽商科大学開設），北海道大

学和歌山会場(北海道大学開

設）の３会場で講習を行う

ことにより，受講生の利便

性の向上を図る。 

わせて必修領域16講習，受講定員3,470人，受講者数2,740人，選

択領域 260講習，受講定員9,589人，受講者数6,848人であった。 

○ 当初計画に基づき，本学の駅前サテライト等で講習を実施し，

受講定員の83％～100％の実施状況であった。 

  北海道教育大学駅前サテライト 受講率 83.3％ 

（講習数：３ 受講定員：62人 受講者数：50人） 

    小樽商科大学札幌サテライト   受講率 87.5％ 

（講習数：１ 受講定員：15人 受講者数：14人） 

   北海道大学和歌山会場  受講率 100％ 

 （講習数：１ 受講定員：12人 受講者数：12人）  

【29-2】 

○ 教員免許状更新講習の

内容の充実を図るため，

必修領域の共通テキスト

を点検する。                                                                       

 

○ 教員免許状更新講習の内

容の充実を図るため，教員

免許状更新講習推進室が作

成した必修領域の共通テキ

ストを，平成23年度の講習

に用いる。また，平成24年

度に向けて引き続き，この

共通テキストの点検を行

い，教育の最新事情を反映

させることにより一層の改

善を図る。 
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○ 平成23年度の必修領域の講習に共通テキストを利用し，講習内

容の充実を図った。講師によるテキスト活用の仕方の主なものと

して次のものが挙げられる。 

・ テキストは「教育の最新事情」等を毎年改訂しているので，

参考になり，講義の順序立てをする時などに活用している。 

・ 新しく担当することとなった講師は，テキストを主たる教材

として活用している。 

・ テキストは他の資料と組み合わせて活用している。 

○ コーディネータを中心に平成24年度に向けたテキストの最新情

報について点検し，資料の更新及び追加を行った。また，平成24

年度から受講者向けに共通テキストを抜粋した内容で教員免許状

更新講習必修領域研修資料としてＣＤを作成し，受講者が学校に

戻って授業等で具体的に活用できるように全員に配付することと

した。 

【30】 

 へき地・小規模校教

育，食育，小学校外国

語活動などの学校教育

の諸課題について，教

育委員会や教育研究

所，学校と協働して北

海道の実情に応じた実

践的な取組を展開す

る。 

【30-1】 

○ へき地・小規模校教

育，食育，小学校外国語

活動に関する事業を教育

委員会等との協働で実施

すると共に，学内の地域

貢献連絡協議会が課題を

調整し，実践的な取組を

進める。                                           

 

○ へき地・複式校の教科の

教育実践に焦点を当てた

「へき地教育フォーラム」

を開催するなど，当該校に

勤務する現職教員を支援す

る。 

○ 今年度から本格導入され

た小学校外国語活動に関す

る実践交流会を開催し，小

学校外国語活動に携わる現

職教員のネットワーク作り

を行う。 

○ 教育委員会等が学校が行
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（１）へき地・小規模校教育 

○ へき地校体験実習について，23市町村59校の協力を得て実施し

た。実習校からは，実習生を受け入れることで，教員の指導力の

向上に繋がったなどの評価があり，実習に参加した学生のアンケ

ートによれば，95％の学生が，本実習に満足感を得ているなど，

双方にとって，効果の高い取組になっている。 

○ 北海道へき地複式教育連盟，十勝へき地複式教育連盟等と連携

し，現職教員研修の充実を図った。また，第60回全国へき地教育

研究大会北海道大会（10月）の運営など，全国規模の事業の運営

を行った。 

○ 「へき地・小規模校における国語・体育・算数の授業研究」を

十勝へき地・複式連盟との協働により実施した。また，標茶町立

磯分内小学校との協働による「複式授業・少人数教育のあり方」
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う現職教員対象の各種研修

に講師派遣等で関わる。 

○ 地域貢献連絡協議会を開

催し，各部局が実施する事

業への理解を図るととも

に，フォーラムの開催など

を行う。 

の研究を深めるなど，北海道の教育現場に対応した取組を実施し

た。 

○ 北海道立教育研究所と連携し，「複式学級における学習指導の

在り方」の改訂版を刊行し（10月），第60回全国へき地教育研究

大会北海道大会等で配付するなど，成果の普及を図った。 

○ 子どもの体力の向上に対応した事業「へき研ワークショップ20

12 子どもの技能を伸ばす体育授業づくり」を実施した。 

○ へき地・小規模校教育の研究計画を学内で公募し６件を採択し

た。なお，当該研究成果は，紀要「へき地教育研究」（平成24年

３月刊行予定）に掲載し，成果の普及を図る。 

○ 「へき地・小規模校教育」フォーラム／卒業後にふり返る「へ

き地校体験実習」を開催し，現職教員や学生ら35人が参加した。

（３月３日）なお，本フォーラム内容については，映像資料とし

て取りまとめ，広く周知を図った。 

（２）食育 

○ 札幌校の「食・生活教育論」の授業で，相互協定先であるＪＡ

グループ北海道等から講師を招聘し，食の現場の状況等について

の講義を実施するなど，協定先との連携の成果を活かし，学部教

育の充実に貢献した。また，稲作体験塾，酪農体験塾の実施を通

して，食育，食農教育への意識の涵養を図った。 

○ カルチャーナイト2011北農・ホクレンビル（７月）でミニ食育

講座を開催した。また，浜頓別町との連携による食育講座を実施

し（10月），本学の教育・研究の成果を地域に還元した。 

○ ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブ，北海道教育

委員会，本学の４者共催による「がんばれ東北！元気米プロジェ

クト」を実施し，附属札幌小学校の児童ら北海道の子どもたちか

らの応援メッセージ，札幌校の学生が作成した子どもたちを元気

づける栞，北海道の子どもたちが栽培・収穫した餅米などを東日

本大震災で被災し，現在は仮設校舎で授業を行っている宮城県石

巻市の渡波小学校の児童に届けた。 

○ ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブ，北海道教育

委員会，本学の４者共催による「食と農をつなぐ教育フォーラ

ム」し，現職教員や地域住民ら，180人が参加した。（３月22日） 

○ 北海道農政部食の安全推進局食品政策課との連携により，「農

業体験サポートマニュアル」を刊行した。 

○ 今後の食育に関する連携事業の推進のため，東京都内で，食

育，食農教育を実践している先進的な事例を視察・調査した。

（２月９日～10日） 

（３）小学校外国語活動 
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○ 北海道立教育研究所の研修講座に講師派遣等で協力した。 

○ 小学校外国語活動支援サイト（ＣＥＬＥＮＥＴ）による教材，

指導方法の情報提供を行った。本サイトへの登録者は，1077人と

なり，全国から注目される取組に発展している。 

○ 小学校外国語活動に携わる現職教員の資質能力の向上に繋がる

「小学校外国語活動実践交流会」を平成24年２月に実施し，現職

教員ら120人が参加した。また，本実践交流会の成果について取

りまとめた「小学校外国語活動研究紀要」を平成24年３月に3000

部刊行し，成果の普及を図った。 

（４）防災教育 

○ 北海道地域教育連携推進協議会幹事会において，本学の「子ど

も・地域と防災（防犯）教育プロジェクト」の成果を生かし，防

災教育について連携して取り組んでいくことを確認した。 

○ 防災教育について，北海道立教育研究所が実施した北海道教育

の日講演会における講演（10月20日））や，北海道教育委員会が

実施した全道防災教育研究フォーラムにおける講演（10月26日）

を行った。 

○ 大阪市会文教経済委員会（９月７日）や，留萌管内市町村教育

委員会委員（10月５日）の防災教育に関する研修の受入を行っ

た。 

○ 農林水産省北海道農政事務所との共催による食育セミナー「避

難所生活の食事から学ぶこと」を札幌駅前サテライト（hue pock

et）で開催し，地域住民ら31人が参加した。 

（５）地域貢献連絡協議会 

○ 地域貢献連絡協議会を開催し（５月），各部局が実施する取組

への共通理解を図るとともに，北海道の教育課題である「子ども

の学力向上」について，「学校・地域教育研究支援センターフォ

ーラム函館2011」（11月23日）及び北海道教育委員会，札幌市教

育委員会の三者主催する「北海道地域教育連携フォーラム」（１

月25日）で取り組むことを確認した。 

（６）各種研修 

○ 文部科学省より委託を受け，地域の生涯学習を推進する専門職

養成のための社会教育主事講習を北海道教育委員会，北海道大学

等からの協力を得ながら開催し（７月24日～８月13日），現職教

員，市町村教育委員会職員ら，40人が参加した。 

【30-2】 

○ 「小学校外国語活動」

に携わる現職教員を支援

するため，インターネッ

 

○ 小学校外国語活動コミュ

ニティサイト（CELENET）

に，著名な講師の講演や，

 

Ⅲ 

 

○ 本学に設置している小学校外国語活動支援サイト（CELENET）

に，教材・指導方法事例集や，小学校外国語活動実践交流会での

講師の講演，発表された授業の実践事例等を掲載するなど，現職
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トを活用した現職教員の

資質能力の向上につなが

る講座の開講や，授業の

改善につながる情報の提

供を行う。 

小学校外国語活動の充実に

繋がる英語の専門的な内容

を解説した講座を掲載す

る。また，現職教員の授業

の改善に繋がる各種情報を

掲載する。 

教員の授業実施に必要な「指導力」と「英語運用能力」の向上に

有効な情報提供を行った。 

○ 小学校外国語活動支援サイト（CELENET）による取組が総務省

の成果事例（社会展開が見られたもの，実用化したもの，実際に

社会に役立ったもの）に選ばれ，総務省情報通信審議会の委員会

で報告された。 

○ 北海道教育委員会，札幌市教育委員会と組織する小学校外国語

活動事業運営委員会を開催し（２月18日），小学校外国語活動支

援サイト（CELENET）のより効果的な運用について協議を行っ

た。また，小学校外国語活動実践交流会（２月18日～19日）にお

いて，当該成果を報告した。 

○ 北海道教育委員会主催の「北海道イングリッシュキャンプ」の

概要を小学校外国語活動実践交流会（２月18日～19日）で報告す

るとともに，小学校外国語活動支援サイト（CELENET）に掲載

し，成果の普及を図った。 

【31】 

○ 地域の教育・文化の

拠点として，公開講座

や出前授業，講師派遣

やボランティアの派遣

などに積極的に取り組

むと共に，北海道教育

委員会主催事業等の地

域ぐるみの教育活動に

積極的に参画する。 

【31-1】 

○ 公開講座の実施や道民

カレッジとの連携につい

て課題を整理すると共

に，継続して推進する。

また，出前授業，講師派

遣，ボランティアの派遣

について，課題を整理す

る。 

 

○ 公開講座や道民カレッジ

連携講座に関するアンケー

トで出された課題を整理す

るとともに，公開講座の積

極的な実施を行う。 

○ どさんこ創生塾との連携

による札幌駅前サテライト

を活用した公開講座を開催

する。 

○ 北海道教育委員会との連

携による「学生ボランティ

ア派遣事業」を実施する。 

○ 広報企画室と，これまで

の出前授業，講師派遣のあ

り方を整理し，今後に向け

て，さらに地域の要望に対

応できるよう検討を行う。 
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○ 公開講座について，受講生，公開講座を担当した教員及び事務

職員にアンケート調査を行い，特に要望の多かった講座開設数の

増加に対応し，講座開設までの手続きの簡素化を図るとともに，

教授会等で広く協力を呼びかけ，145講座を開設した。（平成22年

度は134講座） 

（１）公開講座の実施と道民カレッジ連携講座との連携 

○ 公開講座について，教員の専門を生かした一般公開講座や，釧

路校で実施している「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）プ

ランナー資格」取得のための講座，ベトナム人教師によるベトナ

ム文化論など，多様な科目からなる授業公開講座を開設した。 

○ 道民カレッジと連携し，本学が開催する公開講座の全てを道民

カレッジ連携講座として登録した。また，道民カレッジの「『ほ

っかいどう学』大学放送講座」で本学教員による講座をテレビ放

送するなど，北海道全体の生涯学習に貢献した。 

○ ホームページによる広報と並行して，公開講座ハンドブック

（冊子）を，札幌市のまちづくりセンターや各市町村教育委員

会，報道機関等の協力を受け広く配布し，613人の受講者を獲得

した。（平成22年度の受講者は488人）。なお，公開講座受講者か

らのアンケートによれば，公開講座の内容について８割以上の受

講者が「有益であった」と回答するなど，高い評価を得ることが

できた。 

（２）どさん子創生塾との連携による公開講座の実施 

○ どさん子創生塾との連携による公開講座『「こころ」を支える

 

地域連携推

進室 
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ためにできること』を札幌駅前サテライト（hue pocket）で開催

し，教育関係者，地域住民ら67人が参加した。なお，公開講座受

講者からのアンケートによれば，公開講座の内容について８割以

上の受講者が「有益であった」と回答するなど，高い評価を得る

ことができた。 

（３）北海道教育委員会との連携による学生ボランティア派遣事業

の実施 

○ 北海道教育委員会との連携による学生ボランティア派遣事業に

ついて，地域からのニーズが極めて高いことを勘案し，学生への

周知方法の改善を図り，234人の学生が参加した。（平成22年度は

160人） 

（４）文部科学省との共催による全国縦断熟議in北海道「開かれた

大学に，生涯学習系センターは貢献してきたか」の開催 

○ 文部科学省との共催による「全国縦断熟議in北海道「開かれた

大学に，生涯学習系センターは貢献してきたか」を開催し，地域

住民ら80人と大学の地域貢献の在り方を討議した。（10月21日）

なお，当該成果について，報告書にまとめ刊行し，本学，文部科

学省のホームページでの公開や，関係機関への送付を通して普及

を図った。 

（５）出前授業，講師派遣に関わる課題の整理 

○ 出前授業，講師派遣に関わる課題について広報企画室と協議を

行い，これまでの実績をもとに，入試広報，大学紹介等を主とす

るものは広報企画室が，それ以外を地域連携推進室が所掌するな

ど，役割分担を明確にした。 

【31-2】 

○ 北海道教育委員会等が

主催する地域ぐるみの教

育活動に積極的に協力，

参画する。 

 

○ 自治体等が実施する地域

ぐるみの教育活動に協力す

るため，地域連携推進室が

学内のまとめ役となり，事

業に参画する。 
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○ 地域連携推進室がまとめ役を担い，北海道が進める「北海道犯

罪のない安全で安心な地域づくり推進協議会」の事業に協力し，

地域の安全や子どもの健全育成を図ることを目的に，学生の演劇

サークルによる「あいさつキャラバン・絆再生プロジェクト」を

立ち上げ，小学校等で７回公演し，延べ2200人に演劇を披露し

た。なお，この功績が認められ，同サークルに，北海道知事から

感謝状が授与された。 

○ 地域連携推進室がまとめ役を担い，北海道大学生ボランティア

「Jumpers」ネットワークの活動に学生ボランティア75人を派遣

し，少年の健全育成と地域社会の連携促進に繋がる各種事業を実

施した。 

○ 北海道の子どもの学力向上に対応した北海道教育委員会との連

携による学生ボランティア派遣事業について，学校・地域教育研

究支援センター学校教育研究支援部門がまとめ役を担い，各キャ
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ンパスへの情報提供と，北海道教育委員会との連絡調整を行い，

234人の学生が参加した。（平成22年度は60人） 

○ 帯広市教育委員会の生涯学習事業について，学校・地域教育研

究支援センターがまとめ役を担い，「まちづくり人材養成研修」

への講師派遣を行った。 

○ JAグループ北海道，北海道フットボールクラブ，北海道教育委

員会，本学の４者による相互協力協定に基づく事業に実施につい

て，地域連携推進室がまとめ役を担い，「がんばれ東北！元気米

プロジェクト」（平成23年10月），「どさんこ元気アップチャレン

ジ」（平成23年10月30日），「本を集めようキャンペーン～読書推

進プロジェクト『本を学校・地域へ！！』（平成23年12月３日）

を実施した。 

 

 

  



北海道教育大学 

- 77 - 

 

2 教育研究等の質の向上の状況 

(3) その他の目標 

②国際化に関する目標 
 

中
期
目
標 

「国際戦略室」を設置し，「国際化推進基本計画」を策定し，国際交流・協力事業を積極的に展開する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【32】 

○ 「国際化推進基本計

画」に基づき，留学生

数を年間120人にするこ

とを目指すと共に，学

生の派遣，教育研究交

流・国際会議を積極的

に推進する。 

【32-1】 

○ 留学生の受入を促進す

るために，協定校からの

短期受入プログラムの実

施を検討する。また，学

生が留学に興味を持つ事

業を実施する。 

 

○ 国際化推進基本計画を８

月中に策定する。 

○ 留学生受入を促進するた

めに，短期受入プログラム

の実施について，希望のあ

る協定校の意向を聴取し，

学内的には，国際交流部門

会議で各校と協議し，検討

していく。 

○ 学生の派遣を促進するた

めに，必要に応じて，国際

交流・協力センター教員を

各校へ派遣し，留学説明会

を実施する。 

また，各校で英語能力試

験対策講座を実施するため

の予算措置を行う。 
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○ ｢国際化推進基本計画｣を８月に制定し，本計画に基づいて教育

に関する国際化，研究に関する国際化，国際貢献に関する具体的

方策をまとめた｢国際化に向けてのアクションプラン｣を制定し

た。 

○ 留学生受入短期プログラムについて，以前要望のあったマサチ

ューセッツ大学アーマスト校に対してプログラム内容の確認照会

を行った。先方から検討結果の連絡を待っている段階であり，そ

の検討結果を確認した上で各校と協議，検討することとした。 

○ 学生の派遣を促進するため，国際交流部門長及び主任センター

員が各校に赴き，派遣留学説明会を実施した。例年よりも交換留

学申込者が多かったことから，一定の成果はあった。 

○ ｢TOEFL/TOEIC対策講座｣実施経費を各校へ配分した。今後，各

校からの実施報告に基づき検証し，平成24年度の実施に反映させ

る。 

 

国際交流・

協力センタ

ー 

【32-2】 

○ 本学が主催して第３回

教育に関する環太平洋国

際会議を開催する。 

 

○ 今年度７月に開催する予

定であったが，共同主催校

であるイリノイ州立大学

が，地震の影響により，出

席できなくなったため，来

年６月に開催する予定で，

準備を進める。 
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○ 開催予定していた｢第３回教育に関する環太平洋国際会議｣を平

成24年7月6～8日にかけて，｢Teacher Education and Professi
onal Development｣を全体テーマとして開催することで決定し

た。また，プログラムは基調講演と４分科会で構成することと

し，一般参加者公募等，開催に向けた準備を進めている。 
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【33】 

○ 文部科学省・JICA・

JICE等と協力して，理

数科教育を中心に国際

協力事業を推進する。 

【33】 

○ JICＡと連携して初等理

数科教授法（A,B），ブル

キナファソ初等理数科教

授法の受け入れを行う。                                                   

 

○ JICA集団研修「初等理数

科教授法A,B」の受入研修事

業を行う。（Ａ：６月７日～

７月23日，Ｂ：10月４日～

11月19日（予定）） 

○ 今年度受入予定であった

JICAブルキナファソ国別研

修「初等理数科教授法」

は，同国の治安情勢悪化に

よる来日時期の延期に伴

い，今年度の受入は不可能

となった。よって，来年度

以降の受入について，受入

キャンパス，受入時期な

ど，年内に国際協力部門会

議で決定し，その結果を

JICAに通知する。 

  

○ JICA初等理数科教授法コース(Ａ：６月７日～７月23日，Ｂ：1

0月４日～11月19日)を実施し，各コース12人の研修員を受け入れ

た。 

 今後は学生の積極的な参加も検討しながら進めていく。 

○ 平成24年度のJICAブルキナファソ国別研修受け入れについて検

討した結果，初等理科教授法Ａコースと受け入れ時期が重なる

等，体制を整備することが困難と判断し，12月に国際協力部門会

議にて，受け入れを取りやめることが決定し，その旨JICAに通知

した。 

 

国際交流・

協力センタ

ー 

【34】 

○ 海外研修など，教職

員の英語力向上プロジ

ェクトを推進する。 

【34-1】 

○ 事務職員海外語学研修

のこれまでの課題と成果

を踏まえ，より効果的な

運用方法に改善する。 

 

○ 事務職員海外語学研修に

より職員を海外に派遣して

から約３年が経過すること

から，これまで派遣した３

人の研修成果等について評

価・点検を行い，成果をよ

り充実させるための効果的

な運用方法に改善する。 
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○ これまで派遣した３人の研修成果の評価・点検として，国際交

流関係業務に直接携わっている者を除く２人について，TOEIC-IP

テストを行った。結果は共に語学力の向上が認められた。これに

より，派遣された個人の語学力に関しては一定の成果を得られて

いることがわかったが，本学における本研修の意義及び更なるＳ

Ｄ推進の観点から見直すものと判断し，新たに英語力向上プロジ

ェクトとして策定し直し，その一環として実施していくという方

向付けを行った。 

  今後の英語力向上プロジェクト実施にあたり，これまでの運用

を改善する必要が出てきたため，平成24年２月に制定されたＳＤ

推進会議要項により設置されたＳＤ推進会議の中で検討されるこ

ととなり，第１回ＳＤ推進会議において，平成24年度事務系職員

研修計画(案)及び英語力向上プロジェクト(案)を示し，継続審議

することとした。今後，引き続き検討し，手続きが整い次第，役

員会で審議し改正する。 

 

前 田 理 事

（人事課）・

教育改革室 

【34-2】 

○ 英語による授業の充実

のため教員を海外へ派遣

する等の施策を実施す

る。 

 

○ 教員の英語力向上プロジ

ェクトについて構想し，実

施計画を策定する。 

○ すでに学長裁定により決

 

Ⅲ 

 

○ 教員の英語力向上については，「北海道教育大学ＦＤアクショ

ンプラン2011-2015」におけるＦＤ活動の一環であることから，

本アクションプランに位置づけ実施していく。 

○ 教員の英語による教授技術向上のため，年度計画8-2で作成し
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定した，教員の英語による

教授技術向上のための短期

在外研修を実施する。 

た授業科目一覧及び履修基準モデル（案）にある函館校の高橋伸

幸教員に短期在外研修を実施した。 
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2 教育研究等の質の向上の状況 

(3) その他の目標 

③附属学校に関する目標 
 

中
期
目
標 

① 大学と一体となった附属学校の運営を推進する。 

② 大学と附属学校との連携を密にして，教育及び教員養成に資する先導的，実験的な教育・研究を推進する。 

③ 附属学校の多様な特色を生かし，国，地域の教育機関との連携を密にして，社会貢献・地域貢献・国際貢献等に寄与する。 

 

中期計画 年度計画 具体的方策 
進捗

状況 
計画の進捗状況等 責任部局 

【35】 

○ 理事，校長等による

「附属学校運営会議」

をより機能的にし，学

長のリーダーシップに

よるマネジメント体制

を一層推進する。 

【35】 

○ 附属学校園長のリーダ

ーシップの強化等，昨年

度に整理した課題を踏ま

え，附属学校の運営をよ

り機能的にするための整

備に着手する。 

 

○ 学校運営等は，年間スケ

ジュールがほぼ固定されて

いるので，会議開催も定例

的に開催した方が効率的で

あると考えられ，附属学校

運営会議の開催を定例化す

る。 
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○ 平成23年度から，附属学校運営会議を学期の始めと終わり頃の

各１回の年６回の定例開催とし，効率化を図った。 

○ 学長のリーダーシップによるマネジメント体制強化のため，附

属学校担当の副学長（特命担当）を配置した。 

○ 副学長（特命担当）のもと，附属学校園長の職務に専念できる

体制の確立を目指して，各附属学校園の校園長及び副校園長か

ら，大学教授が校園長を兼務することの利点及び欠点等のアンケ

ートをとるとともに，校園長の在り方に関する意見交換等を行っ

た。 

○ 大学教授を校園長の職務に専念させるために，大学における授

業時数の削減及び学内業務の軽減を平成24年度から措置すること

とした。 

○ 附属学校園長のリーダーシップの強化等のために，新任の附属

学校園長及び副校園長を対象に，平成23年５月６日に研修会を実

施した。（受講者６人：校長～函小，特別支援，旭幼，副校長～

函幼，旭小，釧小） 

 

大津副学長

（附属学校

室） 

【36】 

○ 大学と附属学校の連

携を強化し，新任大学

教員の研修の義務化な

ど，大学教員のＦＤ活

動の場として附属学校

を積極的に活用した

り，大学と附属学校と

が連携して行う研究活

【36-1】 

○ 新任大学教員の研修

に，附属学校園を活用す

る。 

 

○ 昨年度と同様に，教員養

成課程を有するキャンパス

の新任大学教員の研修を，

附属学校において実施す

る。 

○ 新任大学教員の研修を受

け入れた附属学校園の意

見・感想等を把握する。 
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○ 札幌小学校で３人，旭川小学校で２人，旭川中学校で３人，釧

路小学校で４人の新任大学教員を受け入れた。また，釧路中学校

では４人の新任大学教員が，釧路校と釧路中学校との連携による

共同研究に研究協力者として参画しており，研修として実施し

た。 

○ 教員から研修報告書が提出され，附属学校での研修が有効な研

修であり，かつ，今後の附属学校との共同研究等で期待が持てる

旨の所見が当該校の副学長からあった。 

 

大津副学長

（附属学校

室），教育改

革室 
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動を継続的に推進して

成果を教育現場に還元

する。 

○ 新任大学教員から研修報

告書を提出させ，研修効果

の検証を行い，学内で周知

する。 

○ 学内への周知について，教員の報告書を全学統合グループウェ

ア「hue-IT」に掲載した。旭川校は「平成23年度ＦＤ活動の記

録」に掲載した。 

【36-2】 

○ 11 附属学校園による共

通テーマの研究を，大学

と附属学校が連携して附

属学校研究推進連絡協議

会を中心に実施し，研究

成果を教育現場等へ提供

する。 

 

○ 11 附属学校園による附属

学校共同研究会と附属学校

研究推進連絡協議会とを連

携させて研究を実施する。 

○ 研究報告書を作成し，教

育現場等へ提供するととも

に，研究報告書の効果等の

検証のためのアンケートを

実施する。 

○ 今までの成果を踏まえ，

11 附属学校園による附属学

校共同研究会の在り方につ

いて，テーマ設定や体制等

の観点で検討する。 
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○ 平成23年度の11附属学校による共通テーマでの共同研究につい

て，研究推進連絡協議会で検討した結果，授業力向上のための研

究として，２月17日に附属函館小学校を会場に，北海道教育委員

会及び函館市教育委員会の協力を得てフォーラムを実施した。 

○ 授業力向上研究フォーラムに309人の参加があり，当日回収し

たアンケート（52件）上では，授業公開（役立つ51人），授業部

会（役立つ48人），テーマ部会（役立つ50人），資料（役立つ47

人）であり，参加者にとって効果がある結果となった。 

○ 指導力向上研究フォーラムで配付した指導案，提言資料等を釧

路，旭川及び函館の各市内，渡島・檜山管内の小中学校へ配付し

た。 

○ ３月８日開催の附属学校研究推進連絡協議会において，２月17

日開催の授業力向上研究フォーラムの反省を中心に11附属学校の

共同研究の在り方について検討し，平成24年度も平成23年度と同

様に授業力向上研究フォーラムを開催する方向とした。 

【37】 

○ 教育実習，教科教育

学等に関して大学と連

携し，学生の実践的な

学びの体系化を推進す

ると共に，学生の実践

的な学びの場としての

役割を積極的に果た

す。 

【37】 

○ 昨年度検証した，教育

実習に関する課題等につ

いて，大学と附属学校が

連携して改善を図る。 

 

○ 附属学校の視点からの教

育実習に関する問題点等に

ついて，大学及び教育改革

室と連携して，改善に努め

る。 
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○ 附属学校担当理事から，平成22年度に各附属学校園から挙がっ

てきた教育実習に関する問題点等を示し，教育改革室担当理事へ

改善に向けた検討を依頼したところ，各校の教育実習委員会にお

いて承知している事項であり，各校において改善に努めていると

のことであった。 

○ 各附属学校の平成23年度の受け入れ状況の中で，附属札幌小学

校では受け入れ人数が減り，実習生の授業実践の指導時間が確保

されたこと。附属函館小学校では，大学教員が教育実習の様子を

見にくるようになったこと。函館中学校では，実習生数は変わら

ないが，２週間の実習生にも授業を多く担当させるなど，指導方

法を改善した。特別支援学校では，函館校実習委員会と連携し，

事前指導を十分に実施することができた。函館幼稚園では，課題

保育の時間を減らし解決を図った。又，２週間実習の学生に対す

る事前指導も函館校実習委員会と連携し，十分に実施することが

できた。釧路中学校では，中学校教員採用試験受験者に対し，模

擬面接や面接等対応のための教育実習が設定されたことが，改善

点として挙げられた。 

 

大津副学長

（附属学校

室），教育改

革室 

【38】 【38-1】     
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○ 国の拠点校として，

先導的・実験的な教

育・研究など国の教育

政策を推進すると共に

地域教育の「モデル

校」として地域の教員

の資質・能力の向上や

教育活動の推進に寄与

する。 

○ 国，北海道又は教育委

員会等が実施する教育政

策推進に寄与する事業

に，積極的に協力する。 

○ 教育委員会等が実施する

事業に対して，附属学校教

員の派遣など，附属学校園

として積極的に取り組む。 

○ 附属学校園の取り組みに

ついて，学内外に周知す

る。 

Ⅲ ○ 教育委員会等が実施する研修講座・セミナーへの講師・助言者

派遣，研究会等での実践発表等，授業公開に協力した。また，初

任者研修の会場提供，公立学校の校内研修会への講師派遣，地域

の教員研修センター等との研究推進で協力した。 

○ 文部科学省の「人権教育研究指定校」として，国立教育政策研

究所の「学習評価に関する研究指定校」として，研究を通じて国

の教育政策推進の事業に寄与した。また，教員研修センターの研

修(国の事業)に講師を派遣した。 

○ 校長会・教頭会，ユネスコ協会などの各種団体等が主催する研

究大会，研究会，研修会等に協力した。また，全附連の教育資料

リーフレットの作成に協力した。さらに，特別支援学校の進路・

地域支援センターが中心となり，特別支援教育研修会を行った。 

○ 北海道教育委員会からの依頼により，学力向上を目指した指導

力向上を目的として，附属小学校・中学校における研修や附属学

校教員の派遣事業を，北海道教育委員会と本学（函館，旭川及び

釧路の附属学校）との連携により，試験的に行った。 

○ 各附属学校園の研究大会については，ポスター，ホームペー

ジ，教育研究紀要の配付，報道機関（北海道通信）等を通じて，

学内外への周知を図った。また，各附属学校園の研究成果につい

て，研究紀要の配付，報道機関，ホームページを通じて学内外へ

周知した。なお，国立教育政策研究所から研究指定校として委嘱

されている附属函館中学校については，その研究成果を国立教育

政策研究所教育課程研究センター指定校ホームページにおいても

公開される。 

大津副学長

（附属学校

室） 

【38-2】 

○ 理科教育に関して，大

学教員と附属学校教員が

協力して小中学校教員養

成課程学生向けの「実験

書」等を作成する。 

 

○ 平成 22 年度特別経費（概

算要求）「21 世紀型実践的指

導力を有した理科教員の養

成・支援プログラムの開発

―みずみずしい感性を持っ

た子供たちを育てるために

―」事業（３ヶ年計画）の

２年目の活動に，附属学校

の理科の教員が継続して協

力する。 
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○ 解説・実験書について，各分野（物理，化学，生物，地学，理

科教育）ごとに大学教員が執筆をし，教材指導編については，現

職教員としての視点から各附属学校教員の意見等を反映し，完成

させた。 

  なお，生物分野の教材指導編の執筆については，大学教員では

なく附属学校の理科担当教員が担当し，札幌校において開催した

現職教員研修には，附属札幌中学校の教員が講師として参加し

た。 

【39】 

○ 国際交流・協力セン

ターと協力して理数科

を中心に国際協力事業

【39】 

○ 大学が受け入れる国際

協力事業（JICA「初等理

数科教授法（A,B）」，「南

 

○ 昨年度と同様に外国人研

修員の研修の一環として，

附属学校園で受け入れる。 
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○ JICA集団研修「初等理数科教授法(A)（研修生12人）」及び「初

等理数科教授法(B)（研修生12人）」のコースカリキュラムの一環

として，附属札幌小学校及び附属函館小学校で研修生を受け入れ

 

大津副学長

（附属学校

室） 
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を推進し，国際的に教

育の向上に寄与する。 

アジア理数科教育」及び

「ブルキナファソ初等理

数科教授法」など）に対

して，附属学校園として

積極的に協力する。 

○ 昨年度と同様に，JICE,教

育委員会等が実施する国際

協力事業に対して，大学と

連携の上，附属学校園で受

け入れる。 

○ 受け入れたことに伴う効

果等について，附属学校園

の意見・感想等を把握す

る。 

た。 

○  その他，附属釧路小学校では，JICA帯広国際センターの実施に

よる（地域別研修）「南アジア地域小学校理科教育の質的向上

（「教えと学び」の現場教育）の研修生(12人)を受け入れ，附属

旭川小学校では，旭川医科大学からの依頼によりJICA研修生（12

人)を受け入れた。 

○  「ブルキナファソ初等理数科教授法」については，国内の治

安情勢悪化のため来日の延期により中止となった。 

○  外国人研修員等を受け入れた殆どの附属学校から，児童にとっ

て貴重な経験になっているとともに，国際理解教育の視点から大

変有意義であったとの報告があった。 

 

  



北海道教育大学 

- 84 - 

 

2 教育研究等の質の向上に関する特記事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 教育課程編成・実施の方針の策定 

① カリキュラム・ポリシー説明会（６月10日）（カリキュラム開発チームによる検討

会）と各キャンパスにおけるカリキュラム・ポリシー説明会やシラバスWSワークショ

ップ（９月末まで順次）を実施し，各校においてディプロマ・ポリシーを細分化した 

観点の確定及びカリキュラム・ポリシー確定版を策定した。 

② アドミッション・ポリシーについては，入試企画室において，札幌・旭川・釧路の

教育学部は入試制度の課題を含めた検討に着手し，函館・岩見沢の新学部は来年５月

を目途に原案を策定できるよう検討を行っているので，それにあわせて検討を進める

こととした。 

 

● 学士力プロジェクトフォーラムの実施 

平成21年度にスタートした「学士カプロジェクト」が最終年度に入ったことを受けて，

平成23年8月19日（金）に北海道教育大学札幌駅前サテライトにおいて，国立教育政策研究

所所長の徳永保氏の講演「実践的指導力を育成する教育と研究の確立をめざして」と，プ

ロジェクトのこれまでの活動報告「学士の質を保証する教育―学士力プロジェクトのこれ

まで，そしてこれから」とともに，プロジェクトの今後について協議した。また後半では

「DP・CP部門」「入学前・補習・初年次教育部門」「教科内容研究科目部門」の3つの分科会

に分かれて，これまでの取組みと今後の活動について協議した。 

 

● 共通基礎科目教材等を作成 

「教養教育全学運営委員会準備会」に設置された「共通基礎科目教材等作成部門会議」

において，ハンドブック，授業用資料集等を作成し，補助教材として授業の際に使用でき

るよう大学教育情報システムに掲載した。 

情報機器の操作－共通資料集 

倫理・人権－人権について考える2011（抜粋） 

わたしたちのできること 障害者権利条約の話 

人権関連法令等一覧 

アカデミックスキル－北海道教育大学アカデミックスキルテキスト 

 

● 研究・地域貢献プロジェクトの推進 

○ 特別支援プロジェクト 

  北海道においては，普通学校において特別な支援を必要とする児童生徒の教育に関す

る専門的知識を持つとともに，実践的かつ具体的な対応方法を習得した上で，地域の特

別支援教育をリードしていく人材の育成が必要とされている。 

  さらに，広大な地域にへき地・小規模学校が多数ある北海道では，地域の特性に合わ

せた特別支援教育の支援体制を構築する必要がある。 

  本プロジェクトは，平成22年度，23年度において文部科学省の特別経費 (高度な専門

職業人の養成や専門教育機能の充実)を得て，全学的な研究組織をつくり，附属校ととも

に調査研究・実践をおこなったものである（研究課題：「特別な教育的ニーズ」のある

子どもたちの通常学級における教育支援及び教育方法の開発）。 

  函館・札幌に拠点を置く「人材育成部門」では，附属学校を使いながら「大学の授業

のあり方」について検討し，子どもの実態把握と指導目標の立て方，および保護者対応

の重要性に留意した指導法開発を行った。これは今後の学生実習・授業等に活用してい

くことができる。また，現職教員の研修プログラムの開発を行い，試行することにより

有効性と課題を明確にした。 

  旭川に拠点を置く「発達支援ツール作成部門」，および釧路に拠点を置く「地域(僻

地･小規模)サポート部門」では，特別支援教育に関する情報ネットワークサーバを構築

し（「ほくとくネット」），特別支援教育における教材などの開発を行って（発達支援

ツール：個別の教育支援計画，インフォーマルアセスメント，デジタル絵カード），そ

れを公開することにより特別支援教育に関わる教師の支援を行っている。また，特別支

援教育に関する情報発信の拠点形成を図った。その活動は現在も継続している。 

○ 理科教育プロジェクト 

  科学技術創造立国を標榜する我が国において，科学的リテラシーの涵養と科学技術系

人材の育成が強く求められている。学校教育はそのための主要な場であり，教育活動の

直接の担い手である教員が自信を持って理科を指導できることは最低限の条件である。

 教員養成学部は，これからの時代に相応しい科学的リテラシーを子どもたちに身につ

けさせる資質・能力を持ち，理科の教育に自信を持って携わることのできる教員を養成

する責務を負っている。そこで，本プロジェクトでは，教員養成カリキュラムにおける

理科の中核的な教育内容を解説し，実験・観察を自信を持って行えるようなテキストを

開発して学生及び現職教員に提供することを目的とした。 

  平成23年度は，『新しい北海道の理科』（５分冊：物理・化学・生物・地学・理科教

育編）を完成させ，開発したテキストの利用普及を図るために，ワークショップ型のフ

ォーラムを札幌市内で開催した。平成24年度からは，大学の授業及び現職教員の研修

（免許状更新講習等）で活用し，評価を行った上で改善を図る。 

○ 小学校外国語活動：コミュニティサイト『CELENET』 

本学に設置している小学校外国語活動支援サイト（CELENET）に，教材・指導方法事例
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集や，小学校外国語活動実践交流会での講師の講演，発表された授業の実践事例等を掲

載するなど，現職教員の授業実施に必要な「指導力」と「英語運用能力」の向上に有効

な情報提供を行った。こうした小学校外国語活動支援サイト（CELENET）による取組が総

務省の成果事例（社会展開が見られたもの，実用化したもの，実際に社会に役立ったも

の）に選ばれ，総務省情報通信審議会の委員会で報告された。 

○ へき地・小規模校教育 

「へき地・小規模校における国語・体育・算数の授業研究」をテーマに，十勝へき

地・複式連盟との共同研究を実施した。また，標茶町立磯分内小学校との協働による

「複式授業・少人数教育のあり方」の研究を深めるなど，北海道の教育現場に対応した

取り組みを実施した。また，北海道立教育研究所と連携し，「複式学級における学習指導

の在り方」の改訂版を刊行し（10月），第60回全国へき地教育研究大会北海道大会等で配

付するなど，成果の普及を図った。さらに，全学的に公募して採択した６件のへき地教

育研究の成果をベースに，研究紀要「へき地教育研究」第66号を刊行した（平成24年1

月）。 

○ 環境教育 

 ＥＳＤ推進センターが釧路市教育委員会と共催で，「ＥＳＤ・ユネスコスクール研修

会」を開催（平成23年10月18日（火），釧路市立山花小中学校）し，研究成果を地域に還

元した。 第5回ＨＥＳＤ（持続可能な開発のための高等環境教育）フォーラムで，ＥＳ

Ｄ推進センターの研究活動報告（平成23年11月19・20日，徳島大学）を行った。また，

ＥＳＤ推進センターが釧路ユネスコ協会と共催して，「釧路ユネスコ子どもキャンプin20

11」を開催（平成23年9月17（土）～19日（月）），それを環境教育に関する実践研究の場

とした。こうした，ＥＳＤ推進センターの研究成果を，紀要『ＥＳＤ・環境教育研究』

として刊行した（平成24年3月）。さらに，附属札幌中学校での環境教育の一環として，

生徒に対するＥＳＤの解説や海外研修報告を学校だより『藤房』に連載し，ユネスコス

クールとして韓国ソウルの中学校とのインターネット交流，中国江蘇省の中学校との相

互訪問を行なった。 

○ 食育 

 北海道の子どもの学力や体力向上，食育の推進等に関する課題の解決を図るため，及

び北海道の子どもたちの健全育成を図ることを目的として，４者（北海道教育大学，北

海道教育委員会，北海道フットボールクラブ，ＪＡグループ北海道）による相互協力協

定を締結し（平成23年10月1日（土）），「がんばれ東北・元気米プロジェクト」を開催し

た。また3月22日には同じく上記四者相互協力協定に基づき，「食と農をつなぐ教育フォ

ーラム～食から見る命の大切さ～」（＠KKR札幌）を開催した。 

 

● 北海道教育委員会との連携強化 

平成24年３月に，本学と北海道教育委員会による「北海道教育委員会『学校力向上に関

する総合事業』と教職大学院との連携に係る覚書」を交わし，北海道教育委員会の「学校

力向上に関する総合事業」の推進に協力することとした。 

この取組では，事業の実践指定校を教職大学院の特別連携協力校として実習生を継続的

に受け入れ，特別連携協力校の校長等を本学の特任教授とするなど，より連携が強化され

ることとなった。 

 

● 国際化の推進 

○ 国際化推進基本計画等の策定 

  本学の国際化にかかる事業においては，大学法人化以前から行われてきた互助・互恵

の精神に基づく視点に加え，大学経営という新たな視点が必要とされている。このよう

な状況を踏まえ，本学における国際化にかかる事業の展開を経営戦略の中に位置づけ，

国際化推進基本計画及び基本計画を計画的に実施するための国際化に向けてのアクショ

ンプランを策定した。 

○ 外国人留学生を対象とする秋季入学制度の導入 

国際化推進の一環として，留学生を積極的に受け入れるため，外国人留学生を対象と

する秋季入学制度を導入した。姉妹校協定を結んでいる中国の５大学（瀋陽師範大学，

哈爾濱師範大学，山東師範大学，天津外国語大学，四川大学）からの推薦者を対象に，

瀋陽師範大学（７月８日）と天津外国語大学（７月11日）の2大学を会場に現地入試を実

施した。４大学から計11人が受験，７人が合格し，函館校及び旭川校に入学した。 

また，留学生の授業料の負担軽減を考慮して長期履修学生制度を秋季入学者にも適用

できるようにした。平成24年度は５月20日に瀋陽師範大学，５月27日に天津外国語大学

で入試を行うことになっている。 

 

● 東日本大震災の被災者支援 

○ 被災者への受験料・入学料免除 

東日本大震災の被災者（学資負担者行方不明，自宅が全壊・半壊・床上浸水のもの）1

0人の入学料を全額免除した。また，平成24年度入学者の東日本大震災被災者に係る入学

料免除実施方法を検討し，入学料を全額免除することとした。 

○ 被災学生の授業料免除 

本学独自の経費による授業料全額免除枠の「経済的困窮度の高い者90人及び災害等の

被災者10人程度」計100人のうち，前期は25人を，後期は28人を東日本大震災被災者分に

充てた。 

○ 教職員等から義援金を募り，学生へ奨学金として配分 

教職員・学生等から義援金を募り，総額610万円を，保護者死亡，自宅が全壊・半壊・

床上浸水の学生27人へ奨学金として配分した。 

 

● 東日本大震災の被災における学生ボランティア 
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学生が被災地でのボランティア活動を申し出た場合の取扱いとして，２週間以内の活動

中の授業については欠席扱いにしない，活動補助として１日あたり2,000円を支給するなど

の支援を行うため，「東日本大震災の被災地でのボランティア活動を学生が申し出た場合の

取扱い」を定めた。 

ボランティア活動状況は平成24年３月31日現在報告分集計では，参加学生数（延べ） 91

人，活動日数（延べ） 370日となっている。 

原発事故により外で遊ぶことが少なくなった福島県の子どもたちが，北海道で長期休暇

を過ごす事業である「ふくしまキッズ」に，本学は協力大学として，学生を子どもたちの

学習指導や遊びの支援ボランティアとして165人派遣した。 

ふくしまキッズ「夏季林間学校」 （7/25～8/28）    派遣学生122人 

「冬のプログラム」（12/24～12/30）        21人 

「春のプログラム」（3/25～3/31）         22人 

 

● 附属学校園の改革 

 附属学校園担当の副学長（特命担当）を配置し，それまでの課題であった附属学校運営

の充実及び効率化を図った。具体的には，釧路，函館，旭川，札幌の各附属学校園を訪問

して授業観察するとともに，正副校園長などから現状や課題についてヒアリングを行っ

た。並行して，大学教授の校園長兼務に関するアンケートをとり，校園長職の在り方につ

いて議論を重ねた。その結果，校園長の大学における授業及び学内業務を軽減し，附属学

校園に週３日以上出勤し校園長の職務に専念できる体制整備を図った。 

また，全国的にも大きな課題である附属学校の存在価値の明確化にかかわって，本学の

附属学校園がどのような特色化を図るかについても，附属学校園運営会議等において議論

を行った。その結果，北海道教育委員会との連携のもとに，道内公立校教員の指導力向上

に貢献する「授業実践交流事業」及び「小学校英語教育の指導力向上プロジェクト」を，

本学附属の特色事業として平成24年度より実施することとした。 

さらに，附属学校園の在り方を検討して今後の重要な指針とするために，「北海道教育大

学附属学校園の今後の在り方に関する有識者会議」を平成 24 年度に設置し，本格的な議論

を開始することとした。 
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Ⅱ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画  

 

 ※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

Ⅲ 短期借入金の限度額  

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 

    １８億円 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り入

れることが想定されるため。 

１ 短期借入金の限度額 

    １８億円 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り入

れることが想定されるため。 

 

 該当なし 

 

Ⅳ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画  

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 

計画の予定なし 

 

 計画の予定なし 

 

 該当なし 

 

Ⅴ 剰余金の使途  

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 決算において剰余金が発生した場合は，教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は，教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

剰余金は発生したが，使用実績はなし 
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Ⅵ そ の 他  １ 施設・設備に関する計画  

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 

施設・設備の内

容 

予算額 

(百万円) 
財 源 

 

・小規模改修 

総額 

246 

 

国立大学財務・経

営センター施設費

交付金 

(246百万円） 

 

 

（注１） 施設・設備の内容，金額については見込みであ

り，中期目標を達成するために必要な業務の実施状況

等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案し

た施設・設備の改修等が追加されることもある。 

（注２） 小規模改修について平成２２年度以降は平成２１

年度同額として試算している。 

     なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造

費補助金，国立大学財務・経営センター施設費交付

金，長期借入金については，事業の進展等により所要

額の変動が予想されるため，具体的な額については，

各事業年度の予算編成過程等において決定される。 

 

 

施設・設備の内

容 

予算額 

(百万円) 
財 源 

 

・(附特)校舎改修 

・小規模改修 

総額 

414 

 

施設整備費補助金 

(370百万円） 

国立大学財務・経

営センター施設費

交付金 

(44百万円） 

（注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等

を勘案した施設・設備の整備や，老朽度合等を勘案した

施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

施設・設備の内

容 

予算額 

(百万円) 
財 源 

 

・(附特)校舎改修 

・小規模改修 

総額 

44 

 

施設整備費補助金 

(0百万円） 

国立大学財務・経

営センター施設費

交付金 

(44百万円） 

 

  

 

 

 ○ 計画の実施状況等 

    

   計画と実績の差異３７０百万円は，工事期間の延長に係る補助金の繰越により生じたものである。  
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Ⅶ そ の 他  ２ 人事に関する計画  

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 
(1) 教員の配置について学長裁量枠を確保し，戦略的な教
育研究に機動的に配置する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 教員人事について，効率的・機動的な視点を踏まえた「
教員配置・採用方針」を策定し，全学一体の教員組織と
なるよう人事を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ＦＤ・ＳＤを効果的に実施するためのアクションプランを
策定し，組織的に教職員の能力開発に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 学長裁量の教員枠の活用方法について，大学運営の状況

を踏まえ検討し，人事計画を策定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 新学部化構想の一環として，「教員配置・採用方針」の

再検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3-1) ＦＤアクションプランに沿って全学的なＦＤ活動を展

開すると共に，ＦＤアクションプランを検証する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3-2) 本学独自のＳＤ研修を引き続き実施すると共に，ＳＤ

アクションプランに基づき新規の研修を実施する。 

 
(1) 教員人事計画策定に向けて，各校等から提出された採
用人事計画について，８月上旬に学長と各校担当副学長等
で人事ヒアリングを実施した。ヒアリングの結果を踏ま
え，学長は役員会で採用人事枠を協議･決定し，全学大学
教員人事計画会議及び教育研究評議会で採用計画を審議の
上，採用計画を決定した。 
本学における教員配置数の目安を395名と設定し，運用

配置数を378名として，その差の17名を学長裁量枠として
いるが，新学部設置が具体化した場合，実教員配置数が教
員配置数の目安の395名を超える可能性も考えられるた
め，今後，教員配置数の目安となる数の見直しや，運用配
置数の見直し，学長裁量枠の存在そのものの見直しも視野
に入れて検討する可能性がある。 

(2) 平成24年３月28日開催の「将来計画会議」において，
函館校は新学部を配置するとともに，教育学部教員養成課
程として新たに専攻を置き，岩見沢校は新学部として「音
楽文化」，「美術文化」，「スポーツ文化」の他に「芸術・ス
ポーツビジネス」に関するコースを置くこととする大枠の
方針が定まった。この方針に基づき，学部・学科及びコー
スの目的やカリキュラム等の検討を進めていくと同時に，
学生教育の質を保証するための「教員配置・採用方針」に
ついて検討を行い，併せて岩見沢校の教養科目と教職に関
する科目に全学が協力すること，教育学部４キャンパス間
の必要な協力を行うことなどの協力体制について検討し
た。 

(3-1)  全学的なＦＤ活動を，昨年度に引き続き，「学士力
プロジェクト」と連携し平成22年度に策定したアクショ
ンプランに基づき，シラバスワークショップや，「教育
実績に対する自己評価」の「授業評価アンケート結果を
受けた取り組み」等を実施した。 
アクションプランは毎年定期的に見直しを行うとして

いることから，平成23年度の実施状況を踏まえ検証を行
い，アクションプランの内容を充実させ，より効果的な
ＦＤ活動を展開するためにＦＤアクションプラン2011-2
015（2012版）を策定した。 

(3-2) 昨年度策定した「北海道教育大学事務系職員人事・
業務改善等指針2011」に基づき，当初３年未満の職員を
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(4) 人事評価システムについて，検討課題を実証的に確認
し，給与に反映させるシステムとして充実させる。 

 
 
 
 
 
 
(5) 教員の採用に際しては，女性の採用を積極的に推進
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 人事評価システムを点検し，必要な見直しを行い，評価

を実施する。 
 
 
 
 
 
 
(5) 本学における女性教員採用促進のためのポジティブ・ア

クション原案を策定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加対象としていたのを５年未満の職員に対象を拡大
し，フォローアップ研修を実施した。（平成23年11月，
受講者26人）内容は接遇研修，仕事の進め方研修とし，
職員同士のグループワークやロールプレイで進められ，
これまでの業務経験，業務の進め方，職場内のコミュニ
ケーションの在り方を振り返り，｢北海道教育大学事務
系職員人事･業務改善指針2011｣に基づいた業務改善を意
識づけるものとなった。なお，接遇研修に関しては研修
受講対象以外の職員の参加も可能とし，11人が参加し
た。 
｢これからの大学経営と大学職員の在り方｣をテーマに

外部講師を招き，全職員を対象にしたＳＤ講演会を開催
した。（平成23年11月テレビ会議システム利用，参加者1
26人） 
本学におけるＳＤ推進を目的として，ＳＤ推進会議要

項を制定し，それに基づき事務局長を議長とし，全学事
務職員15人から成るＳＤ推進会議を設置した。平成24年
３月に第１回会議を開催し，事務職員英語力向上プロジ
ェクトの概要（案）について検討を行った。 職員の英
語によるコミュニケーション能力の向上を目的として，
TOIEC-IP試験を希望した職員（23人）に無料で受験させ
た。 

(4) 人事評価システムに起因する課題の一つとして，入力
者の入力漏れ，入力終了時における確認漏れが挙げられて
いたため，それらの防止のために未入力箇所については注
意を促す画面表示となるようシステム改修を行った。 

  また，人事評価システムとは別のシステム(社会貢献に
関する自己評価)が人事評価システムに影響を及ぼすこと
があったため，その影響を排除するため，データベースの
管理方法についてシステム改修を行った。 

(5) ポジティブ・アクション原案策定に向け，平成22年度
実施した「女性教員採用促進のためのポジティブ・アクシ
ョン導入に関する調査」（書面調査）対象大学のうち，特
に参考になると考えられた２大学（熊本大学，長崎大学）
へ平成23年６月に実地調査を行った。 
２大学の調査結果をもとに，男女共同参画ワーキング・

グループにおいて作成したポジティブ・アクションの原案
（素案）を，男女共同参画推進会議において検討を行った
結果，女性教員の採用組織に対するインセンティブの付
与，女性研究者個人に対する研究者支援の重要性が確認さ
れたため，これらを踏まえ，ポジティブ・アクション原案
としてとりまとめた。 
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等の定員未充足の状況について）  
 

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 

教育学部 

  教員養成課程 

  人間地域科学課程 

  芸術課程 

  スポーツ教育課程 

  学校教育教員養成課程 

  芸術文化課程 

  情報社会教育課程 

(a) 

         (人)

２，８００ 

１，３２０ 

４８０ 

２４０ 

－ 

－ 

－  

(b) 

         (人)  

３，１１７ 

１，３９０ 

５３３ 

２６４ 

６ 

１ 

１  

(b)/(a)×100 

        (％) 

１１１ 

１０５ 

１１１ 

１１０ 

－ 

－ 

－ 

学士課程 計 ４，８４０ ５，３１２ １０９ 

 

 大学院教育学研究科 

  学校教育専攻 

  教科教育専攻 

  養護教育専攻 

  学校臨床心理専攻 

 

        

４８ 

１９２ 

１２ 

１８ 

 

        

４８ 

１９４ 

６ 

３２ 

 

    

１００ 

１０１ 

５０ 

１７７ 

修士課程 計         ２７０ ２８０ １０３ 

  

大学院教育学研究科 

  高度教職実践専攻 

 

              

９０ 

 

 

７６ 

 

 

８４ 

専門職学位課程 計 ９０ ７６ ８４ 

 養護教諭特別別科 ４０ ２０ ５０ 

別科 計 ４０ ２０ ５０ 

※学校教育教員養成課程，芸術文化課程，情報社会教育課程については，平成１８年度に

行った学部再編に伴い平成１８年度以降は募集を停止しており，全ての在学生が平成２０

年度末で標準修業年限に達したため，収容定員を「－」として表記しています。 

 

 

○ 大学院教育学研究科（養護教育専攻） 

学部再編に伴い，学士課程の養護教諭養成課程を平成１８年度から募集停止とし，札幌

及び旭川キャンパスに設置していた同課程は，教員養成課程の養護教育専攻として札幌キ

ャンパスに集約したが，修士課程への進学希望者が少ないことが大きな理由となり，収容

定員を下回った。 

 
○ 大学院教育学研究科（高度教職実践専攻） 

収容定員を下回った理由としては，現職教員の志願者が急減しており，昼夜開講である

が，最も志願者が期待できる札幌キャンパスの地理的状況（札幌市の最北部）が，通学圏

を限定していると考えられる。 

なお，説明会の開催や北海道教育委員会ホームページへの広告掲載などの広報活動によ

り，平成 23年度及び平成 24年度入試においては，入学者数が募集人員を満たしており，

平成24年度においては，収容定員が充足する。 

 

○ 養護教諭特別別科 

推薦入試と一般入試の２つの選抜方法により入学者を決定している。 

推薦入試では，志願者が募集人員を満たさない状況が続いており，また，一般入試では，

ほぼ募集人員を満たす合格者を決定しているが，他大学への進学を理由に入学辞退をする

ケースが多いため，収容定員を満たさない状況が続いている。 

平成23年度からは，入学手続時期を早め，入学者の確保を図ることとしている。 
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Ⅲ．平成２２年度の評価結果への取組（対応）状況 
 

 

国立大学法人評価委員会の評価結果 

平成 21 年度評価結果において評価委員会が課題として指摘した，大学院専門職学位課程（教職大学院）について，学生収容定員が

平成 21 年度から平成 22 年度においては 90 ％を満たさなかったことから，今後，速やかに定員の充足に向けた取組，特に入学定員

の適正化に努めることが求められる。 

平成２３年度に北海道教育委員会ホームページのバナー広告に，教職大学院の関連

記事を掲載し，広報活動の方法を関連する北海道教育委員会のホームページを活用す

る取り組みを行った。 

また，札幌校，旭川校，釧路校において，教職大学院の説明会を開催するととも

に，後期募集時期前にポスターを作成し，北海道内の小学校，中学校及び高等学校等

の教育機関に配付し，広報活動を行った。 

 
これらの取り組みによって，平成２４年度入試では，前期の合格者１５人，後期の

合格者３６人の計５１人の合格者数となり，平成２３年度入学者数４５人，平成２４

年度合格者数５１人で，ここ２年間は，募集定員の４５人を充足することができ，収

容定員９０人を満たしている。 

 

 

１．大学院（修士課程）

参加者数 参加者数

現職教員 本学学生 他大学生 社会人 その他 合計(A) 現職教員 本学学生 他大学生 社会人 その他 増減(A-B)

札・岩校 H23.7.16 5 14 4 3 2 28 4 15 1 3 0 23 5

函館校 H23.7.23 0 7 2 1 0 10 1 4 0 3 0 8 2

旭川校
H23.7.10
H23.7.24

6 15 2 1 0 24 2 13 2 0 0 17 7

H23.7.31 1 3 1 0 0 5 1 6 1 1 0 9 △ 4
H23.12.11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

68 57 11

2．大学院　専門職学位課程

参加者数 参加者数

現職教員 本学学生 他大学生 社会人 その他 合計(A) 現職教員 本学学生 他大学生 社会人 その他 増減(A-B)

札幌校
H23.7.16
H23.7.24

3 7 2 0 0 12 9 7 2 1 0 19 △ 7

旭川校 H23.7.24 2 5 0 1 0 8 1 3 0 0 0 4 4

H23.7.31 0 3 0 0 0 3 1 1 1 1 0 4 △ 1
H23.12.11 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

27 27 0

実施年月日
参　加　者　の　内　訳 昨年度参加者の内訳

釧路校

釧路校

平成２３年度　大学院説明会実施状況

参　加　者　の　内　訳 昨年度参加者の内訳

計

実施年月日部　局 計

部　局


